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令和４年３月第４回本山町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日及び場所 

令和４年３月１１日（金）       本山町議会議事室 

 

２．応招議員 

 １番 澤田 康雄   ２番 大石 教政   ３番 上地 信男 

 ４番 河邑 一雄   ５番 吉川 裕三   ６番 北村 太助 

 ７番 中山 百合   ８番 上田 亜矢子  ９番 永野 栄一 

１０番 岩本 誠生 

 

３．不応招議員 

 

４．出席議員 

応招議員と同じ 

 

５．欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

６．職務のため議場に出席した事務局員の職氏名 

議会事務局長 泉 祐司    副参事  松葉 早苗 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

町  長 澤田 和廣     副町長 高橋 清人     教育長 大西 千之

総務課長 田岡 学   住民生活課長 大石 博史  政策企画課長 中西 一洋

まちづくり推進課長 川村 勝彦 建設課長 前田 幸二 健康福祉課長 田岡 明 

病院事務長 佐古田 敦子 

 

８．議事日程 

日程第 １．一般質問 

   ５番 吉川 裕三  ① 町長の政治姿勢について問う 

② 本町のアウトドアの里づくり構想の実現に向けた 

方策について問う 

③ 人権教育のあり方について問う 

 

２番 大石 教政 ① 施政方針について 
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② 地域資源の活用について 

③ コロナ対応について 

④ 平和への取り組みは 

⑤ 地域課題について 

 

８番 上田亜矢子   ① 森林環境譲与税について 

② コンビニ収納について 

③ ＨＰＶワクチンについて 

 

９番 永野 栄一   ① 本山町の課題について 

② 本山町ジオパーク構想について 

③ 本山町の特産品の奨励と農業振興について 

④ 大原富枝文学館と図書室の整備について 

 

10 番 岩本 誠生   ① 町長の政治姿勢と今後の取り組みについて 

② 教育関係について 

③ 防災・減災対策について 

④ 産業振興観光対策について 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開会 ９：００ 

 

○議長（岩本誠生君）おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しておりますので、直ちに会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したプリントのとおりであります。 

 議事日程に入ります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１．一般質問 

 

○議長（岩本誠生君）それでは、日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 通告のありました順番に発言を許します。 

 ５番、吉川裕三君の一般質問を許します。 

 ５番、吉川裕三君。 
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○５番（吉川裕三君）おはようございます。 

 議長のお許しを得ましたので、５番、吉川裕三、一般質問を行います。 

 ２０１１年平成２３年３月１１日に発生しました東北地方太平洋沖地震による東北地方

を中心に１２都道府県で、１万８，４２５名の死者、行方不明者が発生した東日本大震災

から１１年の年月が経過しました。犠牲になられました方々、また、いまだに復興住宅に

お住いの方に、謹んで哀悼の意を表します。 

 私も、思い起こせば、この１１年前、ちょうど金曜日だったと思いますが、翌週水曜日

に防災訓練をするということで、２時４０分くらいから総務本部長と打合せをしていたと

ころ、この地震になりまして、ああ、これは来週水曜日の防災訓練はなくなったなという

ことで、そして、私、海浜幕張のビルの１３階にいましたが、ちょうど１４階に図書室が

ありましたが、図書棚が全て崩れておりまして、非常階段等も壁面が崩れるような状態で、

海浜幕張一帯は液状化現象があったことを覚えております。 

 それでは、通告書に沿って質問をします。 

 選挙公約と施政方針についてお伺いいたします。 

 まず、市街地の活性化についてお伺いします。 

 これは既に、昨日同僚議員が質問をしておりますので、視点を変えて質問します。 

 町長は、法定ビラの中で、魅力のあるまちという項目の中で、空き店舗を活用したチャ

レンジショップの開設ということを掲げていました。また、こみやさんを例に挙げまして、

駄菓子屋の復活ということもおっしゃっておりましたが、現在市街地活性化について、ど

のような構想をお持ちであるのかをお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）執行部、答弁。 

 町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）おはようございます。 

 初めに、今日３月１１日は、今５番、吉川議員も話をされましたが、東日本大震災から

１１年目に当たります。亡くなられた方、行方不明の方、関連で亡くなられた方を含めま

して、２万２，０００人を超える犠牲者になりました。いまだに福島県を中心に３万８，

０００人余りの方が避難生活を余儀なくされております。お亡くなりになられた方のご冥

福をお祈りするとともに、朝、行ってきますと言って家を出て、いまだに行方不明になら

れている２，５２３名の方、一日も早く家族、関係者のもとに帰ってこられることを願わ

ずにはいられません。 

 復興事業も、ハード事業はほぼ完了してきましたが、心の復興はまだまだのように私は

感じます。復興事業に携わった者として、これからも心を寄せていきたいというふうに思

います。 

 それでは、まず、町長の政治姿勢についてということで、選挙公約の市街地活性化、空

き店舗を活用したチャレンジショップなどの取組についてということでお答えいたします。 

 市街地の活性化については、以前からの課題でございまして、これをどうするのかとい
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うところがございました。私はアウトヴィレッジ本山に年間６万人を超えるお客さんがお

いでているという話もお聞きしまして、その皆さんの流れが町なかまで入ってきていない

のではないかというようにも感じました。なかなか商店街という復活までにはならないか

と思いますが、この町なかを生活空間の中に空き店舗を活用したチャレンジショップやミ

ニ直売所やミニカフェとかいったものができないかなと、そういうことで、交流人口で本

山町へおいでていただいている方の足が、町なかに向くように進めていけないかなという

ふうに考えたところでございます。 

 そういうこともありまして、今後、商工会の皆様や女性部の皆様、青年部の皆様や商店

街の市街地の皆さんとも話をしていきまして、町なかにも空き店舗を活用したチャレンジ

ショップやミニカフェとか、ミニ直売所とか、そういったものをできないかなと。役場が

しましょうといっても、なかなか難しいところがありますので、皆さんにご相談をして、

皆さんの中からやってみようかという機運が高まることにつなげていって、そういう取組

につなげていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）中心市街地を活用しました居場所づくり、第三の居場所、サードプ

レイス、そういうふうな場所は非常に有効であると考えます。 

 チャレンジショップの開設やミニ直販所を活用した市街地のにぎわいづくり構想につい

て、再度お伺いします。 

 かつて昭和の時代は、この中心商店街に複数の居酒屋さん、また、仕出屋さんも複数ご

ざいました。あと豆腐屋さんも、たしか２軒あったように記憶しております、今居酒屋さ

ん以外はなく、非常に廃れていっているような傾向にございます。そうした中、チャレン

ジショップを入口として、本格的にその後起業されるということになれば、非常に町の活

性化につながると考えます。 

 まず、チャレンジショップを始めるための物件の確保ということが大切になってきます

が、物件の確保についてはどのようなお考えをお持ちであるのかをお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 まだ具体的に物件確保ができているわけではございません。加えまして、チャレンジシ

ョップは、いろいろな方にご意見を伺うと、人通りの多いところでないといけないのでは

ないかという話もお伺いしましたけれども、私は町なかに人の流れをつくりたいというこ

とでチャレンジショップを考えておりますし、それから、そういった国道沿いの店舗につ

いても含めて考えていきたいというふうに思っております。 

 今のところ、ここという店舗を確保したわけではございません。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）確かに人通りの多いところ、町長が言われましたように、バイパス
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沿いもよろしいかと思いますが、やはり中心市街地を空洞化させないためにどうするかと。

また、今後物件等考えるに当たりまして、さくらバスの運行ルート、バス停等を中心にそ

こから、少なくともさくらバスは毎日市街地は運行しておりますので、バス停を中心とし

たにぎわいづくりという視点も大切だと思います。 

 その点についていかがお考えか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）ありがとうございます。非常に大事なことだと思います。 

 さくらバスの運行コースを使って、なかなか便のない方がチャレンジショップやミニカ

フェに参加していただけると。これは町内周囲でもそうですけれども、各地区でミニデー

とかやられていますけれども、それも同じような考え方だろうと思います。非常に大事な

視点だというふうに考えます。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）それともう１点、本年１１月に役場新庁舎が完成し、その後の役場

機能の移転も踏まえた市街地の活性化を検討する必要があると思います。 

 ここでお伺いします。 

 役場機能が新庁舎に移転した後の市街地をどう再建するかということについて、お考え

をお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 それも非常に大事な課題だというふうに捉えております。確かにここから庁舎が動きま

すと、人の流れが一気に変わりますので、まだ跡地についての検討は、例えば委員会とか、

そういうもので論議をされた経過もございませんので、これは非常に重要ですので、検討

を加えてまいりたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）役場庁舎の移転後、その他、市街地の活性化については非常に重要

な課題と思いますので、着実に進めていただくようにお願いいたします。 

 次に、本町の私債権管理についてお伺いいたします。 

 この質問は、昨年１２月定例会でも質問させていただいておりますので、簡潔にお伺い

いたします。 

 昨年３月定例会において、私債権管理条例が制定されました。住宅使用料、住宅新築資

金貸付金等、多くの私債権が適切な処理が行われずに放置されている状態であります。条

例に基づき、適切な処理を行うべきだと考えますが、その点いかがでしょうか、お伺いい

たします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 住宅新築資金等貸付金事務調査特別委員会等のご指摘も受けまして、令和３年４月１日
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施行の本山町私債権の管理に関する条例が制定されております。その規定に基づいて手続

を進めていくということになろうかと思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）昨年３月に私債権管理条例ができまして、１年がたちます。次の６

月定例会で、この私債権を精査しても収納不能なもの、例えば住宅新築資金につきまして

は、時効が既に引用されたもの、また、抵当権を設定しておりまして、本町が抵当権を行

使し、なおかつ高知県の補助を受け入れたもの等々、整理をしなければならないものがあ

るかと思いますが、それを例えば６月定例会に提出して、もう不納欠損処理を行うという

ふうな考えについて、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）ご指摘を受けました件につきまして、６月定例会にその処理が間に

合うかどうかというところはございますけれども、貸付金の問題や家賃や、私債権でいえ

ば水道料もございますので、精査いたしまして、しかるべき処理をしていきたいというふ

うに思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）ありがとうございます。 

 通告書にありましたれいほく地域振興株式会社につきましては、昨日、同僚議員が質問

されておりますので、割愛させていただきます。 

 本町の財政運営についてお伺いいたします。今後財政状況が厳しくなり、赤字財政にな

ることも想定されますが、財政運営についていかがお考えか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 ご指摘のとおり、本町では、ここ数年の間に大規模投資の事業が続きまして、今後大変

厳しい財政状況が見込まれております。昨日も話をしたところでございますけれども、ま

た、自主財源に乏しい本町でございまして、地方交付税に依存する率が非常に高いという

ことで、その確保など、国の財政計画に大きく左右されてまいります。そのことから、コ

ロナ禍での国の財政指数が今後どのように地方財政計画に影響してくるのかというところ

も大変気になるところでございます。現状では、中長期の財政見通し、私もこれを見させ

ていただきました。令和１０年度をピークに公債費が増加してまいります。この状況下で

はございますけれども、事業を精査し、優先順位も考慮して、必要な事業については各種

の基金の活用も図りながら、健全な財政運営に取り組んでまいりたいというふうに思いま

す。 

 それと併せまして、財政状況が厳しいときだからこそ、町民の皆様や議会の皆様と一緒

に、町長以下職員一同、知恵と力を結集して、まちづくりに全力で取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 
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○５番（吉川裕三君）第一に、住民サービスを低下させずに財政運営を図っていくことが

肝腎だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、嶺北中央病院の一部賃金未払問題についてお伺いいたします。 

 この一部賃金未払問題は、基本法であるところの民法でいうところの不法行為によって

発生したものだと考えられます。 

 なお、１２月定例会においては、不法行為という意味を正しく捉えてなく、全く意味を

なさない概念的な答弁がなされました。１２月議会の答弁を引用しますと、「不法とは、

重大な瑕疵や行為等によって著しく恩恵を受けるべきものの権限を損ねたということ、犯

罪的な行為まで含むおそれがあり、私のほうの段階では、不法とまでは言えない」という

答弁をいただきました。 

 この答弁は、本山町としての正式な答弁と考えてよいのか、本山町における不法行為と

は、この答弁の認識でよろしいのか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 法解釈の問題でございますけれども、不法行為は、私の考えでは、故意の場合もあるで

しょうし、過失も大小ありますが、故意や過失によって生じるものというふうに認識をし

ております。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）そのとおりでございまして、改めて不法行為とは、民法第７０９条

に規定された条文であり、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護された

利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとあります。 

 嶺北中央病院の一部賃金未払いは、故意または過失によって、他人の権利または法律上

保護された利益を侵害されたものではないかと考えられますが、その点の見解をお伺いい

たします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 国家賠償法第５条の解釈にもつながりますが、国または公共団体の損害賠償の責任につ

いては、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによると規定

されていまして、私もその賠償請求の問題と賃金の未払いの請求問題について、少し異な

るものではないかというふうに思いました。 

 私も法の専門家では当然ございませんので、再度その点を踏まえまして、弁護士に相談

をしてまいっております。弁護士のほうからは、そもそも給料の未払いは、その時点で過

失、不法行為に当たると。労働基準法の給与の請求権と国家賠償法の損害賠償の請求権は

同じであり、労働基準法の給与の請求権は、損害賠償の請求に当たるというふうに説明を

受けたところでございます。 

 民法は一般法であり、労働基準法は特別法になりまして、議員ご承知のとおり、特別法
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が優先されることになります。そういう見解でございまして、２年を超える支出は明らか

に違法になり、支出担当者の責任も問われることになるという判断でございました。今ま

での判断を変更するまでには至っておりません。何か解決できる糸口がないかということ

につきましては、今後も検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）国家賠償法の話が出ましたけれども、ちょっと立ち戻って、まず、

本山町一般職の職員の給与に関する条例の第５条、任命権者は全ての職員の職を給料表に

定める等級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならないとあ

ります。この嶺北中央病院の一部賃金未払いの事案につきましては、定められた給料表に

定める等級のいずれかに格付された給料が支払われてなかったのではないかと思いますが、

その点お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）それに該当するというふうに思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）それであるならば、労働基準法による労働債権の請求権２年という

のは、残業代とか、自分が意識するものについて２年の時効であって、給料表の等級表に

正しく適用されていない状況を起こしたこと自体が不法行為である。だから、賃金の未払

い、労働債権の請求権の２年ではなくて、これは不法行為としての一般債権として考えて、

その結果が賃金であった。だから、一般債権としての時効を適用するべきではないかと思

いますが、その点についてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）ご指摘の件でございますけれども、その解釈はまだ、私、先ほども

申し上げましたけれども、給料の未払いは、その時点で過失、不法行為に当たるというこ

とでございまして、労働基準法の給与の請求権と、繰り返しになって恐縮ですが、国家賠

償法の損害賠償の請求権は同一のものであると。労働基準法の給与の請求権は、損害賠償

の請求に当たるんだということでございました。それで、いわゆる一般法より特別法が優

先されるということで、労働基準法を適用するという解釈でございます。 

 繰り返しになりますが、なかなかその判断を変えるまでに至っておりません。何らかの

糸口がないか、先ほどの繰り返しで恐縮でございますが、糸口がないのかなということに

ついては、今後とも検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）確かに国家賠償法の第５条には、国または公共団体の損害賠償の責

任について、民法以外の法律に別段の定めがあるとき、その定めによるところによるとあ

ります。ただ、一つ注意しなければならないのは、この第５条の前に、第４条という条文

があります。そこには、国または公共団体の損害賠償の責任については、前第３条の規定

によるほか、民法の規定によると、第４条にあります。ここで、この法律をつくった立法
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者は、なぜわざわざここで民法の規定を適用すると入れたかということについて考えなけ

ればならないと思います。 

 まず、この第５条を読み解きますと、損害賠償の責任について民法以外のほかの法律の

別段の定めです。損害賠償の責任ということについて述べております。これは、国または

公共団体の賠償責任を軽減、または過重する特別の定めがある場合には、その特別法を本

法及び民法に優先して適用するとしたものであって、賠償の責任機関ではなくて、それを

重くする、軽くするということについては、労働基準法は適用にならないのではないか。 

 では、ここで言う民法以外の法律とは何かということにつきましては、国、公共団体の

賠償額を限定したりする法律、これは一般の通説によれば、郵便法、電信法、鉄道営業法、

刑事補償法であるとされております。つまり国家賠償法第５条は、国または公共団体の損

害賠償の責任について、民法以外のほかの法律の別段の定めに、この中には労働基準法は

適用しないのではないかと考えますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）解釈論でございますので、私も法律の専門家ではございませんので、

なかなかその解釈を、いわゆる判断を変更するということについては、先ほどの繰り返し

になって恐縮ですけれども、いろいろなそういったご指摘も糸口になるのかどうかも含め

まして、検討はしていきたいというふうに思いますが、今のところは、法の解釈で判断を

変えるというところまでには至っていないというのが現在の状況でございます。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）法律の解釈ではそうでありましたということで、例えば、大阪府の

柏原市には、職員の給与の訂正事務に関する要綱というのを制定しておりまして、今回の

ような事案に対応できるようにしてございます。このように条例もしくは要綱を制定して、

遡って救済するという策については考えられないか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 すみません、柏原市の条例、要綱、承知をしておりませんが、上位法に反する条例、要

綱は少し問題があるということがございますので、それは慎重に判断をしなくてはならな

いだろうなというふうに思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）国家賠償法というのは、たった６条しかない法律でございます。そ

れに対して、「国家賠償法コンメンタール」という西埜先生が書いた本については、たっ

た６条の法律の解説本が１，６００ページあるということで、これが日本における一番詳

しい本ではないかと思うんですが、それをよく読んで研究して、何とか法律上、救済でき

ることがないのかということの検討をお願いしたいと思います。 

 次に、昨年９月にカーボンニュートラル宣言を本町は行いましたが、今後の具体的な取

組と、その工程についてお伺いいたします。 
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 政府は、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、つまり二酸化

炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林、植林、森林管理による吸収量を差し

引いてゼロにすることを意味しておりますが、現在スタート時点に立つ本山町におきまし

て、温室ガスの排出量はどれだけの量で、それを何年をかけてゼロにするのか、その工程

についてお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）執行部、答弁。 

 政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）５番、吉川議員の昨年カーボンニュートラルの宣言を行っ

たが、具体的な取組と現在の二酸化炭素の量と今後どのようにしていくかということの答

弁をさせていただきます。 

 昨年９月に宣言を行っておりますが、国、地方脱炭素協議会などで示された地域脱酸素

ロードマップに基づいたもので、宣言を行っております。 

 一つ目としては、低炭素・循環型社会の構築、二つ目が再生可能エネルギーの導入と利

用促進、そして三つ目、森林等の吸収源の対策として宣言しております。 

 先ほど言った三つが柱となりますが、具体的な取組については、順不同になりますが、

再生可能エネルギーにつきましては、県が既存の吉野川にある水源、水力発電など、バイ

オマス発電の稼働、今後計画がある風力発電など地域資源の活用を、民間の事業者と連携

を図りながら利用促進を考えております。 

 また、森林資源につきましては、関係するまちづくり推進課と連携を図りながら、活用

を考える上で、二酸化炭素の吸収、固定化の見える化を進め、国の認証制度などの活用に

より、地域経済と環境の好循環を促進する仕組みについて研究を進めていきたいと思って

います。 

 それと、特に低炭素・循環型社会に向けた取組を進めていく上で、職員や住民向けの研

修会、勉強会の開催を行っていきたいと思っています。 

 以上、４年度から挑戦していきたいと考えておりますが、国・県の交付金の活用をする

ことも調査研究を行いながら、できるところから一つずつ取組を具体化していきたいと思

っています。 

 以前、町の施設で二酸化炭素の排出量を調査した経過があります。その段階では、公共

施設三つに対しての二酸化炭素排出量を減らすというような計画でありました。町全体の

二酸化炭素の量はまだ具体的に調査していないので、これから国・県のアドバイザーなど

の力を借りながら、排出量を算出し、２０５０年にゼロカーボンとなるような取組として

いきたいと考えています。 

 具体的なところは、令和４年度、先ほど挙げた三つを取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 
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○５番（吉川裕三君）国・県の交付金を活用してということがございましたが、現在環境

省は、ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業というのを整え

てございます。 

 一つ目が自治体の気候変動対策や温室効果ガス排出量等の現状把握、いわゆる見える化

支援、これが先ほど課長が言われました排出量を算出するということで、この事業を使え

ば交付金を使ってできると、二つ目に、ゼロカーボンシティの実現に向けたシナリオ等の

検討支援ということで、これは計画書に対して環境省の整備事業が使えると、三つ目がゼ

ロカーボンシティ実現に向けた地域の合意形成の支援というふうに、三つの支援策を環境

省は設けておりますので、この支援策を活用しながら推進をしていただきたいと考えます。 

 まず、環境省の自治体の気候変動対策や温室効果ガスの排出量等現状把握、いわゆる見

える化支援事業を活用して、環境基本計画や温暖化対策基本計画の作成をしていかなけれ

ばならないと考えますが、その点いかがでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）執行部、答弁。 

 政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）議員の説明したとおりでして、本町における地域資源とい

うものが、本山町らしい地域資源がある中で、国・県の事業を活用しながら、取組のまず

準備として、そういうことを活用しながら進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）よろしくお願いします。 

 それでは、次の大項目に移ります。 

 本町のアウトドアの里づくり構想の実現に向けた方策についてお伺いします。 

 コロナ禍により、修学旅行を近場で行うという傾向から、アウトドアヴィレッジ本山へ

も県内、隣県からの修学旅行生を多く受入れ、特にラフティング体験等のアウトドア体験

も行っていました。本町内の小学校、中学校生を対象に、課外活動等でアウトドア体験が

行われているかについて、まずお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）おはようございます。 

 ５番、吉川裕三議員の質問に対し、答弁を申し上げます。 

 アウトドアの里づくり構想の実現に向けて、本町の小中学生にも体験を実施しているか

どうかというところでございますが、現在教育旅行等で県内外から中学生、あるいは高校

生が吉野川でのラフティングやカヌー体験など、本山町の自然を楽しむ受入れを進めてい

るところでございますし、棚田ツアーとか、そういった実績が進んでいるところでござい

ます。 

 お尋ねのありました本町の小中学生によるアウトドア体験につきましては、これまで話

をしておりますが、十分な取組には至っておりません。本町の自然の中で体験の楽しさ、
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自然の中で身を守ることを学ぶ大切さ、せっかくそういった体験ができる場がありますの

で、今後も地域で学び、楽しんでいただきたいというふうには考えているところでござい

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）アウトドアのインストラクターを育成するということは、一朝一夕

にはいかないものと考えております。小学校、中学校でアウトドア体験を行うことにより、

将来のインストラクター育成につながるかもしれません。少なくともアウトドア体験によ

り、アウトドア人口の裾野は広がるものと考えます。その点いかがでしょうか。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）自席でお答えします。 

 インストラクターの育成につきましては、議員のおっしゃられたとおりです。小さい頃

からアウトドアに触れていただくことによって、将来インストラクターの機会があれば、

入ってきていただきやすいという環境づくりに結びつくものというふうに思っております。 

 川だけでなしに山の体験、森林や植物などを利用しました魅力あるプログラムがござい

ますので、そういったプログラムを体験することで、地域の魅力にも触れていただくとい

った教育にもつながってまいりますので、学校、あるいはＰＴＡも含めまして、実施につ

いて協議をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）例えば、遠足で私たちの時代には鎌滝山へ登るとか、工石山に行く

とかというふうな経験をさせていただいておりましたが、例えば白髪山に遠足に行くとか、

また、吉延の棚田を見学に行くとか、いろいろな本町におけるアウトドア体験というのが

ブログラムとして考えられると思います。そういうふうなものを各小学校６年間、中学校

３年間の１回ずつでも様々なプログラムで体験して、本町自身の魅力を再発見する、また、

そういうふうな経験、こういうふうなことがあるんだということを、小学校、中学校で経

験していただければ、その後、将来本町から出ていったら、うちの田舎はこういうことが

できるんだという田舎を誇りに思える、ふるさとを誇りに思える、澤田町長もおっしゃっ

ておりましたが、そういうふうなことにもつながるのではないかと思いますので、ぜひ小

学校、中学校の野外学習、遠足等に、本町の魅力を再発見できるという取組をしていただ

きたいと思いますが、その点いかがかお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）議員おっしゃっていただきましたふるさとを思う気持ちの醸成、

非常に重要だというふうに思います。現在各学校では、総合学習の中で、地域の魅力を学

習していくということで、棚田であるとか、森林であるとか、そういった学習を自らテー

マを決めまして、どういった提案にしていくか、その中で学びながら役割分担して、非常

にいい教育で取組を進めております。 
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 そういったときに、こちらももっとこういった体験がある、あるいはこういったことが

できるといったような内容も十分に学校のほうと連携をして進めていければ、今提案のあ

りました魅力づくりにつながっていくのではないかというふうに考えております。 

 これまでの実績としましては、前高橋教育長のときに、白髪山のほうに小学生を引率と

いうか、インストラクターとして説明をしたような実績もございますし、地域の魅力を地

域の子どもたちに知らせていく、非常に重要なことだというふうに考えておりますので、

繰り返しになりますが、総合学習等でそういったものがもっと深掘りができるように、こ

ちらも提案をしていきたいというふうに考えます。よろしくお願いします。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）ありがとうございます。 

 それでは、次の大項目に移ります。 

 本町の人権教育の現状についてお伺いします。 

 先日、３月８日は国際女性デーで、高知新聞紙上において、県内高校生の対談が掲載さ

れていました。男女共同参画社会の実現とか、ジェンダー平等、ＬＧＢＴＱ＋と多様化、

あるいはボーダレス化がますます進んでいる現状でございます。ＬＧＢＴという言葉にＱ

が加わったということを最近気づきまして、Ｑとは何かということについて調べてみます

と、クエスチョニング（Ｑｕｅｓｔｉｏｎｉｎｇ）ということで、クエスチョニングは、

性自認と性的傾向が決まっていないセクシュアリティとあります。自分が男性なのか、女

性なのかを決めかねている、また、それ以外の性なのか、男性と女性の中間なのか、こう

いう性自認が決まっていない状態の方をいうということです。 

 また、同じくＱについて、クィア（Ｑｕｅｅｒ）、もともとは不思議な、風変わりな、

奇妙ななどをあらわし、アングラなニュアンスを持つ言葉で、同性愛者への侮蔑語であっ

たが、１９９０年代以降は、性的少数者やＬＧＢＴ、どれにも当てはまらない性的なアウ

トサイダー全体を包括する用語として、肯定的な意味で使われているということでござい

ます。 

 このような多様化した性について寛容な社会の実現が必要だと考えますが、その点いか

がお考えか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）５番、吉川裕三議員の質問に対し、答弁を申し上げます。 

 人権教育についてでございますが、全ての人権が尊重され、相互に共存できる平和で心

豊かな社会を実現するためには、私たち一人一人が人権尊重の意識を高め、自分や他者の

人権を尊重していけるよう、学校、家庭、地域、職場など、あらゆる機会を通じて取組を

進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。 

 議員おっしゃられました、近年、社会、経済、急速に変化するとともに、個人の生き方

も多様化している中で、一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ

うにするためには、誰もが生涯にわたって学び続けられるような環境づくりに親しめる環
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境を整備していくことが重要というふうに考えております。多様性を理解し、尊重し合い、

共有できるような差別を許さないという姿勢で取り組んでいくことが求められているとい

うふうに考えております。 

 議員おっしゃられましたように、高知新聞のほうでも掲載されておりましたが、高校生

による意見交換の記事もございました。今後の取組につきましては、教育現場、社会教育

の場で協議をしながら取り組めていけばというふうに考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）高知新聞の記事にも、女らしくって何、男らしくって何ということ

で、私たちの時代におきましては、一方的に決めつけるようなことも、ボーダレス化が進

んでいるということで、非常にそういったことについては寛容な社会の実現ということが

大切であると思います。 

 また、一方におきまして、中国の新疆ウイグル自治区で行われているジェノサイドにつ

いても、人権教育の一環として、こういうことはあってはならないと教える機会を設ける

ことが必要ではないかと考えます。 

 私たちの時代は、例えばアンネフランクの日記を読んで、アウシュビッツにおいてこう

いうふうなことが、現在新疆ウイグル自治区で同様なことが行われているんだというふう

な学ぶ機会もございましたが、現在進行形で行われております中国の新疆ウイグル自治区

のジェノサイド等についても、教育の機会を設けるべきだと考えますが、その点いかがお

考えか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）議員おっしゃられましたような様々な人権問題がございます。先

ほども言いました多様性を理解し、尊重し合う姿勢で取り組んでいくことが重要であると

いうふうに考えております。 

 そういう人権教育につきましては、内容によりまして、児童生徒の発達段階に合わせて、

選択して進めていくことも重要かというふうに考えておりますので、現場とも協議をしな

がら、いろいろな人権教育に取り組んでいきたいというふうには考えております。 

 答弁とします。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）ありがとうございます。 

 また、先ほど朝冒頭で、澤田町長が言いましたが、朝、行ってきますと言って家を出た

まま、そのまま家族、友人が姿を消していたらということについてお伺いいたします。 

 現在、我が国におきましては、北朝鮮により拉致されたとされる政府認定拉致被害者が

１７名、特定失踪者問題調査会が特定失踪者とした方が約４７０名おります。この北朝鮮

による拉致問題は、日本海側、または九州等の問題で、高知県に住む私たちには余り関係

ない問題と認識されている方が多いかもしれません。現在、高知県警のホームページに、
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拉致の可能性を排除できない事案に係る方々というページがございます。ここで掲載して

いる方々は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明の方々ですという注釈が

あります。 

 例えば、現在その県警のホームページには４名の方が載っております。鎌倉司さん、失

踪当時２２歳、神奈川県川崎市中原区で生活されていた。これは高知県出身の方でござい

ます。昭和５９年８月頃、神奈川県の自宅に荷物を残したまま行方不明になっています。

同じ月に、東京都墨田川河口で鎌倉さんが使用したバイクが発見されていますが、行方不

明者の発見には至っていないと。 

 亀谷博昭さん、失踪当時２３歳、大阪府寝屋川市にお住まいで、昭和６１年１月１１日、

会社に行くといって大阪府の自宅を出たまま、会社に出勤せず行方不明となっている。 

 永本憲子さん、この方は非常に横田めぐみさんと状況が似ておりますが、当時１６歳で、

高知県宿毛市にお住まいでございました。昭和５６年５月１０日、自宅近くの公民館バス

停でバスを待っているところを叔父が目撃したのを最後に行方不明となっています。 

 別役佳子さん、失踪当時２７歳、この方は京都府京都市にお住まいで、昭和４４年２月

頃、京都市内の居住先から行方不明となっています。 

 高知県警のホームページに載っていませんが、あともう一人、福留貴美子さん、この方

はよど号ハイジャック犯の方の妻になっているということで、現在の香美市出身の方が行

方不明になっていると。そういう方々がいらっしゃいます。 

 先日、特定失踪者問題調査会の村尾建兒幹事長にお話をお伺いする機会を得ました。こ

の失踪した方々については、偶然ではない共通することがあるということでございまして、

拉致の問題ということにつきまして、遠い過去のことにしない、また、拉致に関心を持つ

ということが、一人一人は微力であるけれども、無力でないということをまず考えなけれ

ばならないと思いますが、その点についていかがお考えか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）通告にない部分ですから、なかなか答弁できにくいと思います。 

 ５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）それと、この拉致の問題につきまして、文部科学省のホームページ

に、人権教育参考資料の中に、北朝鮮当局による拉致問題に関する参考資料というものが

掲載されております。パンフレットとか、白書については、アニメ「めぐみ」、拉致問題

啓発活動とか、映画「マンガ「家族愛」～拉致問題を絶対に忘れない～」と、その下にア

ニメ「めぐみ」を学校で活用する際の指導の参考となる資料ということで、兵庫県の教育

委員会、香川県、愛媛県の教育委員会について、こういうふうな活用をしたらどうかとい

うふうな人権教育への活動事例も掲載されております。この人権教育につきまして、文科

省も非常にページを割いて力を入れております。 

 また、昨年１０月に、拉致問題の啓発活動を推進する決議というのが、大阪府議会、大

阪市議会で可決されました。この決議は、拉致被害者横田めぐみさんを題材にしたドキュ

メンタリーアニメ「めぐみ」の上映や政府主催の北朝鮮人権侵害問題啓発週間、毎年１２
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月１０日から１６日の作文コンクールへの参加など、若年層向けの啓発活動推進に積極的

に関与するとしたものです。 

 これを受けまして、大阪市教育委員会は、昨年１１月２２日、北朝鮮による拉致問題の

啓発教育を推進することを決め、市立高校を含む各校に通知した。学校現場で人権問題と

しての理解促進を図るということです。 

 そこで、人権教育の一環として、北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」、

あるいは映画「めぐみへの誓い」を教材として活用できないかについて、お伺いいたしま

す。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）自席でお答えします。 

 拉致問題につきましては、国民の生命と安全に関わる重要な問題でありまして、国の責

任において解決すべき喫緊の重要課題であるというふうに考えているところでございます。 

 文部科学省にそういった資料があるということで提案をいただきまして、また確認もさ

せていただきたいというふうに思いますが、国のほうでも啓発に向けた資料ということで

提案がされておるということで、確認もさせていただきたいと思います。 

 学校では、それぞれの教科、カリキュラムによりまして、その時間の中でもやるように

しておりますし、学ぶ場づくりをしておりますので、学校現場とも協議をして進めていき

たいというふうに考えておりますので、この場ではそういったお答えとしたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）平成１８年に１本の法律が制定されております。拉致問題、その他

北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、その第３条に、地方公共団体の責

務というのがございます。 

 条文を読みますと、地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題、その他北朝鮮当

局による人権問題等に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとするということがご

ざいます。これを踏まえまして、本町として拉致問題を人権教育の一環として取り上げる

ということについてのお考えを、町長にお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えいたします。 

 国政の大きな重要な課題だというふうに思います。拉致問題については、もう全面的な

解決に進んでほしいというふうに私は思っております。平成１８年の法律について周知し

ておりませんでしたけれども、あらゆる機会、広報等について取り組んでまいりたいと思

います。 

○議長（岩本誠生君）５番、吉川裕三君。 

○５番（吉川裕三君）本日、私が提言させていただいたことが実行されまして、人権教育

を問い直す契機になれば幸いだと考えております。 

 最後に、北朝鮮向け短波放送にＪＳＲしおかぜという短波放送がございます。先日、村
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尾さんにお会いしたときに見せていただいたのですが、飯塚繁雄さんが、妹である田口八

重子さんに宛てたビデオ音源を拝見しました。また、横田滋さん、早紀江さんが娘のめぐ

みさんに宛てたビデオ音源も拝見しました。突然家族を拉致という手段で失った言いよう

もない悲しみを越えた家族への肉声、言葉にならないものを感じました。 

 また、横田滋さんは、このビデオを撮った後に入院され、その後亡くなったということ

をお伺いしまして、もともと横田滋さん、言葉数が少ない方でございましたが、反応も余

りなくて、弱ったなということを感じました。 

 この拉致された家族、また、北朝鮮に向けたＪＳＲしおかぜ短波放送でございますが、

この放送が開始されて半年もたたないうちに、北朝鮮からこの短波放送にかぶせるように

妨害電波を現在も送り続けているということがございます。ということは、北朝鮮にはこ

のＪＳＲしおかぜの放送を自国の誰かに聞かせたくない人間が少なくともいるということ

が拝察されます。この拉致被害者の早期の帰国、そして、ジェンダー平等の社会の実現、

また、現在ウクライナで起きている戦火がおさまることを祈念いたしまして、私の一般質

問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（岩本誠生君）これをもって、５番、吉川裕三君の一般質問を終わります。 

 ここで１０分間休憩します。 

 

休憩   ９：５８ 

再開  １０：１０ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、大石教政君の一般質問を許します。 

 ２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）議長のお許しを得ましたので、２番、大石教政、一般質問を行いた

いと思います。 

 まず最初に、東日本大震災から１１年、犠牲や被災に遭われた方々に哀悼の意を表しま

す。また、日本においては台風や大雨等、水害、地震、また、コロナウイルス等、いろい

ろ被災とか犠牲された方々に哀悼の意を表します。 

 また、世界に目を向けますと、これほどコロナウイルス禍でみんなが大変な思いをしと

る中で、ロシアによるウクライナ侵略戦争、やはりこういうことは許されてはいけないこ

とでありますが、また、自国を守るということで、核兵器とか軍事力を高めた結果、かえ

って侵略を受けている国を助けに行けれない、やっぱりこういう矛盾が起きたらいけない、

大きい戦争になったらいかんからということで、侵略を受けている国を救援に行けない、

こういうことはもってのほかということで、力に頼った国家づくりは非常に危険であり、

暴走、独裁した場合には誰も止めようがないという現実があるので、人間一人一人弱いも
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のですけれども、権力の魔力とかに取りつかれると非常に危険な状態が起こっておるとい

うことを申し述べておいて、一般質問に入りたいと思います。  

 大項目で施政方針について、地域資源の活用について、コロナ対応について、平和への

取組について、地域課題についてといたしておりますが、まず１番目、施政方針について

ですが、町長として就任されて３か月ということですが、３か月たったところ本町の課題

とか取組、また、町長が目指すやりたいこと等あると思いますが、町長はこの本山町、本

山丸の船長であり、明るく元気に健康には気をつけて、本山丸のかじ取りを取って町民の

人に寄り添った役場、町民の人、本山、嶺北、高知、日本、世界へ向けての発信だと思わ

れますが、まず今後の抱負というか、本町にとってもいろいろ課題等もあるかと思われま

すが、その内容を克服していくという町長のやりたいことというか、３か月たった今の考

え、気持ちをお聞きしたいと思います。（「通告に従って……」「最初、前段の……」の声あ

り）。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えをいたします。 

 施政方針について、町長の３か月を経過して、本山町の、本山丸の船長、かじ取りとい

うことで、いろんな課題が山積しております。それをまず一つ一つ丁寧に課題に取り組ん

でまいりたいというふうに思っております。 

 それから、先ほど情報発信の話がございましたけれども、私のほうでもいろんな情報発

信をしてまいりたいと、それは職員一同、いろんな形での情報発信、本山町の取組につい

て発信をしていきたいというふうに思っております。 

 今、余談でございますけれども、何かネットの人気投票が今、やられていまして、本山

町が今、トップになっているというふうに聞きました。何か嬉しく感じました。これから

いろんなことに情報発信しながら、本山町の楽しいところも元気のあるところも、体験で

きるところも資源も情報発信をしていきたいし、課題につきましては、一つ一つ丁寧に解

決に向けて取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 昨日でしたか、初心を忘れないようにというふうにご指摘をいただいてございましたけ

れども、初心を忘れることなく取り組んでまいりたいというふうに、３か月ですので、初

心を忘れるというとどうなのかと思いますけれども、そういう気持ちを持って今後取り組

んでいきたいと思いますので、議員の皆様にもご指導よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）それでは、質問１の本山橋のスケジュールということで、令和４年

度に完全本供用ということですが、交差点のスケジュールがいつ頃、本供用の予定をして

おるんかお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）２番、大石教政議員の一般質問について、町長の補足答弁をさ
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せていただきます。 

 予定としておりますのは、令和４年度中の本供用でありますが、４月から電柱の移転、

交差点の改良工事、信号機の設置等を進めまして、今の工事の平均的な工期を見てみます

と、２月頃に完了し、２月末頃に検査等も受けて、２月末頃に本供用ができるのではない

かということでスケジュールを組んでおります。 

 以上です。（「２月言うた」「はい」「来年の２月」「そうです」「来年の２月かい」の声あ

り） 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）来年の２月頃に本供用ということですが、非常に工事量が残ってお

るんかとも思われますが、それと、交差点内いうか交差点外れているんかも分からんです

けれども、下の縫製工場のほうというか、本道の取付道路が非常に交差点に近いところか

ら下りているよう、出入りするようですが、上、上ってきたりするときには、なかなかこ

う周りの状況も見えにくいと思われますが、この出入りのところの安全対策はどのように

されておるんかお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）お答えします。 

 出入りの安全対策というの、ちょっとどういうものかが分かりませんが、今、ちょっと

線形が曲がっていますので見えにくいと思いますが、今度真っすぐになるということで、

質は今よりもよくなると思っています。 

 縫製工場のあるところから出入りをする道路でありまして、一般の公共の車が、普通に

走る車が出入りをしたりするのではなくて、限定されてきますので、特に信号をつけると

か、そういうことはまずもってないと思いますし、そういうことをしてしまうと、逆に混

雑してしまって危険になるというようなところでありますので、今のところは、取付道の

ほうにはガードレールをつけていますけれども、出入りについての何かの分かるものとか

いうものは検討はされておりません。 

 もし必要であればということで、何かつけるとか、印をするとかいうことができるよう

でありましたら、県警のほうと相談をして、できることはしたいとは考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり結構な上りで出てこんといかんみたいになるんで、やっぱり

安全対策は当初からやっておいたほうがいいと思われますが、それと、令和５年の２月に

工事完了ということですが、その場合によく三世代とか色々通り初めとか、ちょっとこう

橋の開通のお祝いみたいにするんですが、そういう日なんかもや決めて、やっぱり新しい

橋ができたんで、そういうことは今、既に部分的にというか橋は通っているんですけれど

も、開通記念日や何か、全面改良日みたいな中でやるべきではないかと思われますが、予

定とか決めておるんかお伺いします。 



－20－ 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えいたします。 

 開通式の予定はあるのかと。すみません、現状で具体的にそこまで検討したことはござ

いません。何らかの開通式を、本供用に向けての開通式をやるのかどうなのかということ

については、今後検討させていただきたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）地元の方や関係機関とか、いろいろ町民の方、みんなの協力があっ

てできた橋なんであり、いい日を選んで１時間ぐらいとか、ちょっと時間区切って、保育

園児とか小学生とかいろいろちょっと記念のセレモニーをすると、ええ橋ができたよ、よ

かった、また大事に使うていかないかんというふうに愛着もできてくるんで、やっぱりそ

れは取り組むべきと思います。 

 もう一度、お伺いします。（「今のところ予定がない、検討するということやから。」「次

へ、小項目の次へいってもらえますか」の声あり） 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）橋は検討するということで。 

 次、令和４年度予算の適正執行ということで、やはり毎年度毎年度、不用額も結構出て

きておるんで、せっかくついている事業というか、いかに不用額出さんように適正執行に

努めていくというのは、非常に大事なことだと思われます。本当、財源予算とかも厳しい

中で獲得してある予算を、いかに大事に、適正に使っていくか、そういうこと本当、やっ

ていくのが予算の確保には非常に力を入れて、予算確保して、それが適正に執行されない

ということは非常に予算取ってきていないということと同じようなことになるんではない

かと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）２番、大石議員のご質問にお答えします。 

 議員のご指摘のとおり、適正な執行には日常に努めていかなければなりません。予算を

計上いたしておりましても、事業の途中でやむを得ずできない場合もございます。そのと

きには、そのときに適切な判断をして、速やかに予算を補正をして減額をする、そういっ

たことをしていかなければならないと思います。 

 また、その予算執行に当たりましては、庁議で確認をしながら、今、年度末ですので、

予算が適正な執行については周知をして、速やかに事業を進めていくという確認もしてお

ります。なお、これからも適正な予算執行に努めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり予算等も貴重な税金でもありますので、これをいかに大事に

使っていくかということは、本当、せんといけないと思います。 

 次、③として、災害復旧工事の見通しということで、平成３０年度の災害等から、まだ
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３０年災から災害に大きいような災害とかは大分着手もできておると思われますが、丸々

残っているところなんかも非常にあると思われます。 

 災害が査定も受けられておっても、なかなか復旧ができないとかなると、本当、地元の

方、関係者の方もいつになったら直るんじゃろうみたいに、厳しい中でいろいろ水路とか

生活道とか、いろんな暮らしの中で、田畑とか山林とかいろいろ生活やっておられると思

いますが、今後の見通しみたいなものはどのようなのかお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）大石教政議員の一般質問に対しまして、補足答弁をさせていた

だきます。 

 ３０年災から今の３年災までで、まだ未施工になっている場合、場所は１５か所ありま

す。ただし、そのうち７か所は３年災ですので、査定を受けてすぐということじゃなくて、

査定を受けたばかりのところがまだ残っておりますので、実質３０年災から２年災までで

すと、未施工になっているのは８か所であります。 

 この部分につきましては、引き続き入札の段取りをしておりますし、随意契約等で進め

られるところにつきましては、協議を行っております。ぎりぎりいっぱいまで災害復旧が

できるように進めておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）その３０年災なんかはまだ残っているのか、よく災害３年ルールと

かいうのは延長とかされているのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）３０年災につきましては、本来なら３年ルールなんですが、全

国的にあまりにも被害が大きくて、特別に１年延びて４年目までいっております。 

 本山町の３０年災の店公募分につきましては５か所ありまして、そのうち１か所は、被

災の状況はあったんですけれども、別事業で道路等を復旧されているところがありまして、

そこについては、もう災害事業ではやらないということで言っております。あと４か所に

ついては、入札と随契の予定で進めております。これも何とか３０年災は済ませていきた

いところであります。 

 あと、元年災につきましても今入札するのは３件あるということで、延びているところ

については、ぎりぎりまで制度を使って進めるということで、いろいろと進めているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり制度を使ってやらないと、町の一般財源だけでやるようにな

ると、なかなか大変になってくると思うので。やはり３０年災とかも、延長も期限が来そ

うな分から積極的に対応していくのが非常に大事だと思われます。やはりこれが間に合わ
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なかったら、最悪そのままみたいなことになったらいけないので。 

 それとやはり、早期の復旧というのは非常に大事だと思われます。なかなか、明るい町

とか、いろんな町のスローガンを掲げていても、やはり災害も何年たっても、直してくれ

るのかみたいな、町民の人の諦めみたいなことになったらいけないので、やはり本山での

活力ある元気のある町のためには、非常に復旧事業が大切と思われます。 

 町長としてどのように考えているのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）早期復旧のご指摘はそのとおりだというふうに思います。入札の不

調が続きまして、なかなか着手ができていないというところがあるというふうに認識をし

ております。このまま請負にかけられなかったら廃工にもなってしまいますので、あらゆ

る手段で、できるところは何とか実施をしたいということで、今、担当課のほうで手続き

を進めているところでございます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）まあ早期復旧ということで。 

 続きまして４として、新庁舎建設の進捗を問うということですが、順調にいっていると

思いますが、建設の進捗と併せ、災害時の対応としてどのような対策を図っているのか。

例えば太陽光発電、今、よく電力会社なんかが設置というか、町とかの費用とか要らない

ような感じでやっている事例も多くあるんですが、本町としてどのように捉えているのか、

お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）建設課長、前田幸二君。 

○建設課長（前田幸二君）お答えさせていただきます。 

 新庁舎建設の進捗についてでありますが、２月末現在ではありますけれども、進捗率は

１９．５％と、予定どおりに進んでおります。この工事につきましては、以前もご案内さ

せていただきましたが、町のホームページのほうにリンクを貼り付けてありまして、建設

工事の進捗具合が確認をできるようになっていますので、また見ていただきたいと思いま

すし、よろしければ現場なども確認をしていただければと思います。 

 また、３月の工程では、1 階、２階、機械室外倉庫の躯体をつくる工事、それと躯体の中

へ配管を入れる工事が主のものとなっております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）２番、大石議員のご質問にありました、災害の対応という点につ

いて答弁をしたいと思います。 

 災害時の対応といたしましては、平時は業務に使っているスペースを、災害時には非常

時用スペースとして転用できる仕組みというふうにしております。 

 これにつきましては、この間、議員協議会等でも設計業者の方も招いてお話をしてきた

とおりでありますけれども、来客用の駐車場を非常時には応急救助機関の活動拠点、ある
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いは緊急避難場所に、庁舎北側の広場につきましては、非常時には炊き出しの配布をする

ようなエリアにしていきたいと考えております。庁舎内では、１階に設けます本山ホール

というところを、非常時にはボランティアの方の控室として転用したいと考えております。

３階の大会議室につきましては、平時は議会の議場として使う場所でありますけれども、

非常時には災害対策本部の設置を考えております。３階に本部を設けます理由といたしま

しては、東側の窓から新庁舎及び嶺北中央病院の駐車場が一望できるというところになっ

ております。万一の場合は、その今申し上げました駐車場に応急エリアを展開したりする

場合があります。そういったときには、状況を見ながら判断ができるというふうなことで

配置をしたところであります。 

 非常時の電力につきましては、災害時、電力が遮断をした場合、使用範囲は限定されま

すが、使用範囲というのは庁舎の中の電源でありますけれども、最大３日間の自立運用が

できる自家発電設備を備えております。太陽光発電のこともおっしゃっていただきました

けれども、災害時には太陽光発電に頼ることができないということもありますので、自家

発電設備で緊急に対応していきたいと考えております。 

 それと、今後の太陽光発電の設備につきましては、今のところ場所を限定はしておりま

せんけれども、必要な対応があれば考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）太陽光発電で蓄電池とかに貯めておいたり、EV とか電気自動車なん

かに太陽光発電で充電なんかしていくというのが、今のゼロカーボンというか、環境に優

しいような流れになっているんですけれども。 

 それとあと、この庁舎建設でどこか基礎部分か壁面とか、子どもたちにちょっと何か絵

じゃないけれども、壁面かどこか構わないところに絵とかよく描かされたり、コンクリー

にちょっと子どもたちにデザインを揃えたりみたいな、記念的なこともやっているんです

けれども、庁舎の構わないところへ、子どもたちに何かやらす記念みたいなことを考えて

いるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）今のところ、考えてはおりません。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり、いろいろ記念になる新しい庁舎が建ったとき、僕らの描い

た絵がこんなになって残っていたねとかいうふうに、柔軟に考えて、今できる分で子ども

たちの未来が明るく楽しくなるようなことは経費も何も要らないので、積極的に活用して

いたらみんな役場へも気楽にも来てもらえることになると思うので、非常にいいと思うの

で、町長はどのように考えるか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 
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○町長（澤田和廣君）現状で、新庁舎の壁面に学生なんかの絵を描くということについて

は計画がございません。今、総務課長から答弁したとおりでございます。いろんなことが

考えられますので、本山町の資源なんかを活用した展示ということではないですけれども、

そういったことなんかも考えられますので、そういった面では検討されていくことがあろ

うかと思います。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）町の文化財なんかは、庁舎へどれぐらい展示する予定なのか。プラ

チナセンターとかもありますけれども、お願いします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）この新庁舎に文化財を展示するスペースは設けてございません。

ただ、限られたスペースでありますので、これまでの歴史に関わった人なんかをパネルで

紹介するような、そういったコーナーは設けていきたいと思います。あと、町民の方が気

軽にというところでは、この間開催しましたワークショップ等でもご意見を賜りまして、

３階には町民の方が立ち寄って使っていただけるスペースも設けております。そういった

ところで、町の歴史とかそういったものに、全てではありませんけれども、触れるような

機会といったエリアは設けていきたいと考えております。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）それじゃ続きまして、大項目２の地域資源の活用ということで、本

町にもいろんな地域資源がたくさんあり、また、まだまだ活用とか眠っている資源もある

と思われます。また、そういう資源の活用とかということで、観光ガイド等の育成は非常

に需要もあるので、やはりガイドそのものが全体的に不足していると思われます。 

 外国なんかで、もうコロナから抗体とかできて、もうマスクも脱げたりしているような

国もあったりするようですが、やはりアフターコロナを見据えた積極的なガイド養成、   

非常に、また本町の多様な働き方、ガイドシーズンなんかがあるときは、ガイドをやった

り、いろいろな多様な働き方にもなるのではないかと思われますが、いろいろと、本町の

みならず移住・定住にもなってくると思われますが、今本当に幅広く山、川いろいろある

と思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）２番、大石教政議員の、地域資源の活用の中の地域ガイド

の養成へ向けた計画というところでの答弁をさせていただきます。 

 議員のご指摘のとおり、新型コロナの状況発生以降影響があり、取組が進められていな

いのが現状であります。 

 令和３年度の山、川ツアーガイドの参加人数としましては、３，４００人を現状超えて

おります。スタッフとしては延べ６２０人がそれに関わっておりました。また、ガイドの

登録者数は、町内においては２３名、町内以外の嶺北内に３名、町外に３０名、合計５６

名となっております。そのうち、先ほど言いました町内の２３名のガイドについては、ち
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ょっと重複する人数にはなりますが、ラフティングに１１名登録、カヤックに９名登録、

登山に９名が登録しており、ガイドとして活躍をしております。 

 年齢構成的に言いますと、２０代から７０代と幅広いガイドの方が関わっておりました。 

 ちょっと１点、効果のことも、先ほど効果というか質問があったと思いますが、定期的

な山のガイドにつきましては、観光客が訪れることでの市民の見守りや、閑散期に林家、

農家さんのガイドの副収入にもなるかと思います。 

 課題としましては、ガイド料の講師料というか、その料金を踏まえた２０代から３０代

のガイドが少ないということが、課題にはなっています。ガイドのところですが、指定管

理者側とこれまで応援をいただきながら実施しているのが現状だと聞いております。今後、

指定管理者側と協議を進めながら、令和４年度以降ガイドの育成、新規ガイドの開催に向

けて積極的に取組を進めたいと考えております。 

 なお、ガイドの講習を含めた４年度事業に向けて、この後３月から４月にかけて指定管

理者側との準備会を行い、事業内容について精査を行いながら前へ進めていきたいと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）あと、ガイドで町なかガイドとか、集落ガイドみたいないろんなガ

イドとか幅広く募っていたら、本当に各市街地なんかも、本山とか上下関とか４区、５区

の樹形吉野、汗見川のほうとか、いろんな町中ガイドとか、棚田、集落ガイドとか、いろ

んなガイドをして、歩いていける人は歩いていったり、また車椅子とかの人なんかでも、

車椅子なんかで来てもちょっといろいろ散策するとすごい気持ちがよくなるから、健康に

もいいので。いろんな多様なガイドの仕方もあり、またそれによっていろんな地元の知ら

なかったことの発見があったり、本当にふだんは何気なかった草花でもいろいろ、ああ小

豆の原種だったんだねとかいろいろいっぱいあるので、やはり費用もかかりますけれども、

それ以上に効果のほうも大きいと思うので、町でもいろいろ町独自で町中案内ガイドとか

やっていくべきではないかと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）お答えします。 

 アウトドアの里づくり事業の中で、拠点となるアウトドアビレッジ本山から、例えば、

町なかの散策、町なかとか史跡をめぐる、棚田をめぐる、そして集落活動センター２か所

ありますが、そういったところに行く、そういった拠点を使っての魅力ある資源というも

のをガイドでできるんじゃないかと思います。講師料のところは、まだまだこれから研究

していかなければなりませんが、そういったガイドというか案内人といいますか、そうい

った方を通じて本山町の魅力を発信することはいいことだと思います。今後の取組として

検討させていただきます。 

 以上です。 
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○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）続きまして、②として、自然エネルギーの活用ということで、今本

町においてはバイオマス発電も今度動き出す、また、風力発電も今後計画されるというこ

とと思われます。また、早明浦ダムでは水力発電もあるんですが、今後、太陽光発電とか、

やっぱり本町全体に広げていくような取組とか、バイオマスがあり風力があり太陽光があ

り、また小水力発電とか、いろいろ自然エネルギーを活用したまちづくり、環境に優しい

まち本山ということで取組をできるんではないかと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）自然エネルギーの活用中の太陽光発電の全町取組について

ですが、昨年９月に脱炭素カーボンニュートラルの宣言を行っております。その中の取組

の一つ、再生可能エネルギーの導入利用促進を掲げております。この中で、公共施設をは

じめ個人向けの住宅、事業所などの建物への太陽光発電なんですが、以前は太陽光発電で

売電というものでしたが、今、蓄電池を導入することによって、その建物で再生可能エネ

ルギーを使うことによって、建物でゼロということを目指していくことが大事だと思って

います。今後、国の制度を活用しながら研究し、検討を行っていきます。 

 なお、個人向けの住宅につきましては、ZEH（ゼッチ）という補助金などもございます。

そういったことも啓発していきながら、全町・全戸の取組となればと考えております。引

き続き研究していきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）本当は、自然エネルギーは本町もいっぱいあるので、非常に取組は

大事。また、課長は非常に前向きに取り組むと言われておりますが、今度、新しい新庁舎

へそれを公共施設に採用していないというのは、非常に残念なところではありますが、ま

だ時間もありますんで、電力会社なんかとも協議しながら取り組んでいくべきじゃないか

と思われます。ゼロカーボンシティとか言いながら、非常時には発電機も大事ですけれど

も、ふだんにあった太陽光とか太陽光発電とかソーラーみたいな中で、庁舎、公用車のＥ

Ｖなんかは、充電とかするというような取組は大事ではないかと思われます。あと、本町

全体に自然エネルギーの活用、どのような啓発活動とか、個人住宅だったらいろいろな、

どのような制度があるとかいうのは、周知徹底するというのが大事と思われますが、お伺

いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）おっしゃるとおりです。 

 啓発活動は進めていく、町としても宣言しておりますので、進めていかなきゃならない

と思います。その上で、やはり私自身もそうなんですが、職員も含め全町民がそういう意

識づけというか、そういった勉強・研修などを重ねながら、国の言うロードマップに基づ

いて本町としても進めていくべきだと考えております。令和４年度、実は特にそういった
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ところを意識づけではないですが、勉強して、お互いに勉強していきながら進めていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）続きまして、③として地域資源を生かした交流人口拡大についてど

う捉えていくかということですが、やはり奥白髪温泉が活動が止まってから長い年月がた

っているんですが、これも太陽光とか小水力とか、中で電力を構えてモートルとかポンプ

とか設置して湯の活用を図るべきではないかと思われます。これも本当、温泉、ここは泉

質もいいということですごい人気のお湯であり、本町の温泉、お宝を眠らせておくのは非

常にもったいない。やはり多額の費用もかけて本町の今権利になっている。これを活用し

ないのであれば、民間の人に任せてあったらまだ続いていたかも分からない。権利を本町

のほうに移ってから活用ができていないということは、多額の税金も入れてあってこうい

うことをしていると、公金の使い方、税金の使い方に非常に問題がある。こんなに活用し

ないでいながら置いておくというのは非常にいけない。やっぱりお湯をくみ出してまず利

用できることが第一番であり、お湯が利用できれば、皆、家へ持って帰ってお風呂へちょ

っと足して入れたりとか、非常に活用の範囲が広がると思われます。石鎚山系の水なんか

も、水を持ってきてコーヒーを入れたり、ご飯を炊いたりとか、あと、遠くの温泉なんか

でも、皆、ポリ容器というか入れ物に入れて持って帰って風呂へ入れる人もおります。非

常に健康にもいいし、これを多額の税金を投じておきながら活用しないというのはもって

のほかですが、お考えをお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）奥白髪温泉の活用というところの今後の取組ということで、

お答えさせていただきます。これまでの経過を踏まえ、答弁と代えさせていただきます。 

 奥白髪温泉につきましては、平成１８年４月に個人経営による温泉営業が終了し、活用

については様々な角度から検討を図ってまいりましたが、施設の整備やアクセス道路など

の整備状況の新たなインフラ整備について考えなければならず、立地条件からも慎重にな

らざるを得ません。費用対効果も考えていきますと、温泉活用の実施に向けて検討、計画

に至っていないのが現状であります。しかしながら、この温泉は先ほど議員が言われまし

たように、本町唯一湧き出す硬水であり、地域の活性化や住民の皆様の健康増進などへの

活用が考えられます。貴重な資源だと認識しております。 

 令和３年度には上下関に集落活動センターなめかわが立ち上りました。ここを拠点に行

川流域の資源活用した様々な取組が始まっていると聞いております。今後、奥白髪温泉に

ついても、当地域の地域資源の一つとして地域住民とともに利活用に向けた意見交換が進

んでいければと考えております。 

 また、先ほど言いましたとおり、町が整備していくのだと多額の費用がやはりかかるた

め、民間活用というか、民間事業者による地域活性化策があればとも思っております。こ
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の１年においては、問い合わせがない状況ではあります。なお、直ちに実行する段階にな

っていないところではありますが、財政面など含め、引き続き活用方法については研究を

していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）立地条件とか道路とか言われましたけれども、道路は白髪山の登山

道というか営林署なんかの道もあったり、また、元白髪小中学校の近くでもあり、非常に

立地もえい、道路もある。またこれが、急に今、奥白髪温泉があの場所へできたんじゃな

い。元々、町が権利を取得する前からあった場所であり、急に場所の問題とか道路とか言

うのは後のこじつけみたいになるので、それと多額の費用をかけなくても、お湯だけ取り

出すようにしておいたら、あとは無料で開放するなり、１００リットルとか２０リットル

幾らぐらい、有料で維持費ぐらいで持って帰ってもらうとかすると、負担もかからない。

それとやっぱり町内、町外の人も、あそこへ行ったら温泉の湯を持って帰れる、また自然

のいいところにも行けるというふうに、非常にいい効果も出ると思うので、それは町長も

できないは言わないというような施政方針なので、やれる方向で床に手押しのポンプでも

置いておいたら、それこそ費用もかからないみたいなので、ちょっと検討してみる価値は

あるんではないかと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）今、担当課長のほうからも答弁させていただきましたけれども、地

元民さん等とも協議をしながら、活用について協議をしてきたいということでございます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）温泉は地元の皆さんはじめ町民全体の温泉でもありますんで、やっ

ぱり活用第一ということで、あと④として、アウトドアと健康への取組ということで、運

動、歩いたり、今温水プールがないので非常に大豊のがなくなったので残念ではあります

けれども、歩いたり自転車とか、ミニ登山とか川べりを歩いたり、ちょっと船にも乗った

りとか自転車とか、非常に健康にもいいので、いろんなところに各地域地域にいても、こ

れを歩いたら何千歩ではないですけれども、どれぐらい、５００メートルとか１キロコー

ス、２キロコースとか設定してカロリーがどれぐらいありますよとか、ちょっといろんな

気がつかないちょこっとした見どころを、季節によって、こんなツツジがあったりとか、

こんな鳥が飛んできますよとか、いろんながあをしてると楽しみもあったり、まち中だっ

たら、ここらは上井はどういう云われがあったりとか、あと夏だったら、谷とかだったら

そこへ行くと非常に涼しい、クーラーも要らないようなところもあったりするので、いろ

んな気づきがありながら健康増進にすごい役立つと思うんですが、ちょっとした取組とか

どのように考えているのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）お答えします。 
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 令和４年度につきましては、アウトドアビレッジ本山の体育館にあるトレーニングルー

ムにおいて、高齢者向けの以前やっていました健康トレーニング講座の開催を検討してお

ります。この中で高齢者をはじめとした方に、どう言いますか、健康福祉課でよく言われ

るフレイルというところなんですが、健康寿命を延ばすという取組も、ここで開催できた

ら、そういう取組にしていきたいと考えております。 

 また、温浴施設にも改修が今月末に終わっております。リニューアルをしているところ

ですが、全町民に向けての利用促進というところで指定管理者側と具体的などういったこ

とをやっていくかということを検討しております。ちょっとアウトドアと健康というとこ

ろは、すごく言葉上は密接に関係はしていないですけれども、意外とそういうところ接点

はあると、私も認識しております。当然私、前の部署が健康福祉課であり、そういった認

識でいるので、しております。貴重なご意見と思いまして、今後こういう取組に発展、ア

ウトドアを拠点にしながらできたらなと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）帰全の森体育館の２階のトレーニング室も、非常に川とか緑が見え

て快適なんですけれども、あと、もうちょっとトレーニング室のフロアーとか広かったら

快適なんですけれども、ランニングとかしていても、体育館の手すりというか、すごい近

いんで、何か工夫できて広くなったら、またいろいろ快適、また充実できるんではないか

と思いますが、今後の予定とかあればお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）すみません。全部のトレーニングルームの状況を把握して

おりません。利用する方のご意見を聞きながら、今度行いますトレーニングルームでの健

康トレーニング、高齢者向けのトレーニング、そういったところでレイアウト等をちょっ

と一度見直すというか、見て、今後の検討課題とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）続きまして、⑤として、さくらバスと地域観光巡りいうことで、さ

くらバスが毎日各地域向いて運行されておるんですが、非常に、乗っていくといろいろな

気づきがあったり、バスへ乗っていくとゆっくり景色も見えたりしますし、このさくらバ

スを利用して各地域地域に観光とか、案内スポットみたいを造っておくと、乗っていても、

来たところ、見たいところを散策して、また次のバスとか、後のバスでゆっくり帰ってく

る。 

 今度また、定期とかもできたので、非常に活用の幅も広がり、またバスの利用増にもつ

ながると思います。いろいろな地域の杉があったり、お宮があったりとか、いろいろな滝

があったりとか活用できると思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 
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○政策企画課長（中西一洋君）さくらバスを利用し、町内観光の周遊活動ということでお

聞きされておると思いますが、さくらバスの運行は町内の公共交通空白地というものがあ

りまして、それを解消する目的で、令和元年１０月より運行開始しております。 

 ご質問いただきましたさくらバスの観光活用についてですが、さくらバスは白ナンバー

乗用車による自家用有償旅客運送として、バス事業のサービス提供が困難な地域における

移動手段として運行しております。現在、車両が１台、運転手１名で１日当たり５便を運

行しており、地域住民の方の貴重な移動手段としてなるべく運行しておりますので、現時

点で観光に特化した対応というのは難しいというところです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）観光に特化ではなしに、１便当たり２名の乗車とか、補助の規定等

もあると思われますんで、今コロナ禍で緩和されているかも分からんですけれども、観光

に特化やなしに、地域住民の人、町内の人がいろいろなところへ行ってみたい。地域の人

が、いつもいつも満席やったらなかなか利用はできん、増便も考えていかんと思いますけ

ど、なかなか今の公共交通が、利用者を、観光とかなしに、いかにして増やしていくかい

うことは非常に大事やないかと思われますが、今現在は乗れないぐらいの状態はどれぐら

い起きておるのか、お伺いします。いっぱいで乗れんなっているとか、あるんか、お伺い

します。 

○議長（岩本誠生君）政策企画課長、中西一洋君。 

○政策企画課長（中西一洋君）さくらバスの運行状況についてですが、１回当たり２．０

というのが一つの基準となる、補助金等の基準となるものです。現状としましては、月曜

から金曜のうち、月曜はデマンドですが、火曜から金曜の間の１地区において２．０をク

リアする状況です。このため、この３月議会のほうに議案として提出させていただきまし

たが、定期券等含めて市街地の町なかに延伸をかけながら利用率の向上を目指しておりま

す。 

 ちょっと語弊があったらいけませんが、観光に特化したことはできないので、別に現在

ある運行行程というか、運行の経路にお客さんというか、観光客が乗るということは全然

構わないものなので、ただその目的のところへ行くということが現状難しいというところ

です。 

 なお、その利用方法が、さくらバスの利用方法というか、利用者が増えまして、台数な

ど、新たな運行体系が必要となれば、本山町の地域公共会議におきまして運行方法がまた

議論されるタイミングになると思います。それから後に考えていくことになります。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）続きまして、大項目３のコロナ対応についてということで、コロナ

が後々変異していたりして、また日本とかは結構ワクチンとか進んでいるんですけれども、
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ワクチンとか行っていないところもあったり、世界でもコロナ格差があって、そういうと

ころではなかなか後々増えてきておったりし、世界的に取り組まんと、なかなかコロナが

減ってこないという問題もあると思われます。 

 本町としても、コロナ対応とコロナ禍後の出口戦略はどのように考えておるのか。ワク

チン接種のコロナ禍後の取組状況は、前段の議員のところで聞いたんですが、各事業とか

における支援策とか出口戦略はどのように捉えておるんか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）２番、大石教政議員の質問に対しまして、町長の補足答弁を

いたします。 

 私どもは前段のコロナワクチン接種の状況について、ちょっと昨日の一般質問でお答え

させてもらいましたが、またその部分を説明をさせていただきます。 

 ３月８日現在の本町の接種率が５８．７％となっておりまして、同日、３月８日から６

４歳以下の３回目接種のほうも開始をしております。現在のペースでいきますとおおむね

４月中の完了を目指しておるところですが、なお、４月中に６か月を経過されない対象者

もございまして、その方々については、５月以降も拾い接種いう形で何とか接種機会を設

けまして、以後の対応を考えております。 

 現在の課題としましては、６４歳以下、若い世代の方に対しましてご案内を進めており

ますけれども、接種後の副反応が一、二回目の接種時に若い方のほうが接種後の体調不良

等が多かったということもありまして、若い方のほうが接種を今回希望しないというケー

スも出てきております。そのあたり、今後の接種勧奨等の対応をまた課のほうで考えてお

るところであります。 

 また、３月下旬からは小児ワクチンがまた開始されるということで、これも予定をして

おりますが、昨日も報告しましたとおり、現在約４０％の方の接種希望にとどまっている

ということで、残り６割の方が希望しない、様子見という状況の下で、これの接種を町と

してぜひとも受けていただきたいということで考えておりますので、これは嶺北４町村同

様の傾向でございますので、また接種勧奨、ぜひとも安全性等を理解した上で接種を進め

ていただくように、また対応してまいりたいと思っております。 

 なお、小児接種については、基本的には年齢の高い児童さんから順番に案内をしていく

計画でございますが、兄弟がいるケースについては、上の年齢の方と同じ日に打つという

ことも、実施時には配慮していきたいというふうに考えております。 

 以上、前段の説明とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）２番議員のご質問の中にありました項目の中で、各種事業の説明

ということがありましたので、これはコロナ交付金の事業ということでよろしいでしょう

か。 

○２番（大石教政君）はい。 
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○総務課長（田岡学君）この件につきましては、３月３日の予算審査特別委員会の際に配

付をいたしました令和４年度のコロナウイルス臨時交付金の実施計画書、これをお手元に

ご用意していただけたらと思いますけれども、予算委員会の際にも説明しましたとおり、

この表にページ数を打っておりまして、令和４年度の当初予算の内容と比較ができるよう

にはさせていただいております。 

 その予算審査委員会の中でご質問もあり、詳しく説明させていただきましたので、その

項目以外の点で言いますと、この計画書の３ページの一番下の段に、これは嶺北中央病院

のほうに支出をしますけれども、感染拡大が広がっている中で、ベッド、車椅子、これの

陰圧状態にするという機能を備えたものを用意いたしまして、外部への飛沫等を防ぐとい

うことから備品を購入するということにさせていただいておりますし、１枚めくっていた

だきますと、これも病院のほうに支出をして、コロナ感染の予防に使っていただくという

ことで、検査試薬を購入することによって、感染拡大の防止を図るということで、いずれ

もコロナの交付金を有効に活用して、感染拡大の防止に努めていきたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 なお、ご質問にありました出口戦略ということでありますけれども、これは報道がなさ

れておるように、日々状況も変わってきております。これがいつ終息するかについては、

私どもでもなかなか判断ができにくいというところでありますけれども、これまでコロナ

の感染拡大の防止、町民の方にも多くご協力をいただきまして、本山町では何名かの方が

発生はいたしましたけれども、感染の大きい拡大にはつながっていない。それは皆さんの

協力と、この交付金を活用した対応が功を奏しておるというふうに思うところであります。 

 引き続き、感染拡大の防止に努めながら、町の業務も進めていきたいと考えておるとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）あと、そのワクチン接種においても、アレルギー症状のある方なん

かが、非常にワクチンをよう打たんのやみたいな人もおるんですけれども、アレルギーな

んかの人には今コロナの薬とかできると思われますが、薬なんかの対応でも効果というか、

いけるのか。 

 それと、コロナ感染が落ち着いてくると、人のまた往来とか行き来も増えてくると思う

んで、経済回しながらコロナの対応という非常に難しい側面もあると思われますが、お伺

いします。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）ご質問にお答えをさせていただきます。 

 ワクチン接種時に、先ほど議員のおっしゃるとおり、アレルギー症状等があるというこ

とで、接種が体質的にできないという方が、一定数町内にもおります。その方については

ワクチン接種という形ではできてはいないんですが、先ほど言いました飲み薬というもの
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は、一方でコロナの感染、陽性になった際に、そういう飲み薬が処方されるということも

進んでおりますので、それは病院で診察されて陽性になった際に、そのような薬が処方さ

れて、その効果に期待するということになってこようかと思いますので、そういう対応で

現在進めていくことになっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）続きまして、②として、コロナがちょっと長期になっておるんです

けれども、教育への影響ということで、長期化したコロナの影響が及ぼす教育現場、運動

とかクラブが制限がかかったり、また、コロナによる教育格差、解消はどのようにやって

いくのか。現段階での対応状況と、また支援が必要な子ども等への対応はということでお

伺いします。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）お答えします。 

 現在も、保育所、学校では、感染対策の徹底をして教育活動を行っているところであり

ます。 

 教育の影響としましては、保育、学校活動において、人数規模の制限、学習場面では近

距離対面での活動、教科では音楽や技術課程における実技での制限といったものがござい

ます。 

 また、中学校では総合学習の中に位置づけをしていました北海道への修学旅行が中止と

なり、カリキュラムの見直しが必要な事情となりました。小学校では参観日が開催をでき

ないということで、地域との連携が少し減ってきているといったことで、挨拶活動とか影

響があるんではないかというようなところでございます。 

 また、子どもは遊びの部分で我慢をするということで、影響を受けているんではないか

ということがございます。 

 また、保育、小学校、中学校、高校による連携した授業も中止、あるいは規模の縮小と

いうことになっております。 

 運動面では、学校の体育授業以外で運動やスポーツをする時間は、個々には差がありま

すが、小学校での所属スポーツクラブ、中学校での運動部活動の活動以外で、体を動かす

機会が減少傾向にあるんではないというふうに考えております。 

 教育活動では、コロナ禍の中ではございますが、規模に配慮しながら学習活動を続けて

いると。また、人数も配慮をしながら、行事については実施をしているという状況でござ

います。 

 運動面としましては、新たな取組として県から講師を招聘して、縄跳び運動、こういっ

たことも進めておりまして、休み時間に外遊びの習慣をつけるといったそれぞれ工夫をし

ながら、目標を持ってそれぞれの学校現場で、保育等で取り組んでいるところでございま

す。 
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 答弁とします。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）近隣の学校が今、県内でも保育、学校なんかでもクラスターも発生

もしたりしているんですけれども、そういうところの状況というか、対応なんかも参考に

しながら、本町としても備えておくことは非常に大事だと思われますが、本町の備えなん

かはどういうふうにしておるんか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）コロナの発生の状況に応じまして対応マニュアルというものがご

ざいますので、そういったマニュアルに従って、保健所等の指導をいただきながら進めて

いくといったことで考えております。クラスターになった場合、それについては、また県

の保健所等との連携をしながら進めていくということになりますし、そういった場合につ

きましては、連絡体制につきましては、学校あるいは教育委員会のほうから家庭のほうへ

すぐるという情報網も確立しておりますので、そういったところで情報の早期の徹底とい

いますか、そういった対応をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）続きまして、大項目４の平和への取組ということで、今ウクライナ

とか国連とかも機能しないような状況、自国を守る、平和を守るということで軍事力を増

強していき、核とかを持ったために、かえって何もできない状態、それと、大国の指導者

とかが暴走とかした場合、もう誰も止められない。力、国家権力が魔力に取りつかれると

本当にどうしようもない。なかなかいろいろなクジラ食べたらいかんとか、いろいろすご

い人権活動に大変いろいろ配慮しながら、片一方では戦争を止められないという状況が起

きております。 

 本当に武力に頼り過ぎたらいけないということで、平和、安全への取組ということで、

今本町の上空なんかも米軍機による低空飛行、ジェット機が飛んだり、輸送機が飛んだり、

昼も夜もこの上空、保育園の上とか市街地の上を平気で飛んでいく。また、緊急用のヘリ

コプターなんか、本当にニアミスにも近いことも起きたりすると思われますが、なかなか

これは法律では、日本の上空をもう米軍機は無制限にどこを通ってもええとなっておりま

すが、町長としてはどのように捉えておるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）米軍機による低空飛行に対する町長の考えを問うということでご質

問を受けております。 

 これは過去には、大川村地内においても墜落事故も発生しております。また、議員ご指

摘のとおり、夜間飛行などもございまして、小さな子どもさんたちも不安にさせておりま

す。今、こういう時期だからこそ、県や隣接の町村とともに、今まで同様に機会に応じて

中止を要請をしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 
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○２番（大石教政君）中止の要請やと飛んでいくということで、また、米軍機なんかは自

分のところの国ではいろいろ制限があって訓練ができないのを日本で訓練をするというよ

うな、もってのほかということです。 

 続きまして、大項目５の地域課題について、本町にも課題がいっぱいあると思いますけ

れども、いかにこの課題をプラスに向けて取り組んでいくかということで、まず第一とし

て、空き家とか空洞化、市街地対策、市街地も含め、各集落なんかでも非常に空き家とか

も増えてきておるんですが、その中で入居希望者も非常に多いんですけれども、なかなか

住宅とマッチせんくもあったり、中には猫と犬とか動物も飼いもって入りたいいう人もお

ったりもするんですけれども、移住希望者の適正な空き家の紹介、また町の住宅の快適な

生活というか、ガルテン、よく断水もできておるんで、やはり何か抜本的な対策も必要で

はないかと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）２番、大石議員のご質問にお答えいたします。 

 幾つかの項目にわたりますので、私のほうからは、入居希望者への対応というところで

のお答えにさせていただきたいと思います。 

 入居希望者の方、複数名の方がおいでますけれども、町営住宅でありましたら、空きが

できましたら必要な公募をして入居の審査をして、入居の手続を始めるということになり

ます。また、近年、老朽住宅を解消してお住まいいただくというところでは、まちづくり

推進課のほうに移住相談の窓口を設けております。そこで空き家の改修が済んだところを

紹介していくという手だてをしておるところであります。 

 ご質問の中に、ペットを一緒にというふうなお話もありましたけれども、なかなか条件

によってご利用者の希望がかなわないということもあります。それは相談の内容によって

できることは対応していくということで進めておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）関連して、大石教政議員のご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、空き家の相談対応、紹介についてでございます。 

 今、総務課長も申し上げましたように、まちづくり推進課のほうでそういった担当窓口

を設けておりまして、相談対応を随時行い、そのときの案件や情報を相談者にお伝えいた

しております。 

 状況としましては、相談者も希望があり、どうしても希望に合う物件がないこともあり

ます。そのときは、後日情報提供が必要かどうかを確認して、必要なら新情報が出れば連

絡する旨を伝えるなど、そういった対応をさせていただきます。また、空き家バンク以外

でも町内の不動産情報、例えば、個人所有の建物であるとか民間のアパート等を伝えるこ
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ともありますし、できる限り町内に居住、移住・定住できるように対応させていただいて

おります。 

 それと、ガルテンの断水対策ということでございますけれども、県の生活用水確保支援

事業のほうで整備方法調査というものがございまして、大石地主地区については要望を県

のほうへ上げさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり嶺北地域にあっても、本町の場合、病院とか、高校、学校と

か、いろんな施設とかも整っており、非常に本町へ住みたい人が多い。希望者があるんで、

そういう方をいかに住んでもらえるように、受入れをしていけば人口も増えていくんで、

やっぱりそこの取組は非常に大切だと思います。 

 続きまして、②として雇用、あと、障害者等の雇用対策ということで、今、医療介護現

場等では、人材不足等による影響で十分なサービス提供がされているのかと、住民の方が

不安視をされている方もありますが、本町の状況は、また、医療介護現場は不安との声の

あるようなことに対する対応等、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）２番、大石教政議員の質問に対しまして答弁をさせていただ

きます。 

 介護現場の人材不足に対する本町の現状ということでありますが、議員おっしゃるとお

り、介護現場におきます人材不足の現状については、本町でも大変厳しい状況であります。 

 また、今後、少子高齢化がますます進み、団塊の世代が後期高齢者となります２０２５

年問題も迫る中で、人材の確保が大変大きな課題となっております。 

 また、この２年に及びますコロナ禍の中で、医療や介護に携わる人材については、コロ

ナ対応等で過酷な業務が強いられておりまして、これは全国的に退職や転職を希望する職

員が後を絶たないような状況も生まれております。 

 このような厳しい状況の中でありますが、本町に設置されております総合福祉ゾーン天

空の里を運営します香南会のほうでは、数年前に介護人材を養成する学校、香南学園を設

立しまして、海外留学生を受入れ、育成する人材づくりに積極的に取り組んでおります。

既に、本町の施設でも留学生が活躍をされております。 

 また、嶺北４町村では、持ち回りでホームヘルパー養成講座を２年に１回開催しており

まして、ホームヘルパー資格取得に向けた支援の取組を行っております。 

 また、県社協や県保健所の協力の下、これも嶺北管内のほうでありますが、医療介護事

業所をめぐるバスツアーでありますとか、最近ちょっとコロナ禍の中でオンライン説明会

ということを定期的に実施しておりまして、町外から福祉医療人材の獲得に向けた取組を

順次進めておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり人材がおらんことには現場が回らないということで、人材確

保、ホームヘルパー制度、また学園とか、非常にいいことだと思います。 

 続きまして、③として、嶺北地域振興株式会社への貸付金の解決。やはりこれも、貸付

金、これの解決、早期に解決を図るべきと思われます。図らんといかんのですが、町長と

してはいつ頃解決、時期とか、目指しているんか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 嶺北地域振興株式会社についてでございますけれども、先の議員にも答弁させていただ

きましたが、一般的な株主の責任であれば、出資した出資金の範囲内での有限責任という

ことになるのではないかと思いますが、本町の今回のケースの場合は貸付金などの問題も

ありますので、一般的な株主の責任とは違うというふうに、私は考えております。 

 引継ぎでは、弁護士等の相談の上で、取るべき手だてがなかった、法人の清算を含むな

どの事務を町で行うことはできないと判断しているというふうに受けております。 

 私自身も、同会社の休止した時点での財務状況等、把握ができておりません。今後、調

査等を行ってまいりたいと考えておりますが、めどについては立ってはおりません。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり早期解決に向けた取組が非常に、やっぱり。宿題をずっと残

さんほうがいいと思われます。 

 次、④として、集落活動センター、今、行川のほうも動き出して２か所ということです

が、今後もまた増やせていけたらいいと思いますが、あと、今できている活動センターの

安定的な活動のため、いろんな事業とかをやられてもおると思われますが、やっぱり地域

の核になって、活力ある、地域にも本町にとってもいいと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）お答えをいたします。 

 集落活動センターのそれぞれの取組につきましては、幾度か議会等でも、大石教政議員

からもご質問いただいていましたので、それぞれの活動状況はその都度お答えをしており

ます。 

 特徴的なことを言いますと、それぞれ共通するところでございますが、昨年以降、コロ

ナの影響でいろんなところに影響が出ておりますけれども、清流館、行川キャンプ場では、

コロナウイルス対処ガイドライン等に対応して感染予防を徹底しながら運営に努めており

ます。 

 特に昨年開設した集落活動センターなめかわにおきましては、この３月１９日には、週

末カフェのオープンに向けて準備もしておりますし、町としても、双方の集落活動センタ

ーにおいては、連絡会等も通じて、また、集落支援員制度等、人的支援あるいはそういっ

た事業支援等も行っておりまして、今後も連携を取りながら活動の支援を実施していきた
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いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）ほかに答弁がありますか。 

（「以上です」の声あり）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり活動センター、長く、やっぱり育て上げていくということが

非常に大切と思われます。 

 次、⑤として、嶺北中央病院の経営安定化ということで、コロナのときはコロナ対応と

かで、病院の現場とか対応のほうが大変だったと思われますが、運営のほうはコロナ臨時

金というか、もろうておったんではないかと思われますが、今後、人口減少の進む中、や

はり経営の安定化に向けた取組、公共の病院ではありますが、やはり経営安定の努力も大

切と思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）病院事務長、佐古田敦子さん。 

○病院事務長（佐古田敦子君）２番、大石議員の嶺北中央病院の経営安定化についてのご

質問に対しまして、町長の補足答弁をいたします。 

 経営につきましては、町長の施政方針でもお示ししましたとおり、嶺北地域の人口が減

少が見込まれる中で、それに加え、コロナの感染の影響による需要の減少は、病院の経営

に大きく影響しております。嶺北中央病院は、嶺北地域の町立病院としての役割を果たし

ながら、また、嶺北地域の他病院とのすみ分け、そしてそれにより、医療介護連携の推進

と地域包括ケアの構築を重点的に取り組む必要もあると考えております。 

 また、今後におきましては、経営の安定化には必須となります医師、看護師等の医療ス

タッフの確保も課題の一つと考えております。 

 令和３年度の決算は、新型コロナウイルス感染症対応等の補助金の収益により増となり、

黒字を見込んでおりますが、本来の診療報酬による医業収益は、年々減少の推移をたどっ

ております。そういうことから、今後におきましては厳しい状況が予測されております。 

 現在、嶺北地域医療構想等を踏まえた嶺北中央病院が公立病院としての今後の方向性を、

改革ガイドラインに基づく嶺北中央病院マネジメントシート等を策定し、目標値を決めて、

達成に向けての具体策を定め、取り組んでいるところであります。 

 また、決算確定後の８月には、経営健全化評価委員会という委員会を開催しまして、町

の執行部、議会の代表の方、町民の代表の方、コンサル等を踏まえて会議を開催し、その

中で実績に基づく検証、検討を行っているところです。 

 病院としましては、来年度以降も引き続きマネジメントシート等を作成し、また経営健

全化計画を策定し、経営改善に向けて努力をし、経営の安定化に努め、医療の継続的提供

を行っていきたいと思います。 

 以上、町長の補足答弁といたします。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）医師、看護師、職員、やっぱりみんな一体になって病院を経営して
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いくという姿勢は、本当、非常に大事であり、また、今コロナ禍で非常に厳しい勤務も続

いておると思われますが、その中で職員の給料の一部未払い問題が、非常に、やっぱり、

職員のモチベーションも下がったりとか、離職検討等、危惧されますんで、やっぱりこれ、

職員の賃金が払われてなかったんで、これは払ったら済むことだけなんで、そんなに難し

く考えることは何もないと思われる。払っていないのを払うだけのことで済むんで、これ

を難しく捉える根拠が非常に分かりにくいと思われますけれども、やはりこれ、早期解決

に向けて取り組まんと、法律に縛られて動けんなっちょると、何のための法律みたいなも

んか分からんになる。やっぱりみんなのためになる法律ではないか思うんで、早期解決に

向けた取組というか、決意をお伺いします。 

○議長（岩本誠生君）間もなく１２時になりますが、大石教政さんの持ち時間があと１１

分、１２時１１分までです。それまでには終わると思いますので、１２時を越えても続け

ます。 

 それでは、答弁を求めます。 

 町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）議員ご指摘のとおり、職員の方のモチベーションの低下や離職とい

うことについて、そういうことにつながることについては、本当に厳しく受け止めなくて

はならないだろうというふうに思います。 

 ただ、さきの議員の皆さんにも答弁をさせていただきましたけれども、国家賠償法を適

用して残り未払い分を支払うことができないかというご指摘なんかもいただきまして、私

もいろいろと検討をしてみましたし、先ほども、さきの議員にも話をしましたけれども、

法律上の問題もございますので、私のほうでその点、弁護士にも解決方法はないのかとい

うことで、再度その点を踏まえまして相談をしております。繰り返しになって恐縮なんで

すが、そもそも給料の未払いについては、その時点で過失不法行為に当たると、未払いに

なっていること自体が過失不法行為になるということでございまして、労働基準法の給与

の請求権と国家賠償法の損害賠償の請求権は同じであると、労働基準法の給与の請求権は、

損害賠償の請求に当たるというふうに解釈されております。民法は一般法でございますの

で、労働基準法は特別法という位置づけになっておりまして、特別法がある場合にはそれ

が優先されるということになります。 

 ２年を越える支出は明らかに違法であるというふうに指摘を受けておりまして、もし、

それを支出した場合には、支出担当者の責任まで問われることになるというふうに指摘を

受けております。そういうことで、さきにも申し上げましたが、今までの判断を変更する

ということまでに至っておりません。何とか解決する糸口はないかということを、私自身

考えますので、今後引き続き、これについては検討してまいりたいというふうには思って

おります。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やっぱりこういうふうに未払いが前例みたいになって、２年以上気
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がつかんかったのも払えみたいなことが、やっぱり１回起きたことはまた起きんとも限ら

んし、ほしたら、給料の計算とか、今、どんなようになって、あなたの給料はこうですよ

みたいな、そんな細かいことを作りよったら、また事務の手数、すごいこと事務量になっ

ていくと思うんで、やはり何か、そんなようになったときは、本町の条例で救済とかでき

ますみたいな感じにしておかんと、なかなかやっぱり自分らの給料の中身とかも分かりに

くくて、丁寧なというか、法律で決まっちゅうけん、払えんでごめんみたいなことになっ

たら非常にいかんので、そこはやっぱり、十分な充当か、それとまだまだ対応を考えてい

くと思われます。 

 次、⑥として、後継者支援のことを。 

 やっぱり本町なんかも、少子化とか経済活動の変化とかあったりして、商工業、農業、

林業、畜産と各産業でも、なかなか後継者が、やっぱりこう後継者不足なり、また地域経

済が、道路とかの発達なんかによって大きい商圏にのまれていたりとか、また、農業なん

かでも、世界と競争してやっていかないかん、アメリカなんか、あんまりお米を食べない

国の米も日本へ入ってきて、日本の米価も下がってきたりとかいろいろありますが、本町

としては、やっぱりこの後継者支援対策、これ、県、国を挙げての問題とも思われますが、

本町として独自にはどのように考えておるんか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）大石教政議員にお答えをいたします。 

 それぞれ後継者の支援策といたしまして、昨日、林業分野につきましてはお答えもさせ

ていただきましたけれども、林業を希望する移住者の促進に関しましては、町内林業事業

体が雇用する新規林業技術後継者への雇用助成金であるとか、林業技術者や担い手確保の

ための各種林業技術研修の実施や研修への補助等が上げられます。 

 平成２５年度から地域起こし協力隊の受入れ等によって、令和３年度２名、令和４年度

２名の採用内定があり、今後も引き続いて年間に約３名ずつの協力隊員を受け入れる予定

でございます。 

 また、農業に関しましては、今代表的なものとしまして、農業次世代人材投資事業とい

うような事業がございまして、現在、令和３年度におきまして夫婦型１組、新規就農１名

が交付対象となる予定でございます。そして、関連する事業といたしましては、新たな起

業支援といたしまして、本山町起業創業等支援事業という事業を町でも創設しておりまし

て、町内で起業、設立予定の中小企業経営者やら、新規分野に参入しようとする事業者を

支援するために、補助対象者１名当たり１００万円を上限とする事業を、現在創設してい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）やはり後継者支援というのは本当、非常に大事で、やっぱりこう、

棚田を頑張ったり、３人、または商店、本町の活性化に非常につながるんで、いろんな支
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援策もやっぱり周知徹底して、なかなかこの事業を起こすような、本当、非常に大変な努

力というか、お金も要る、すごい、なかなか起業するということは本当に非常に大変な思

いをやってやるんで、やっぱりそこは順調に育っていくまで、やっぱり支援して、起業し

た人が育っていたのなら町へも、雇用もあったり税収もあったり、恩恵が返ってくるんで、

そこは非常に大事と思います。広報、周知徹底大事と思いますが、町長の後継者支援、お

伺いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）ご指摘ありがとうございます。 

 それぞれの支援策を取っていきまして、後継者の支援につなげていきたいと。その制度

の徹底につきましても、広報等でお知らせをし徹底していくということに努めていきたい

と思います。 

○議長（岩本誠生君）２番、大石教政君。 

○２番（大石教政君）今、卒業があったり、退職されたり、転勤があったり、また新年度

に向かわれていくと思います。これから桜等、花も咲き、本町も明るい、また春に向かっ

て気温も上がって、いい時期になっておると思います。 

 ２番、大石教政、これで一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

○議長（岩本誠生君）これをもって、２番、大石教政君の一般質問を終わります。 

 昼食のため、１時１０分まで休憩します。 

 

休憩  １２：０７ 

再開  １３：１０ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ８番、上田亜矢子さんの一般質問を許します。 

 ８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）まず初めに、２０１１年３月１１日に発生しました東日本大震災

におきまして被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。あわせて、まだまだ哀し

みの中にいらっしゃる方々が少しでも癒されますよう、お祈りいたします。 

 それでは、上田亜矢子、議長のお許しを得まして一般質問させていただきます。 

 今回は３問させていただきます。 

 １問目と２問目は、町長が開会日に言われました施政方針について、３番目がＨＰＶワ

クチンについて質問いたします。 

 まず初めに、森林環境譲与税について質問いたします。 

 森林環境譲与税は、本町にとって大変重要な交付税だと思っております。今年度は３，
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１９４万円交付されました。来年度は、それより約、１，０００万円ほど増額される予定

でございます。町長は施政方針で引き続き有効活用に努めるということを言われておりま

したが、具体的にどういった取組をするのかお聞きいたします。 

 前町長は森林環境譲与税の使用の要点を四つ上げておりました。一つ目が景観保全を目

的として小木の伐採への補助、２番目が自伐型林業者への支援策として、残材をバイオマ

ス発電用に搬出する場合の補助、３番目、既存の補助事業の対象とならない林道などの拡

幅や修繕などへの補助、４番目といたしまして、担い手の育成研修でした。 

 このことを引き継いでいかれるのか、ほかにも澤田町長独自の何か考えがありましたら

教えてください。お願いします。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）８番、上田議員の森林環境譲与税について答弁をさせていただきま

す。 

 森林は、林産物の生産など経済的な機能と国土の保全や水源の涵養など、公益的機能を

併せ持っていますが、長引く木材価格の低迷や林業労働者の高齢化、担い手不足などの課

題がありました。このため、森林の多面的機能の発揮を図るため、森林環境税及び森林環

境譲与税に関する法律が制定され、森林環境税は令和６年度から課税になっておりますけ

れども、及び森林環境譲与税、議員お話がありましたとおり、令和元年度から譲与が創設

されております。 

 本町では、この森林環境譲与税を活用しまして、作業道などの基盤の整備、それから森

林景観保全事業、人材育成事業、ＧＰＳやドローンなどを使った森林資源の解析なんかも

考えられております。それから、保育所の園児や小学生などを対象にした森林学習などに

取り組んでおります。 

 現在、国・県の関係者や町内の林業関係者、嶺北高校生にも加わっていただきまして、

本山町森林・林業ビジョンを策定しております。このビジョンで示されました基盤整備や

林業構造の強化、木材利用や加工の拡大、人材の確保と育成、森林教育と啓発などの基本

施策に基づき、森林環境譲与税を活用しまして事業に取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

 以上であります。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）ありがとうございます。 

 私も町長と同じ考えで、特に森林教育、学生向けを進めていただきたいと思っておりま

す。そして、一般向けにも何かイベント的に教えていただきたい。三、四年前でしたか、

県のそういうのがありまして、高知県内に７人ぐらいいる樹木医の中で、本山町に３人か

いらっしゃったと思うんですよ、そのときに。その方々のお話を上街公園の桜を題材にし

てお聞きをしましたときに、すごく興味深いお話でしたので、そういう一般向けにも勉強

できるような機会をつくっていただきたいなと思っております。 
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 あとは、林業家に対して、本山町は結構手厚いというのを聞きましたが、林業を起業し

たいという方への支援など、私、一応議員の中で一番若いので、やっぱり若者の支援をす

ごく押していかなければならない使命を持っておりますので、起業される方に手厚くして

いただきたい。機材を買うときの補助やレンタルなど、今もされていると思うんですが、

それをぜひとも存続していただきたい。そして、町内で、町内、または嶺北産材の木を使

って家を建てたり、今結構若い方が家を建てられていると思うんですが、そのときにそれ

に補助するとか、それに使えなければ、そのＰＲとかだったらいいと思うんです。木材利

用の促進というのが入っているので、そのＰＲとかにも使って、どんどん木を使うように

促進していただきたいなと思います。 

 次、それで協議会を立ち上げられたと思うんですが、その協議会のお話を、どういった

意見が出て、その意見をどう取り入れて、どういう施策をしているのか、協議会が今現在

機能しているのかをお聞きします。 

○議長（岩本誠生君）執行部答弁。 

 まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）上田議員のご質問に対しまして、町長の補足答弁を

申し上げます。 

 林業活性化推進協議会の件でございますが、これはたしか令和２年度に協議会を立ち上

げて、その当時、森林環境税の創設後間もない時期でもございましたので、今後の森林環

境税の具体的な使途であるとかを、活用方針を主に検討するような会議だったと思います。 

 その後、令和３年度に、今後、令和３年度末に策定をする目的で、本山町森林・林業ビ

ジョンを策定委員会を設定をしまして、今後のビジョンづくりに向けた協議を、町内の有

識者と高校生もお二人ほど入っていろんな意見を聞きながら、令和３年８月から７回ほど

の会議を月１回ペースで開催して、ビジョンづくりに計画作成に務めてきたところでござ

います。 

 令和４年度以降は、この森林ビジョン地区として林業施策を実行していくことといたし

まして、令和４年度では新たな事項としましては、町が森林管理権を取得した森林の資源

解析業務であるとか森林売買あっせん制度の創設なんかを、令和４年度に検討をいたして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）せっかく協議会で話があるので、そういう詰めるような、詰めて

いくような話をぜひとも深いところをしていただいて、今基金に結構ためていると思うん

ですが、生きたお金の使い方をしていただきたいと思います。また、専門機関の林野庁の

出先機関もせっかく本山町にあるので、気軽に意見を求めてはどうかと思います。 

 では、次に移ります。 

○議長（岩本誠生君）次へ進んでください。 
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○８番（上田亜矢子君）２番目に、コンビニ収納についてお聞きいたします。 

 以前に同僚議員が質問しましたときに、システム開発にすごいお金がかかるということ

で難色を示されていましたが、今回システムが改良されたのでできるようになったとお聞

きしましたが、その詳しいことをお聞きします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）８番、上田議員のご質問に対しまして、答弁を申し上げたいと思

います。 

 ご質問の内容にありましたことでありますけれども、当時、利用いたしておりました住

民情報システムはコンビニ収納に係る機能が備わっておりませんで、収納機能を備えるに

はシステムの改修の必要があり、議員からありましたとおり、多額の費用が見込まれてお

りました。 

 昨年８月に住民情報システムの切替えに合わせて、コンビニ収納が備わっているシステ

ムに移行をいたしました。このことによりまして、コンビニ収納のためだけに経費が発生

することはなく、コンビニ収納に係る代理収納事業者との契約の費用、基本料金、収納件

数に対する手数料のみで運用することが可能となったところであります。 

 代理収納業者との契約費用でありますけれども、初期導入費用に１０万円、基本料金は

月１万円、収納手数料につきましては１件当たり６１円でありまして、税別でありますけ

れども、この費用で運用することができるようになりました。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）詳しくありがとうございました。 

 その安い費用でできるんだったら、例えば、県外におられる息子さんとかが、親御さん

が亡くなったときに代わりに納めるときとかには大変便利になったと思います。 

 コンビニはいろいろあると思うんですが、ファミマ、ローソンというのは、予算委員会

のときにお聞きしましたが、ほかにも、ほかのコンビニでもできるんでしょうか。いろい

ろな会社が参入しているとより便利になると思いますが、教えてください。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）取扱いができるコンビニエンスストアにつきましては、先ほどあ

りました大手のコンビニエンスストアもありますし、あと、１５店舗ぐらいの店で取り扱

われます。全て読み上げるわけにはいきませんけれども、デイリーヤマザキ、ファミリー

マート、ポプラ、その他のコンビニエンスストアで利用ができるということになっており

ます。この内容につきましては、今年の３月に発行いたしました「広報もとやま」のほう

に掲載をしておりまして、取り扱えるストア、そして対象となる業務についても掲載して

りますので、また、ご参考いただけたらと思います。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）ありがとうございます。 
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 そうしたら、すみません。町に納めるべきお金は全てできるのでしょうか。また、住民

票とかはどうなんでしょうか。それに伴いましてマイナンバーカードの普及に努められて

おりますが、その理由にもつながるのかお聞きいたします。 

○議長（岩本誠生君）総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）今回の取扱いできるものは、公共料金の一部の支払いができると

いうことでの取扱いになっております。 

 今回収納が可能になります公共料金につきましては、税に関するものといたしまして、

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税。保険に関するものといたしまして

は、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料負担金に関するものといたしましては、

町営住宅の使用料、教員住宅の使用料、放課後児童クラブの利用料、水道の使用料となっ

ております。 

 これにつきましても、先ほど申し上げました広報紙に掲載をしておりますし、今後、必

要に応じて取扱いできる内容については住民の方にお知らせをしていきたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）今後に期待しております。また、よろしくお願いします。 

 次に移ります。 

○議長（岩本誠生君）どうぞ移ってください。 

○８番（上田亜矢子君）次がＨＰＶワクチンについてお聞きいたします。 

 まず初めに、ＨＰＶ、ヒトパピローマウイルスというんですが、これについて、ここか

らちょっと詳しくなってしまうので、簡単にまず説明させていただきます。 

 ヒトパピローマウイルスはありふれたウイルスで、性交渉の経験者はほとんどの方が感

染していると言われております。感染してもほとんどの方は症状も出ませんし、自己免疫

により体外に排出されます。しかしながら、ごくまれに個人の体質やウイルスの型により

まして、性感染症やがんにつながってしまうことがあります。日本では現在ワクチン接種

によって予防することができますので、その恩恵を無駄にしないでほしいという思いから、

この質問をしたいと思います。また、がん検診による早期発見、早期治療も非常に重要で

すので、定期的に受けていただきたいです。 

 それでは、入ります。 

 ＨＰＶワクチンは、２０１３年４月に定期接種に追加されましたが、体の痛みなどを訴

える女性がいたことで、厚生労働省は２か月後に積極的な接種の呼びかけを中止し、８年

間積極的勧奨を差し控えておりました。しかし、これは中止というわけではなくて、接種

を希望する方には定期接種としての位置づけは続いておりました。その後、ワクチンの有

効性や安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応などの議論が継続して行われ、

令和３年１１月２６日に厚生労働省が開催した専門家会議で、最新の知見を踏まえ、改め

てＨＰＶワクチンの安全性が他のワクチンと比べ特に低いわけではないということが確認

されまして、接種によって、子宮頸がんを予防できるという有効性が副反応のリスクを明



－46－ 

らかに上回ると認められました。 

 これを受けて、昨年１１月２６日、自治体宛てにＨＰＶワクチンの積極的勧奨の差押え

を終了する旨の通知が発出され、２０２２年４月から、積極的勧奨が順次実施されること

となりました。また、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）は中咽頭がん、肛門がん、尖圭

コンジローマなど、男性がかかる病気の原因にもなるため、決して女性だけに関するもの

ではなく、近年では男性が接種することでこれらの病気につながるとして、海外では男性

も公的な予防接種の対象とする国が増えております。 

 ヒトパピローマウイルスは、先ほど申しましたとおり、決して特殊なウイルスではなく、

多くの方が感染しておりまして、その一部が子宮頸がんを発症します。２００種類以上の

遺伝子の型があるＨＰＶの中で、子宮頸がんの５０％から７０％は、ＨＰＶ１６、１８型

の感染が原因です。 

 ＨＰＶに感染すること自体は特別ではなく、性交経験がある女性であれば、男性も、誰

でも感染する可能性があります。しかしながら、子宮頸がん発症にまで至るのはまれです。

ＨＰＶに感染すると、ウイルスが自然に排除されることもありますが、そのままとどまる

こともあり、長い間排除されずに感染したままでいると、前がん病変を経て、子宮頸がん

が発症すると考えられています。 

 がんは近年、２０代から３０代で増加しているのが特徴で、ごく初期のがんを除いて、

子宮摘出となる可能性があり、その場合は妊娠や出産に影響してまいります。子宮頸がん

の一部、先ほど申しました１６型と１８型によるものは、ヒトパピローマウイルスワクチ

ンで予防できますが、全ての方の感染を防ぐことはできません。そのため、感染しても早

期に発見できるよう、２０歳になったら子宮頸がん検診を受けることが大切だと思われま

す。 

 そこでまず初めに、本町におけるＨＰＶワクチンのこれまでの接種状況と子宮頸がん検

診の受診状況についてお聞きいたします。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）８番、上田亜矢子議員の質問に対しまして、町長の補足答弁

をいたします。 

 まず、これまでの接種状況と子宮がん検診の受診状況ということでございますが、本町

では国の子宮がん検診とワクチン接種緊急促進事業の取組が始まりました平成２４年度よ

り、ＨＰＶワクチンの定期接種を勧めておりました。２４年度の接種状況は、１３歳から

２０歳までの対象者、３７人への接種を実施、翌２５年度においては、先ほど議員よりご

説明がありましたとおり、６月にワクチンの副反応への懸念が高まり、厚生労働省から積

極的勧奨の差し控えが通知されことを受けまして、６人の接種にとどまっております。そ

れ以降、約８年間は接種勧奨を控えております。 

 続きまして、子宮がん検診の実施の状況でありますが、例年町民を対象に実施をしてお

りまして、ここ５年間では、毎年１２０人から１３０人の方が受診をされております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）ありがとうございました。 

 これから始まります積極的接種勧奨となりますと、市町村が接種対象者やその保護者に

対して、標準的な接種期間の前にはがきや予診票などを各家庭に送り、接種を促す取組み

を指すわけですが、本町は具体的にどのような方法を取るのか、周知と方法についてお聞

きいたします。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）ご質問にお答えをさせていただきます。 

 対象者に接種を促す対応についてということでございますが、議員ご指摘のとおり、接

種対象者が正確な情報に接する機会を確保し、接種について判断、検討ができるよう行政

から情報していくことは、大変重要であると考えております。 

 具体的には対象者であります、１３歳から１６歳の女子に対しまして、本年度も厚生労

働省より提供がありました情報提供資材、リーフレットを個別送付をさせていただいてお

りまして、それによって周知を図っておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）ありがとうございます。 

 それでは、来月から積極的勧奨を順次実施される、４月からということで、来月からさ

れることとなりますが、本町における接種形態や場所、時期、タイムスケジュールについ

て教えてください。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）答弁をさせていただきます。 

 今後のタイムスケジュール等でございますが、令和４年度よりＨＰＶワクチンの個別勧

奨を再開していくことにつきましては、厚生労働省より全国の市区町村に対しまして、ち

ょっと本日の午後から、第１回目の自治体向け説明会がオンラインのほうで開催されるよ

うになっております。その中で、直近の動向でありますとか、今後の接種を進めるに当た

っての留意点等が国のほうより説明されることとなっております。よって、具体的な対応

につきましては、現時点ではまだ検討ができておりませんけれども、今回、国からの説明

を受けまして、順次対応していく方針でございます。 

 まずは、やはり接種対象者に対しまして、接種後の副反応のリスクのことでありますと

か、ワクチンの効果、安全性などにつきまして正確な情報提供をして、理解を深めていた

だくということがまず重要であると考えておりますので、当面はそこへ力を入れていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 
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○８番（上田亜矢子君）ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、平成２５年以降に積極的勧奨の中止期間中に接種機会を逃してしまった世代への、

いわゆるキャッチアップ接種の支援についてお伺いいたします。 

 対象年齢や接種期間、周知、勧奨の取扱いについてはどのようになっているのでしょう

か。 

○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）答弁をさせていただきます。 

 中止期間中に接種機会を逃してしまったキャッチアップ接種への対応でございますが、

議員ご指摘のとおり、接種控えが長期間続いたことによりまして接種機会を逃した方に対

して、公平な接種機会を確保する必要があることから、従来の対象年齢を超えて接種を行

う、キャッチアップ接種の実施が検討されております。 

 国のほうのスケジュールでは、令和４年度から６年度の３か年の期間で実施することが

示されておりまして、本町でも、その方針に従って計画的に実施をしていく考えでありま

す。なお、キャッチアップ接種の対象者は、平成９年度生まれから平成１７年度生まれの

９学年の女性の方が対象となってきますので、その方々に周知させていただく予定となっ

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）ありがとうございます。 

 接種後に体調の変化を感じた際に、どこに相談して、どこを受診すればよいのか、接種

後は大変不安だと思いますので、そのような場合には十分な体制を確保されているのでし

ょうか。ワクチン接種後に生じた症状に対する診療体制についてお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生君）病院事務長、佐古田敦子さん。 

○病院事務長（佐古田敦子君）８番、上田議員のご質問に対し、お答えいたします。 

 ワクチンにつきましては、ＨＰＶ以外にも様々なワクチンを当院では接種しているとこ

ろなんですけれども、やはりワクチンを打って副反応等出てお困りの方は、やはりそこの

打った病院に一番にかかっていただいて、相談していただいてやるのが一番優先かと思い

ます。当院もその対応はできますので、積極的にワクチンを接種していただければと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）よろしくお願いいたします。 

 その次に、予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、まれに生ずるもので

すので、接種に関わる過失有無にかかわらず、予防接種と健康被害の因果関係が認定され

た方を迅速に救済する予防接種法、予防接種健康被害救済制度についても併せて周知でき

ているのか、お聞きいたします。 
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○議長（岩本誠生君）健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）答弁をさせていただきます。 

 予防接種と健康被害への因果関係が認定された方への救済制度の対応につきましては、

ＨＰＶワクチンも予防接種法に伴います健康被害救済制度のほうに該当しておりますので、

その法に基づいて本町も対応していく考えでございます。なお、その件も含めて、対象者

の方にはそういう制度があるということも、また同時に広報・啓発をさせていただきたい

と思っております。 

○議長（岩本誠生君）８番、上田亜矢子さん。 

○８番（上田亜矢子君）よろしくお願いいたします。 

 ２０１３年にＨＰＶワクチンを接種した女性、ここで言ったら３７人と６人で、４３人、

町内では、日本各地でもされたんですが、その女性が約１０年現在、時がたちましたが、

この方々から子宮頸がんになった症例はないようです。最初にも言いましたが、ワクチン

接種により予防することができますので、本当にその恩恵を受けていただきたいと思いま

す。必要以上に怖がるのではなく、効果とリスクを正しく知った上で受けるかどうかを判

断していただきたいです。本町も、国の勧めによってワクチン接種を推奨していただける

ということで安心いたしました。 

 これで、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（岩本誠生君）これをもって、８番、上田亜矢子さんの一般質問を終わります。 

 消毒のため、暫時休憩します。 

 

休憩  １３：３２ 

再開  １３：３３ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ９番、永野栄一君の一般質問を許します。 

 ９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）議長にお許しをいただきましたので、９番、永野栄一、一般質問を

行います。 

 今回、澤田町長、初めての、私のほうも初めて質問をいたしますので、多少緊張すると

ころがあると思います。不明な点とか、ちょっとおかしいこと言っているなということで

あれば、反問権を使っていただいて討論を行いたいと思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

 さて、澤田町長とは、議会事務局長時代にいろいろお世話になって、平成２３年度には

当時の議会改革の集大成であります本山町議会基本条例を策定することができました。今

般あるのも、こういった基本条例があって議会が活性化したと、私は感じております。 
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 そこで、今般、町長が施政方針の中で、町民の皆様と情報を共有し、対話を重ね、それ

を行政に反映していく住民主役のまちづくりを肝に銘じ、本山町を誇りに思える元気と希

望の持てるまちづくりに取り組んでまいりますということで、表明しております。 

 翻って、基本条例の前文をちょっと、私も初心に返るという意味で見てみました。ちょ

っと全部は紹介しませんけれども、ちょっと二、三行ですね。この前文には、本山町は１

９１０年（明治４３年）に町政を施行し、幾多の変遷を乗り越えて１世紀が経過しました、

今生きる私たちは多くの先人が築き上げられたこの長い歴史ある本山町を誇りの持てる町

として、次の世代、次の世紀に引き継いでいくとともに、さらなる発展を目指す責務があ

りますということで規定しています。これらを実現するためにいろいろ施策を、当時の事

務局長であります澤田町長とともに、今回の議会改革を進めてきたわけですが、多分、そ

のときの思いというものが今回の町長の施政方針でも出てきたのではないかと思います。 

 もともと代表二元制の中、すなわち、町長の行政権、それと予算提出権に対して、議会

は承認をする議決権というのがあって、ある程度の緊張感のある中で行政が進んでいくと

いうのが基本です。その中で、基本条例の中では、やはり監視機能というのは当然ですけ

れども、情報公開をしながら政策提言というのをしていくべきだということがうたわれて

います。 

 そこで、今回、町長初めての一般質問での、答弁をするわけですけれども、本会につい

ては私としては、一つ目に本山町の課題について、二つ目に本山町ジオパーク構想につい

て、３番目、本山町の特産品の奨励と農業振興について、そして最後に大原富枝文学館と

図書館の整備についてということで、政策提言をしながら、本山町の発展のため、町民の

福祉向上のために提言をしていきますので、どうか真剣にというか、今後の課題の参考と

して検討していただいたらなという思いがあります。 

 そこで、まず最初に、本山町の課題について質問をいたします。 

 町長は一旦、町内から出られ、東北の復興に寄与されてきました。多分、ずっと本山町

にいるとなかなか見えない課題があったと思います。今回帰ってこられて、やはり本山町

をもっともっと発展させたい、活性化させたいという思いで町長になられたと思います。

そこで、まず、対策をするのには、本山町の課題は何かというのを十分認識して、そして

対策を立てていくというのが手順ですので、今、同僚議員等の今までの質問、一般質問の

中で町長の答弁を聞いてみますと、これから分析をしてというところだと思います。 

 予算編成についても、同僚議員が質問されておりましたけれども、どういう予算だとい

う命名をというような質問もありましたが、多分、聞いたら１１月に査定があったという

ことで、町長の施策等についてはあまり反映されていなかっただろうと。今回の見て見ま

すと、コロナ対策予算かなと、したがって、澤田町長の施策ということに関しては、ちょ

っとステルス、ちょっと隠れた、ちょっとあまり反映されていない予算編成になっている

だろうと思います。これについては、今後、分析とか対策が完了次第、補正予算等でどん

どん澤田町政の施策を出していただきたいなと願っております。 
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 そこで質問です。 

 本町において、少子高齢化による過疎化や財源問題、それから、道路とか橋、それと文

学館等の建物などのインフラ整備の課題のほか、多々課題があります。そこで、町長が今、

考える本町の課題とは何かと、そして、今、解決策等を持っておられるのであれば、その

解決策と取組について、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）答弁。 

 町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えをいたします。 

 懐かしい話もありまして、議会基本条例、条例に前文があるというのは珍しくて、この

条例に気持ちを入れるということで、前文を皆さんと一緒に考えてつくったというふうに

記憶をしております。議会運営の基本となる条例ということで、皆さんと一緒につくり上

げてきたものでございました。 

 今のご質問の今の本山町の課題、やはり人口減少の問題がやはり非常に重要だと思いま

す。それは、産業の振興でも学校教育でも、いろんなところにその人口減少の影響が出て

きておりますので、地域の商工業でもそうでございますし、後継者の問題、農業や林業、

畜産なんかのそういった産業も、人口減少に伴う大きな影響が出てきておるように思いま

す。 

 外から見た本山町ということで、でも、帰ってきて、確かに人口は減少しておりますけ

れども、結構若い皆さんが頑張っているというのも、私はそういうふうに、私の目には映

りました。地域で商業でもやられている方、それから畜産なんかでもそうですし、農業で

もそうですし、そういう皆さんと一緒に元気な町をつくりたいという思いで、その決意で

立候補をいたしました。 

 そういう意味での課題は、やっぱり人口減少、歯止めをかけるということは非常に重要

な課題だと思いますけれども、あわせまして、地域地域での、地域を支えていくという共

同体ですね、地域共同体の課題も確かにあろうかと思います。 

 このご質問をいただいたときに、私、地元の共同作業なんかへも出ますけれども、だん

だんまだ私のほうが若いしというふうに言われておりまして、６２ですけれども、なかな

かその地域の共同作業とかいう、共同体の運営もなかなか厳しくなってきておるというと

ころなんかも、その人口減少によって生じておるものだろうというふうに思います。この

人口の過疎化を食い止めていくということは非常に重要な課題だというふうに、私は受け

止めております。 

 以上であります。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）最後に過疎化を止めるということを発言されましたのであれですが、

私もやっぱり人口減少というのは問題だろうと、町長の言われるように集落の維持が困難

になる、幾ら若い人が頑張っているといっても、人数がやっぱりいなければ生活は成り立



－52－ 

ちません。いろんな産業を起こすにしても、人は要るわけです。だから、そういう意味で、

やはり施政方針でも述べられていますように、住みたい町、そして住める町というような

感じをつくるのには、やはり必要最小限の人口が必要だと思います。 

 現在、２月２８日で３，１８８ですかね、３，１００ちょっとぐらいの人口になってい

ると、何か広報紙に載っていたと思いますが、やはり３，０００を切り出すと、なかなか

いろんな産業が衰退していくだろうと思われます。 

 本山町では、統計はまだ取っておられないとは思いますが、２月２８日の高知新聞、同

僚議員が少し集落活動センターの維持の件でちらっと言っていましたけれども、この２月

２８日の高知新聞によりますと、県内の小規模集落を対象に県が２０２１年度に行った集

落実態調査で、３９．９％が１０年後の集落活動は維持できないと回答したということが

中間報告で述べられております。集落活動センターの維持については、再三言っています

ように、道路、水路などの供用施設の管理、田役、祭りの継承などの活動を念頭にしたア

ンケートの質問では、維持できるは前回は２７．６％だったのが、今回は１０．７ポイン

ト減の１６．９％ということで、維持はできないという回答が増えているという状況がこ

の新聞記事には述べられておりました。 

 多分、本山町も先ほど北山東の現状について少し町長も述べられておりましたけれども、

いろんな維持活動ができなくなる。幾ら若い頑張っている人がいるといっても、やっぱり

人数が必要だろうということで、やはりそのためにはいろんな施策が必要じゃないかと思

います。 

 こういったところで、ある程度住民の意見を聞きながら進めるというのは大変いいこと

ですけれども、町長がまず声を発して、先頭に立ってやっていく項目もあるんじゃないか

と。特にこの過疎化対策等については、積極的に発信をして、こういうのはどうだろうと

いうことを住民の人に聞いていく、そして、その中で町長の思いどおりにならないところ

もあるかもしれないけれども、その意見を参考に煮詰めて事業化していくということが正

しいやり方じゃないかなというふうに思います。 

 今回の答弁を聞いて、同僚議員の質問に対する答弁を聞いていますと、これから聞くと

いうことで、大体終わっていますけれども、やはり姿勢としては聞く耳を持ちながら、自

分はどういうことが問題であるかということを情報公開しながら、住民の反応を見ていく

というのが一番、素早く、あるいは的確に対応できる姿勢じゃないかと思いますが、町長、

どういうふうに思われますでしょうか。答弁を願います。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 少し論点がずれるかもしれませんけれども、本町では行政でなかなか手が届かないとこ

ろ、道路や側溝の草刈りや清掃なども、地域の共同作業として担ってきていただいており

ます。また、簡易水道が普及していない地域でも、飲料水の供給施設など、関係者の皆様

で維持管理をしていただいております。ほかにも、今議員のご指摘ありましたけれども、
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敬老会や様々な地区での行事もその各地区で運営をしていただいております。しかし、ご

指摘のとおり、人口減少や高齢化などがございまして、共同作業等の維持も困難になって

きているというのは、永野議員と同じ思いでございます。 

 一方で、地域で共同作業は地域内の連携を強めるというような役割も当然ありますし、

その重要性も私も認識をしております。それとあわせまして、地域の皆さんは地域に愛着

がありますので、自分の地域で生活を続けていきたいというふうに思われているのも現実

でございます。そうした中で、行政としてできることがどんなことがあるのかなというふ

うに、私も考えてみました。確かに、聞くだけじゃなくて、こちらから打って出るという

ことも必要だろうというふうには思います。そういった地域の共同作業なんかの負担軽減

なんかも、そういった取組なんかもこちらからもやって、進めていかなくてはならないと

いうことを感じます。 

 道造りなんかもせっかく道路清掃しても、翌日、強風が吹けば、道路の両側の木から枝

葉が落ちて、１日で道路がもう枝葉だらけというようなことも経験しておりますし、渇水

期なんかには、給水施設なんかの維持困難なんかも地域では起こっておりまして、もう水

がなかなか、この環境で水なんかもなかなか確保できないということで、どうしても地域

を離れざるを得ないというケースも、私も見てきております。 

 やっぱりそういうときには、そういった給水施設を維持管理するのは、待っておるんじ

ゃなくて、戸数、一定の戸数が必要になってくる場合もありますけれども、やはりそうい

った給水施設の改善なんかも積極的にこちらからも働きかけていかなくてはならないんじ

ゃないかというようなことも感じます。水道の維持管理というのは非常に労力が要ります

けれども、今は技術、施設も進歩しておりますので、割と簡単にろ過置の清掃とか、そう

いったこともできるような施設もありまして、そういうふうに負担軽減をするということ

につながるものについては、町のほうからも積極的に進めていかなければならないという

ふうに思います。 

 森林環境譲与税を活用して、今景観のしずえ切りも進めておりますけれども、あれをや

っただけでも、道路の維持管理、随分労力の軽減にもつながっておりますし、それから、

送風機というんですかね、あれを地域に導入することによって、それだけでも、今まで竹

ぼうきで掃いていた道路清掃が２倍も３倍も楽になるというようなこともございます。そ

ういったことなんかも地域の皆さんにもご紹介もしながら、そういった地域活動なんかを

みんなで労力を軽減しながら、地域共同作業も続けていけるような手だても続けていきた

いというふうに思います。 

 話を聞くというのを私は基本にはしておりますけれども、やはりそういったやっていい

ことについては積極的にこちらからも情報発信もして、地域のほうで取り入れていただく

ということも取り組んでいきたいということは、当然でございますけれども、考えており

ます。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 
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○９番（永野栄一君）ぜひそういうことで。各職員、各課長は、今までの地域の問題点と

か、ある程度の解決策等を持っていると思いますので、まず、そういった意見も聞きなが

ら住民の意見も聞いて、実行に移していくということをしていただいたらなと思います。 

 それでちょっと先ほどの訂正します。２月２８日現在の人口、多分、３，３１４人で、

世帯数が１，８２８かなということで、１家庭２人弱ですかね。だから、家族構成にも問

題というか、これから少子高齢化の時代になりますので、もう１０年といわず、５年後に

はかなりの高齢化になって働き手がいなくなると。若い人は確かに頑張っている。頑張ら

ざるを得ないですよね。働く人が少ない、働ける人というか、若い人が少ないわけですか

ら、頑張らざるを得ないんですけれども、やはりそういった若い人たちの、援助と言った

らおかしいんですけれども、やっぱり若い人も高齢者も、共に働けるような、本山町の人

はある程度の元気、人口があれば、産業も低下しないし、いろんな作業も協力体制が取れ

るだろうと思いますので、積極的に当初予算にこだわらず、施策が決まれば補正予算を組

んで、今後調整を進めていただきたいなと希望をいたしまして、一つ目、１問目終わりた

いと思います。 

○議長（岩本誠生君）次へ進んでください。 

○９番（永野栄一君）次、２問目ですけれども、本山町ジオパーク構想についてです。 

 澤田町長が就任する前からずっと話していたので、あまりここでは詳しい話はいたしま

せんけれども、通告文書を読んで、取りあえず１問目のこの質問にしたいと思います。 

 本町においては、汗見川に代表される変成岩の露頭、いわゆる岩が見えるところや白髪

山周辺の蛇紋岩とその植物群、それから、奥工石山の紅廉石、これまた厚さが１００メー

トル以上ということで、専門家に言わせると、多分世界一じゃないかと。世界一かどうか

いうのは確認できていないけれども、世界でも有数の厚さを持つ紅廉石、いわゆるマンガ

ンの山ということになりますが、そういったもの、そして、御荷鉾帯の地滑り地帯に広が

る大石・吉延の棚田とそこに暮らす住民の文化があるということ、この資源については、

日本ジオパークに推薦できる資源と言われています。 

 いろんな施策があって、ジオパーク構想というのは今までなかなか進められていなかっ

たわけですけれども、環境は徐々に整ってきているのかなと、先ほどの同僚議員の説明、

質問においても、例えば、ツアーガイドとか登山ガイドだとかという話も出ていました。

こういったものとか、地域活動が徐々に充実していけば、それなりの活動ができてくるじ

ゃないかと思います。 

 したがって、この資源を生かすためには、やはり住民の支援が必要ですけれども、そう

いったソフト面も整備をしていくことによって、交流人口の拡大が図られる、そのことに

よって雇用の創出、あるいは住民の郷土愛というか、ここが自慢だというような、本山町

に愛着を持つような人材も育っていくだろうと思われます。 

 町長、新しく町長になられたわけですけれども、この本山町ジオパーク構想について、

職員の方から多分、聞いていると思いますが、今後、私は進めていくべきだという提言を
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ここでしたいわけですけれども、町長が、まだ心に多分、短い期間ですので、決めていな

いと思いますけれども、感じとしてだけでもいいです。現在のこの本山町ジオパーク構想

についての取りあえず考えを述べていただいたらと思います。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）本山町ジオパーク構想につきまして、永野議員に答弁をさせていた

だきます。 

 私もにわかでございますけれども、レクチャーを受けたり、自分でも調べてみたりして

みました。ジオパークでは、まず、そのジオパークの見どころとなる場所をジオサイトに

指定して、多くの人が将来にわたって地域の魅力を知り、利用できるよう保護を行い、そ

の上で、これらのジオサイトを教育やジオツアーなどの観光活動に生かし、地域を元気に

する活動やそこに住む人たちに地域のすばらしさを知ってもらう活動を行うと、資料で拝

見をしました。 

 ジオパーク構想につきましては、本山町の位置、また、汗見川流域は地質学的にも特異

な地域で、学者の方々も多く訪れているとお聞きをいたしました。本山町にある枕状溶岩

や白髪山八反などの根下がりヒノキ群、工石山の紅廉石、白髪山周辺の蛇紋岩とか林業遺

産、吉野川右岸地域に広がる棚田など、営々と受け継がれてきました歴史や文化は、本山

町の重要な資源ですし、ジオパークにいう見どころとなるジオサイトに当たるものだとい

うふうに思います。また、本山町をステージとした体験活動、いわゆる山岳観光とか、吉

野川をステージとしたラフティングやカヌーなど、それから、食もこのジオパークの活動

には含まれてくるというふうに、私は思います。 

 町では、それぞれ資源を地域振興や教育などに生かすべく、魅力や価値、規模などの調

査や研究、資源の保全に取り組むとともに、ガイドの養成や体験プログラムでの活用を進

めてきておるところでございます。 

 現在、それぞれの資源として生かされてきてはおりますけれども、広く捉えてジオパー

クという、私、見てみました。大地の公園というふうにいうんでしょうか、という位置づ

けまでにはまだうたっていないのではないでしょうかと、点々とポイントポイントでこう

いうジオサイトとして存在しておりますけれども、それが本山町全体としてジオパークと

いう位置づけまでには至っていないんじゃないかなというふうに思います。 

 本山町の皆さんにこのすばらしい資源をさらに広げて知ってもらうということ、千葉県

にある地質標本館ですかね、そこには紅廉石が、本山町の汗見川から持っていかれた紅廉

石も展示されておりますし、先ほど言われましたとおり、紅廉石も貴重なものだというふ

うに思います。やはりそのすばらしい資源を本山町の皆さんにも知ってもらって、地域の

盛り上がりを醸成していくということも必要ではないかなというふうに思います。 

 本年度パンフレットなんかも作成も計画しておりますけれども、やはりそういうものを

使って、本山町の皆さんに、本山町にはこういうすばらしい資源があるんだ、それから、

本山町の位置、それから汗見川、この地質、吉野川を挟んで、私も得意分野ではございま
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せんので、あまりうまく言えませんけれども、特異な地域、地質を持った本山町なんだと、

学者の方なんかもたくさんおいでているんだと、研究にですね、そういうことを本山町の

住民の皆さんにもお知らせしていくという、広報をしていくということも重要であろうか

と考えます。 

 以上であります。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）そのとおりで、ジオパーク構想までは至っていないというのが、町

長の答弁だったと思います。だからこそ、私はもうちょっと進めていただきたいなと。 

 確かに今は個々の資源をそれぞれ生かしていくという方針というようなところなんです

が、個別の資源を生かすためにも、やっぱり全体的な取りまとめというか、その個々の資

源を広く大きく生かすためには、もっと広い観点からというか、組織が必要ではないかな、

私はそう思うわけです。今は確かにアウトドアの里ができて、ほぼ登山とかカヌーだとか

いうのは各業者、民間になっているわけですけれども、そういったものも含めて、我々が

ここに住んでいる本山町とはどういう位置にあって、どれぐらいの価値があるかというふ

うなことを住民の方々が知る、そして、本山町に愛着を持つということでは、個々という

よりは全体的、本山町全体を誇りに思えると、希望が持てるということが分かっていただ

くためには、やはり大きな構想の下、事業を進めていくほうが、私は町のため、住民の雇

用創出だとかそういったものを含めて、認知されていくんではないかというように思いま

す。 

 やはりそのためには、体制が必要なわけですけれども、現状では兼務ですよね。だから、

本来ならそういったことを提言をする、企画課が基本的には将来のいろんな事業の要にな

るわけですけれども、それぞれ個々の資源を活用するんではなくて、今回のジオパーク構

想というのは、町長が言われたように、もっと広い、広い意味での組織ですので、それを

まとめ上げるというか、個々の資源を有効に使うためには、やはり専門員というか、専門

において進めなければ、なかなか、例えば、日本ジオパークの認知活動までは持っていけ

ないだろうと。 

 土佐清水の例を見てみますと、定年退職された地質の専門の、今、高知新聞で多分、記

事が１週間に１回ぐらい出ていますかね、地質関係の。そういった人が入ってやはり進め

ていかないとなかなか進まないというところもありますので、現状の方針というか、だけ

ではなくて、もっと違った発想の中で今後の本山町の交流人口の在り方、過疎対策の在り

方とかいうのを、私は考えていっていただきたいなと。 

 町政の運営というのは、期待が持てるというのは、新しい、今までのことをずっとして

いったんでは、あまり期待が逆に持たないですね。何か違うことをやるから期待が持てる。

だから、それは失敗もあるかもしれない、挑戦するわけですから。だけれども、失敗がで

きるだけ少ないようにいろんな準備をしていく、そういうことは必要です。だから、その

ためにはやはり片手間な仕事ではなくて、本当にできるかできないかというところを煮詰
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めるためには、やはり専門家の話を聞きながら、できれば専門員を置いて、どうするかと

いうのを決めるぐらいの覚悟がないと、やっぱり期待が持てる施策にはならないだろうと

思います。 

 そのためには財政問題等もありますので、当然、今までやってきた事業の整理も必要な

ところも出てくるかもしれませんけれども、だけれども、やはり転換するためには思い切

った施策、事業が必要だと思いますが、その辺について町長のお考えをお伺いしたいと思

います。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 個々に取り扱っていくというふうには答弁したつもりはなくて、現状がなかなかそのポ

イントポイントでこの全体的な関連づけた取組、まだ今のところ醸成されていないんじゃ

ないかという思いで発言をしました。 

 だから、今後も個々で資源を磨き上げていくと、活用していくという考え方では、私は

ございません。それを全体的にその地域の資源として磨き上げていけば、ジオパークとい

うところまで行き着くのかなと。だから、町民の皆さんにもそういった資源があるという

ことを知っていただいて、思いを醸成していくということが必要じゃないかということで、

個々個々のもので取り組んでいくというふうには、私も永野議員と同じ思いでございます。 

 吉野川でラフティングしていても、本山町というこのエリアの中で、こういう地質の中

で、本山町というラフティングを楽しむんじゃなくて、吉野川、そして吉野川の周辺がど

ういうものがあるのかということ、その中にこの吉野川が流れているという、広く捉えれ

ばですね、そういうふうにもう少し広くステージを見るという考え方については、私も同

じ思いです。 

 そういう思いを町民の皆さんにも情報発信をしていくことで醸成していくというんです

かね、本山町ってそういう地質なんだとか、そういう資源があるんだとか、それから、そ

ういう歴史から来ていると、棚田はどういう地質でどういうふうに造られてきたのかとか、

北岸はどういう地質なのかというようなことですよね。 

 全然吉野川挟んで形状が違いますけれども、そういったことなんかを住民の方に、私も

本当素人ですので、地質学についても十分ではございませんけれども、そういうことを町

民の皆さんにいろんな情報提供していく中で、ああ、本山町って、そういうところに位置

しているのかと、三波川帯とか、御荷鉾とか、そういういろんな地質が非常に絡まった特

異な地域が本山町というのをお聞きしまして、そういったことを町民の皆さんにも知って

いただくという中で、そういうジオパークというところまでに醸成していったらいいんじ

ゃないかなというふうに思っています。 

 個々個々を使って資源として活用していくというような、今はそうなっているんじゃな

いでしょうかというところが私の思いでして、今後ジオパーク構想について、そういう資

源を保全しながら、やっぱり全体的な取組に進めていくというところだろうと思います。
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なかなか今すぐに専門員を置くというところまではいっておりませんけれども、そういっ

たそういう思いを持っている職員なんかの育成もしながら、この挑戦をしていくと、挑戦

してもらいたいという話、挑戦していくということについては、取り組んでいきたいとい

うふうに思います。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）ぜひ進めていただきたいと思います。 

 専門員といっても本当、地質の専門だけではなくて、いろんなありますし、要は、職員

の方でも、それは当然いいわけです。ただ、片手間にできるような作業ではないというこ

とだけなんです。できれば、専門家というか、地域おこし協力隊等の制度を使ってやれば、

３年間は何とか予算的といいますか、財政的にも楽に確保できるわけですので、そういっ

たことも含めて検討していただいたらなと思います。 

 それから、住民の協力って、これからも確かに問題です。先ほどの同僚議員の質問にお

いて、ガイド養成が現在５６名で、町内２３名ということは答弁されていました。それと

同時に、各地域だとか集落活動センターだとか、それからモンベル等いろいろ協力してい

ただけるところがたくさんあると思います。そういったことも含めて、まとめ役というか、

つなげていく、ぱらぱらとあったのをつなげる、有機化というか、つなげていく、そうい

うことによって強固な組織というか運営が出てくるんじゃないか、そのことによって、新

しい事業というか新しい産業が生まれてくるというふうに思いますので、ぜひ、今のまま

でいいんじゃないのみたいではなくて、もう少し積極的な、できれば、多分また４月に編

成替えがあると思いますが、そういったことも含めて、人事配置とかいうことを考えてい

ただけたらと思います。 

 以上で２問目。 

○議長（岩本誠生君）３問目に移ってください。 

○９番（永野栄一君）次は、本山町の特産品の奨励と農業振興についてということです。 

 現在、本町は天空の郷米を中心に、天空の郷米を利用した焼酎だとか、それからいろん

なお菓子等の製品が出ています。そのほかにもシイタケとか、今回、できますが、パプリ

カ、また新しい特産品になると思います。それと、１２月議会でも言いましたように、世

界に一つしかないというか、キク科のノーブル系の花卉があります。こういったものは、

多分今後とも本山町の特産品になって、ふるさと納税の返礼品にも活用できるだろうと思

います。 

 しかしながら、その栽培技術や流通の問題、資金の問題、あるいは後継者の問題なども

あって、事業の継続や事業化には多くの問題が生じているのも事実であります。これらの

問題を解決するためには、やはり農業公社の活用が重要であると考えますが、今後、本山

町の特産品の奨励、どういうふうにされていくのか、そして、農業振興についてどのよう

に考えておられるのか、答弁を求めたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）町長、澤田和廣君。 
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○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 本山町の特産品の奨励と農業振興についてということでご質問をいただきました。 

 議員ご指摘のとおり、特産品の奨励や事業の継続及び事業化など、課題解決に農業公社

の役割は大きいものがあると思います。耕作技術などは、長く農業に従事されている皆さ

んにまだまだかないませんが、特産品の開発や諸課題の解決などについて、集落営農組織

などの地域で活躍されている農家の皆さんと連携してコーディネートしていく、そういう

役割が農業公社にはあるんだろうなというふうに感じております。 

 なお、担当課長から補足答弁をいたします。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）町長の補足答弁を申し上げます。 

 町長も先ほど申し上げましたとおり、やはり特産品に関しましては、今までも本山町内

においても、古くは各地域に生活改善グループ等が組織されて、いろんな製品の加工、そ

れと、当時はサニーマートなんかへの流通なんかも非常に盛んな時期がございましたし、

現在は公社を中心とした天空の郷を中心に、あらゆる加工品の開発に関わっているところ

でございます。 

 今後におきましても、やはりいろんな課題はございます。例えば、施設の問題であると

か、関わる人材等の問題もいろんな課題がございますし、これは公社の担当とも話をした

ところでございますが、やはりそういった公社の果たすべき役割は当然、今後もますます

重要になってこようかと思いますし、やっぱりそういった生産者の思いであるとか、そう

いったものを十分聞き取りながら、今後の新たな特産品づくりにつなげていければという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生君）ちょっと中断しましょうか。 

 続けましょう。どうぞ。 

 ９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）町長のほうからは、農業公社がコーディネートする役があると、そ

れから担当課長のほうから、施設とか人材が今後問題になってくるだろうという話をされ

ました。 

 特産品にするのには、ある程度の量も必要なんですよね。そのためには施設、それから、

そういったものをまとめていく力というのがやっぱり必要だと思います。そのうち、何か

例えばグループをつくるとか、そういうこと、そうなると、やはり町とか農業公社がある

程度、町長言われたコーディネートの役目をする人が要るだろうと。 

 １２月議会では花卉で例を取って質問をしましたけれども、例えば、冷蔵庫については、

なかなか個人で買って、今後、後継者もいない中で続けていくことが難しいというような

話もしました。予算を見てみますと、今回のあれにはそういった項目の予算もついていな

かったようですけれども、生産者の声、そして、市場のニーズ、今後どういうものがやは



－60－ 

り重要なのか。 

 特産品ということであれば、できるだけ本山町で作るのが、本当に適地であって、なお

かつ希少価値があるというのが、多分特産品になるだろと。全国どこでも、世界どこでも

十分に作れて簡単に作れるというようなものは、これは特産品じゃないんだと、私は思い

ます。だからそういう意味において、本山町に合った製品、栽培方法、それから時期です

ね。よそが出荷をしていないときに自分のところが出せる作物とかいうのが、やはり大事

だろうと思います。 

 そういうことを考えて特産品の奨励ということになれば、それほど多くの特産物を奨励

するということにはならないだろうと思います。特に本山町においては、農地が面積が小

さいというのがあります。だから、そういう意味においては、私は特許制度で取っている

ノーブルなんかは、本当世界ですからね、本当に特産品になるだろうと。それから、先ほ

どのジオパークのところでも地質の話を町長もされていましたけれども、やっぱり本山町

に合った、土壌に合った、気候に合った製品、昔はお茶ですけれども、今はお茶もなかな

か出せなくなったし、それから、コンニャクも生産者能力が落ちて、なかなかいけないも

のになると思います。だから、農業公社がやはり中心に入らないと、これから新しい特産

物を作る、あるいは救済していく、今作っているけれども、ちょっともう生産が少なくな

っているということを手助けするためには、やはり農業公社が手を添えて、生産を増やす、

流通ベースに乗せられる、やっぱり産業にしないといけないと思う。 

 だから、農業公社が取り扱う作物が増えるかもしれませんけれども、少なくても農業公

社が今手助けをしないと、そのまま廃れていく、本当の本山町の特産品というのが減って

いくような状況になっているんではないかと思いますが、その辺の問題意識というか、ど

ういうふうに町としては認識しているのか、多分もうこれ、町長はあれですから、担当課

長のほうが多分、認識していると思いますので、私から指定はできませんけれども、町の

今の特産品にできるような製品は何なのかということも含めて、答弁を願えたらと思いま

す。 

○議長（岩本誠生君）執行部答弁。 

○議長（岩本誠生君）まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）お答えをいたします。 

 永野議員もおっしゃられたように、やはり特産品となりますと、時期もそうですし、量

もそうですし、特別な思いというか、その地域でなければないというふうな、そういった

特別なものに限定されてくるものだというふうには認識しておりますし、そこを今後、特

産品の開発、展開等については、先ほども申し上げましたように農業公社の果たす役割は

非常に大きいものがあると思います。 

 昨年１２月議会にもそういったノーブルのお話も永野議員からも出されておりましたし、

やはり特別な花であって、例えば、ノーブルという品種を言いますと、特別な花でもあり、

やっぱり生産者の思いもあるかと思います。そういったことで、今後、生産者の思いも十
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分聞きながら、公社であるとか、町、普及所等が一緒になって、今後展開していけたらと、

展開していくべきだというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）ということで、生産者の思いをかなえていくということであります

けれども、同僚議員の質問においては、これからの特産品の、ちょっと私メモをするのを

忘れて何々だったかなという思いもあるわけですけれども、現在のところ、汗見川集落活

動センターではシソを中心に、それから、それの加工、そういったものと、なめかわ集落

活動センターもそれにバックアップしているというふうなところもあります。 

 だから、そういった団体だとか、個人ではやはり広く継続的にというのはなかなか難し

いところもあるわけです。だから、当然農業公社がバックアップしながら、やはりそうい

ったところも、こういうのを商業ベースに乗せたいので、生産をというような話も持って

いくべきかなと。 

 なめかわ集落活動センターでは、ケールかな、何かそういう栽培か何かの講習もあると

聞きましたけれども、そういったことも個々じゃなくて、ある程度広くやるためには、こ

の土壌に合った、気候に合った製品というものはある程度町も把握しながら、今後特産品

として推進していく必要があるかなというのがあります。 

 そういったことについて、確かに民間活用で、民間が作るから、個人が作るからという

こともあるかもしれませんけれども、本山町の特産として売り出すんであれば、やはり農

業公社なり町が今後ともある程度の支援だとか、企画だとかいうことも含めて、事業展開

というか、農業振興策を取っていくべきだと思いますが、今まで以上にそういったことも

大局的に、個々じゃなく、産業として特産品を取り扱えるような体制をつくっていただき

たいと思うんですが、町のお考えを、答弁を求めたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）答弁のほうですが、ちょっと４５分になりましたので、準備をする

ところもありますので、ここで暫時休憩して、哀悼の黙禱をささげたいと思います。 

 暫時休憩します。 

 

休憩  １４：３２ 

再開  １４：３７ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 執行部の答弁を求めます。 

 まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）お答えをいたします。 

 先ほどの特産品の加工等につきましては、やはり農業公社等が今までいろんな加工開発

にも関わってきております。けれども、ヤーコンの開発であっても、作り手、担い手、や
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っぱりそういった方の確保が今後とも重要になってきますので、そういった生産者の確保、

それと流通関係のＪＡ、それと専門家である普及所等々の手助けをいただかないと、やっ

ぱり新たな加工品、特産品というものはなかなか芽生えてこないというふうに考えており

ますし、そういったことも踏まえて、今後とも検討していきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）やり方としてはそのとおりだと思いますが、ただ、民間に任すとい

うと、施策としては放ったらかしになるよね。産業振興の放ったらかしになる。民間だか

らって。そこは状況、現状といいますか、本山町の農業の在り方だとか、それから生産者

の意気込みだとかいうことも踏まえた上で、小さな意見があればそれを取り上げて、本当

に産業化できるのかということは、やはり町は把握しておかなければいけない。作るのは

生産者だからって、放ったらかしにしておったら、それは産業化にならないですよ。 

 だから、そこのところは認識して、これは特産品になるということが認識できれば、積

極的に言えば応援していくのが、私は産業振興につながるんじゃないかと思いますので、

ぜひ今、言われたように農業公社、ＪＡ当然、引き込まないと量が保てない、流通が保て

ないということになりますので、そこはそのとおりだと思いますけれども、最初の取っか

かりはやはり特産品としてやっていくということであれば、そのやる気のある人間がいれ

ば、支援していくのが本来の姿じゃないかと思いますので、農業振興については、やはり

もうちょっと積極的な関与が必要じゃないかなというように感じましたので、今後の町政

の動向については、今後も注視していきたいと思いますので、ぜひご配慮願いたいと思い

ます。 

 それでは、次。 

○議長（岩本誠生君）次へ進んでください。 

○９番（永野栄一君）それでは、最後の質問になります。 

 大原富枝文化館と図書室の整備についてです。 

 これについては、ご存じのように大原富枝文学館については、耐震化が確認されていな

いというか、耐震化ない、あれですね。それから図書室は中央公民館の 1 階にありますけ

れども、手狭な状況であります。そういったことを踏まえて、教育の町ということを標榜

しているわけですけれども、こういったこと、いろんな安心・安全の町、あるいは教育面、

図書の貸出しの利用状況から見ても、やはり改善していく必要があるだろうということで、

早急な整備計画を立てて整備を進めていく必要があるんではないかと思われます。 

 これに対して、昨年、今年度か、令和３年度には今、住民参加の検討委員会、今回の施

政方針では本山町教育施設運営等検討委員会、立ち上げて、２回ほど開催したということ

をお聞きいたしました。教育長の今までの答弁では、令和３年度中ぐらいにある程度の方

向性は示したいなということでありましたけれども、まだ２回ですので、多分、示せると

ころまでいっているかなというようなクエスチョンマークもつくわけですが、今までの住
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民のといいますか、この検討委員会の意見はどのようなものであって、今後本山町として

どういうふうにしていくのかということについて、説明を求めたいと思います。 

 なお、それに先立って、この本山町教育施設運営等検討委員会というのはどういう形の

ものなのかと、すなわち、答申を求めているのか、あるいは施設運営等ですので、これは

運営、改築とかいう言葉がない。運営ですよね。運営等と書いているわけですけれども、

どういう性格のものなのかということをまず説明をしていただいて、現在のこの委員会の

意見と町の今後の方針について、その後、答弁を願えたらと思います。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）9 番、永野栄一議員さんの質問に対し、答弁を申し上げます。 

 大原富枝文学館図書室の整備についてでございますが、大原富枝文学館は築７０年を経

過し、耐震性がなく、整備が必要というふうに考えております。さくら図書室は来室者３，

２００人、貸出し冊数は年１万２，０００冊を超え、多くの方に利用いただいております

が、大変狭隘であり、ゆっくりと過ごす空間とはなっていません。 

 令和３年度において、本山町教育施設運営等検討委員会を立ち上げ、協議を始めたとこ

ろであります。協議していただく内容といたしましては、大原富枝文学館、さくら図書室

の運営方針に関すること、旧柿本医院に保存している民具や遺跡等の展示方法など、施設

機能や運営についての協議、大原富枝文学館施設、狭隘なさくら図書室の改善方法など、

施設の在り方についての検討をお願いしているところでございます。 

 １回目の会議では、各施設の現状報告をして意見交換、２回目の会議では、各委員に施

設内容、各施設の取組や活動、各委員のできること、事務局に求めることなどについて意

見をいただいて、施設整備の方向性、運営等について協議をしております。その協議の中

で、施設ごとにもう少し運営や展示など、内容について施設の担当者にも参加をしていた

だいて、詳細を確認しながら協議をしていったほうがいいということになりました。 

 先日、第３回目の会議を開催しまして、大原富枝文学館の内容について協議を行ってお

ります。運営の現状の確認や施設運営への提案など、ご論議をいただいたところでござい

ます。 

 今後の計画としましては、令和４年度に引き続きまして、さくら図書室あるいは埋蔵文

化財等の文化財に関することをそれぞれ委員会で協議いただき、会議で提案もありました

が、いろんな図書館法でありますとか、埋蔵文化財、そういったものの研修もしながら取

りまとめを行い、中間報告として出せるように計画をしていくというところを協議をして

いるところでございます。 

 特に大原先生は私財等全てを町にご寄附いただきまして、文学館、大原富枝賞の継続、

継承を強く望んでおられました。それに応えていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生君）構成メンバー。 
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○教育長（大西千之君）すみません。委員の構成メンバーは、１２名となっておりまして、

町内の文化財、あるいは教育関係者、そして県内の歴史関係の施設、あるいは図書館施設

等の委員さんで構成をしております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）まだ現状分析という状況と、ちょっと受け止めたんですけれども、

それでよろしいでしょうか。 

 それと、先ほど言いましたように、これって、答申を求める会議なのか、そこで意見調

整をしながら検討委員会としてまとめていくのか、すなわち、委員と各関係者、大原富枝

文化館とかさくらとか、文化財を担当する職員、あるいは教育長とか、そういう間で調整

をしながら結論をしていくのか、どっちなのかなって、いわゆる答申方式であれば、委員、

関係者が説明をして、その検討委員会がこうしてほしいということで答申をしますけれど

も、これはどういう形の組織というか検討委員会なのか、ちょっと、もう少し詳しく説明

を求められたらと思います。 

○議長（岩本誠生君）答弁調整のために暫時休憩します。 

 

休憩  １４：４９ 

再開  １４：４９ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 答弁を求めます。 

 教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）現在の状況は議員おっしゃられましたように、現状分析、各施設

ごとの現状分析でございます。 

 そして、この会議の論議された内容ですが、答申をいただくと、取りまとめをしていた

だいて答申をいただくということに考えておりますが、委員さんのご意見、そして事務局

も出ておりますし、担当の施設の職員も出ておりますので、そういった実際に担当してい

っている職員の意見も参考にしていただきながら、その担当の職員では分からない専門的

な意見も、専門家の意見もいただいて、よりよい形の運営、あるいは展示方法の答申をい

ただけると、方針、大枠の方針になろうかと思いますが、そういったところで取りまとめ

をしていきたいというふうに、答申をいただきたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）そこで、先ほどちらっと現状分析、あと、設置場所だとか運営要領

も決めていただくというような話をされていました。 

 この中には、施政方針では改築という言葉が出てきていましたけれども、この答申の中

には、新しい施設を造るのか、あるいは現存の建物を使って文化財だとか図書室、それか
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ら今ある大原富枝文学館みたいなのを総合的に入れて、複合施設的にされるというような

ことも含めて検討されるのか、ちょっと答弁願えたらと思います。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）施設につきましては、委員さんおりますので、例えば、どういっ

た論議になるか、今の時点では分かりませんが、複合であったり、活用できる施設を活用

する案であったり、そういったものが論議をされるのではないかというふうに考えており

ます。場所につきましては、最近はそういった文化施設でも一定観光要素を持って、人の

集まるところとか、そういった話もございますので、一定、ここということではないです

が、こういった人通りのほうが望ましいとか、文化施設の、現在の建てる場合の立地性と

か、そういったところの提案は出てくるのかというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）こういった新しい総合型にしても何にしても、今より新しくなって

運営方法も変わってくるというところで、単なる図書室だとか大原富枝文学館、あるいは

文化財がただ陳列しているというだけではなく、やはりそれらの運営要領によっては産業

化もできるわけですし観光化もできるわけですので、そういったことを含めて答申をいた

だけたらなと思いますけれども、目標としている最終答申といいますか、期限というもの

は、ある程度、例えばもう１年たっていますので、夏頃とか今年度中とか、いろいろ目標

が選評の中にはあると思いますが、結論は大体目安としてはどれぐらいのところに置いて

いるのかということと、それから、答申方式ですので、自由に委員の人の意見も当然、最

優先的に尊重するべきところもありますが、例えば、場所なんかは新しく買ってというと

ころは多分ないと思います。 

 だから、現在ある町有地だとかいうことを主体にということは考えておられると思いま

すので、そういった最小限の条件というようなものはやっぱり示して検討していかないと、

とんでもない方向に行く、あるいは産業化といいますか、観光地だとか教育の有効性とか

いうことも含めた形で、各部局からある程度の最低といいますか、ある程度の条件が多分

各部局によってあると思いますので、そういったことをまとめた上で、委員に、これはと

いうところを説明をして審議をしていくのが、私はいいことではないかと。ただ、フリー

な状態で答申せよということになれば、なかなか収拾がつかなくなるんじゃないかなと思

いますが、執行部の答弁を求めたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）今回の委員会につきましては、一番重要でありますのは運営です

ね、それから展示だというふうに考えております。詳細なところまでは行かないとは思い

ますが、大枠のやはり展示を作って終わりではなしに、動きのあるような、そういった運

営にしていく必要があるんではないかというふうに考えておりますので、そういった重要

な運営部分について、かなりご意見をいただければなというふうに思っているところです。 

 それと、議員がおっしゃられました条件を一定示すべきだというところなんですが、そ
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れにつきましては、すみません、もう少し研究をさせていただきたいと思います。あまり

条件を話をしますと、場所であったりとか、ありきとかになってもいけませんので、ちょ

っと調整をして、委員会の中でも一定話をしていきたいというふうには考えております。 

運営委員としましては、動きのある運営をどういうふうにしていくのか、そして、単体な

のか、複合なのか、そういったところも含めて協議を、ご意見をいただきながらまとめて

いきたいというふうに考えております。 

○９番（永野栄一君）目安、答申の目安。 

○教育長（大西千之君）すみません。答申のスケジュールをまだ作成をしておりません。

４月にはつくろうというふうに考えておりますが、３回目の論議のときにかなり提案もい

ただきました。そして、もっと論議の間にもできることなんかも提案もいただきまして、

そういう内容もございますので、あと、施設的には２か所の協議もするようにしておりま

すし、もう一回全体的なおさらいの会もありますので、できれば年内のスケジュールで一

回たたき台としてはつくってみたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生君）９番、永野栄一君。 

○９番（永野栄一君）大原富枝文化館については、基金２億ちょっとかな、で、ほかに大

原富枝さんの遺志を継いで、運営費等で今回、大体年間４００万ぐらいですかね、使って

いるみたい。そういったことも含めて、財政問題の件もあると思います。だから、委員の

意見をある程度聞くのもあれですけれども、いろんな問題もあるので、そういったことは

意見出さなくても腹案としてはやはり担当部局は持っておくべきかなと。できるだけ、委

員の要望に応えていくというふうなことであれば話は分かりますけれども、ただ、フリー

に意見を聞いて、じゃ、それから考えようじゃ、なかなか整備計画も立てられないという

か、つくれないということで、耐震化のない大原富枝文学館がずっと存続していくという

ような形になる。 

 そうすると、今日の東北大震災、黙禱、先ほどささげましたけれども、いつ起こるかも

分からない、南海トラフ地震もあります。安心・安全、あるいは窮屈な展示室でなく、あ

る程度、スペースのある、見やすい、利用しやすい文化館、あるいは図書室、郷土文化館

であってほしいと思いますので、ある程度の腹案というものは持ちながら、なおかつ柔軟

に対応していくというような姿勢を見せていただきたいなと要望しまして、質問を終わり

たいと思います。 

 まだ、答申の目安は年内ということで、慎重かつ大胆な意見が出れば、本当に本山町の

活性化にもつながると思いますので、いい答申が来るように、委員の方にも期待を申し上

げまして、質問を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（岩本誠生君）これをもって、９番、永野栄一君の一般質問を終わります。 

 議長交代のため、暫時休憩します。 

 １０分間休憩しますので。 



－67－ 

 

休憩  １５：０１ 

再開  １５：１３ 

 

○副議長（澤田康雄君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君の一般質問を許します。 

 １０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）議長よりお許しをいただきましたので、１０番、岩本誠生、一般

質問をさせていただきます。 

 先ほど２時４６分、皆さんとともに東日本大震災の哀悼の意を表する黙祷をささげまし

た。ちょうどこの日は、私、東京におりまして、ビルの中で会議中でございましたけれど

も、大きな揺れを感じて、これは大変なことになったということで、外に出てみますと、

もう既に避難をする人たちが道にあふれて、その中に巻き込まれて、新橋から東京駅まで

そのままずっと人混みの中で流れていったことを覚えています。そして、そのまま帰られ

なくて、駅で、キヨスクで段ボールをもらって、一晩明かしたことを思い出しています。

そういうことも、ちょうど帰って、本議会でのときに報告をしたことでございますけれど

も、あれからもう１１年になります。そのとき、ちょうど大西教育長も東京にいらっしゃ

ったという話を聞いて、これは本当に奇遇だなというふうに思ったものでございます。 

 さて、新町長になって、初めての私も一般質問でありますけれども、町長を子どもに例

えてはいけませんけれども、昔より、かわいい子には旅をさせろという言葉があります。

町長は５年の間、震災の復興に石巻で一生懸命ご活躍をされ、その大きな経験を持ち、人

間的にも大きく成長されて、本町に帰ってまいりました。そして、本町のまさにかじ取り

として、先頭に立って、これから町政に取り組んでいくわけであります。そういう意味で

は、私としても、大いに期待をいたしているところでございます。 

 念頭の挨拶にも書きましたけれども、町長のよき先輩として、あるときには厳しく、あ

るときには優しく、まさに是々非々の気持ちで、今後の町政のためにお互いの論戦をいた

したいというふうに思います。 

 今日、一般質問の通告をいたしておりますのは、４問を大項目で、４問でございますけ

れども、ほとんど同僚議員が町長の施政方針におけるそれぞれの抱負であったり、具体的

な課題であったりと、また取組であったりを聞いておりますので、重複をしない範囲内で

質問をしてまいりたいと思います。 

 特に、財政運営等についても、これ、もうちょっと時間をもらって、やりたいところで

ありますけれども、これはまた別の機会に、今日、町長の財政運営についての意見は聞か
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せていただきましたので、これはまた後にしたいと思います。それから、産業振興につい

ても、下の産業振興の中に記載をしてありますので、それで答弁を求めたいと思います。 

 そこで、まず、新型コロナの感染の対策、地方創生臨時交付金、この使い方なんですけ

れども、実は。これは前町長からも、私は、どういうふうになっているかということで、

いろいろ表にしたものを頂いたわけであります。前町長の方針としては、町財政面を重点

的に施策として取り入れたと、こういう話で、いろいろと町の財政でふだんできないもの

をできるだけやっていこうという施策を列記されて、それで、それを実行に移してきたわ

けであります。そういう意味で、地域の支援だったりとか住民の支援、それから高齢者等

への支援、様々な住民対策というものが、ちょっと比重的に少なかったんじゃないかなと

いうように思うところであります。 

 今回、施政方針の中に示されておりましたように、プレミアム付の商品券を発行される

と。その率が５０％、５，０００円で１万円のと、こういうことであります。これは多い

か少ないかは、これは別といたしましても、そういう具体的な方針を出されておるわけで

あります。土佐町は２万５，０００円をそのまま商品券として渡すということであります

んで、比較してみますと、若干本町が軽いかなというような気もするんですけれども、本

町の政策としては、精いっぱいのところだろうということかも分かりません。 

 しかし、それでもやはり住民に対する施策というのは、若干少ない。そして、またコロ

ナによって事業者等の貴重な収入源、そういうものの補塡にはあまりつながっていないん

じゃないかなというふうに心配するわけですが、町長、そこらあたり、臨時交付金の使い

方、今後も含めて、もうちょっとそういう住民主体の方向へ切り替えていこうということ

をお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁を求めます。 

 町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）１０番、岩本議員の一般質問にお答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金についてご質問をいただきました。 

 令和４年度当初予算につきましては、農業や畜産や林業などの産業支援対策や、令和３

年度で好評でしたスタンプラリーや、嶺北４か町村で取組を進めています観光キャンペー

ン事業などを取り組むことによりまして、商業施設の利用促進につながる事業として、事

業化を計画いたしました。 

 また、一方で、近年のガソリンなどのエネルギー関連や食料品の値上げが、非常に住民

の皆様の生活を直撃しております。そういうこともございまして、一方で、商店の支援に

もつながるということで、プレミアム付商品券事業ということで、１人５，０００円で１

万円ですから、４人家族として２万円で４万円ですか、もし４人家族としたらですね、と

いうプレミアム付商品券になりまして、そういった消費の物価高騰の支援とか、それはま

た町内で使用されますので、商店街の支援ということにもつながるということで、この事

業を考えたところでございます。 
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 あと、学生の支援対策も、多分アルバイトなんかも十分できないだろうということもご

ざいますので、そういった学生の支援とか、学生に本宮町のものも送ろうではないかとい

うことで、事業化をさせていただいておるところでございます。 

 住民主体の予算執行じゃないといかんのじゃないかと、それはもうご指摘のとおりだと

いうふうに思います。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）本町の施策については、施政方針の中でも出ておりましたので、

理解はできておるつもりであります。 

 プレミアム付商品券の場合は、今言ったように、５，０００円持っていかないと１万に

ならないと、こういう制度なんですね。よそでやっている１世帯当たりの２万５，０００

円の商品券というのは、そのまま２万５，０００円が使えるということ。これは高齢者で

年金暮らしの人たちが５，０００円を、あるとは思うんですけれども、なかなか大変だと、

それを構えるのが、という人もいるかもしれない。 

 そうなってくると、どうしてもそこに格差が出てくる可能性があるという制度でもある

わけ。そこらあたりは、また十分、制度的にお考えをいただきたいなと。当然、４人家族

ならば何人と、何ぼになると、それは単純な計算で分かるわけですけれども、あるにこし

たことはないですけれども、そういう、持っていかないとこうならないというよりも、こ

ちらから持っていくという一つの制度も考えるべきじゃないかなというふうに思いますの

で、ぜひともご検討いただきたいというふうに思います。 

 この件については、先ほど言いましたように、住民主体でまた考えていくという町長の

意思もありますので、それはまた期待をいたしたいと思います。 

 次に、同僚議員も触れておりましたが、嶺北中央病院の一部給与の未払い問題、私、今

日、町長の答弁聞きまして、今回、質問書に書いてありますのは、前町長は支払いをしな

いと回答している、その見解は現町長も同じですかという質問をしているわけです。とこ

ろが、もう既にこれに対しては、今の時点では、支払うということにはなかなかならない

と、検討はするけれども難しいということを、もう既に同僚議員に答弁をしていらっしゃ

る。 

 しかし、その答弁の中で、私はどうしても納得がいかんことがあるんです。労働基準法

の第１１５条の賃金の請求権、これが損害賠償と同じだという顧問弁護士の見解について

なんですけれども、私もそれを聞いて、いろいろ調べてまいりました。しかし、これはど

うも無理筋があるんじゃないかと、その解釈に。というのは、賃金の請求権というのは、

あくまでも、これ、金銭の債権なんです、債権。働いたことによって頂けるもの、これ、

債権ですね、金銭債権。地方自治法における金銭債権を書いてあるのが、その特別法の支

払いは基準法でやりなさいということで、１１５条に移っているわけです。それで、２年

分というのが払えたわけです。 

 ところが、それ以上のものは時効にかかっているから払えないというのが、今までの見
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解だったわけですよね。ところが、時効にかかっている後の分については、これは損害賠

償でということで請求が行っているわけですから、この損害賠償の分は、地方自治法にい

う労働基準法の２年の分の公債権には当たらないんですよ、実は。あれは公債権なんです

よ。労働基準法の２年分は公債権、公の債権として、もうこれはかちっと。それは公債権

であるので、年を超えた分を支払うと、公金の不当支出になると解されるということ。こ

れはこのとおりなんです。だから、前、書いている、これはそのとおり。 

 だから、そうじゃなくて、不法行為に基づく損害賠償は、これは民法の例によるわけで

すけれども、民法の例によるけれども、民法は、公務員にあっては国家賠償法で対応しな

さいと書いております。国家賠償法というのは、民法の実は特別法なんです。町長、今日、

おっしゃった労働基準法も特別法なんです。ところが、国家賠償法も特別法なんです、実

は。だから、論理的には、地方自治法を受けて、労働基準法を受けて、そして労働基準法

から離れた部分については民法、民法における特別法である国家賠償法を適用することは、

何らおかしいことではないと、それに基づく損害賠償を求めることはおかしいことではな

いというふうに解されると思うんです。 

 そこらあたりの見解が、ただ話を聞いてきて、そうじゃとと言うんではなくて、その裏

づけになる、やはり判例というものをやっぱり引っ張り出してこなきゃならん。どこに先

生、書いちゅうんですかと、見せてくださいという、やっぱりものを持って答弁をしてこ

ないと、顧問弁護士さんがこう言いましたというだけでは、やっぱり説得力に、我々に対

しては、乏しいと言わざるを得ないと思うんです。 

 この問題については、私は実は前町長のときに、広島の高裁で判例があった。平成２９

年に判例があった時間外手当の分で、その時間外手当が、計算上、計算をごまかされたり

いろいろして、不法行為によって支給がなされなかった。しかし、それは労働基準法の２

年分以上については、不法行為によって支払われなかったものだから、支払わなければい

けないと、国家賠償法によって支払わなければいかんという判例がある。そのものを提供

して、これは判例にこう書いてありますよという一つの質問をした経緯があります。 

 質問をするほうが判例を持って、こんなんじゃないですかというて言うんですから、当

然、答弁するほうもそれに対抗する手段として、いや、そうじゃない、こういう判例があ

りますよと言うて持ってくるのが当たり前であって、顧問弁護士さんがそう言いましたと

いうだけでは、その判例を覆すだけの私は根拠にならないというふうに思うんですが、町

長、いかがお考えでしょうか。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）ご指摘の件でございますけれども、実は、今、ご指摘受けました判

例も示して、私も同じ解釈で、私はこう解釈するんだがという、弁護士に対して私の解釈

を述べるというのはどうかと思いましたけれども、私も同じ思いがありましたので、その

解釈で、それからこの判例も含めまして、顧問弁護士に相談をかけました。なかなか今ま
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での判断を変更するまでの解釈にならないということで、これ以上の話はなかなかできな

いなというふうに思ったところでした。 

 先ほども、さきの議員の皆さんにも話しましたけれども、何か糸口がないかなと、こう

いうふうに顧問弁護士が言うから、これで決まりやというふうには思っていなくて、そう

いった糸口がどこかにないかなというのは、ずっと帰ってきても、いろいろと副町長も含

めて、いろんな判例なんかを探してもらっているところでございます。これでもう検討を

やめるんじゃなくて、糸口を探したいというところは、正直ございます。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）顧問弁護士の言う労働基準法における不法行為というのは、結局、

労働基準法１１５条における賃金請求権ということを前提として、全額払いの原則という

のがあるんですよね。５６条と何かだったと思うんですけれども。それが結局、全額払っ

ていないということが不法行為であり、違法行為であると。だから、それは違法行為に基

づくものを２年分払うのは損害賠償に当たるんだと、こういう解釈だと私は思うんですよ

ね、聞いてみると。 

 ところが、そうではなくて、労働基準法の全額払いというのは、あくまでも労働基準法

の中における全額払いという考え方であって、この給与の問題は、地方自治法のところか

ら出ている金銭の関係。地方公務員も含めて。給料、公務員の給料という形で出てきてい

るわけですよ。だから、どうもそこらあたりが、民間とそれから公務員というものがごっ

ちゃになった解釈で言われているんじゃないかなというような懸念を持つわけです。 

 私は、この件については、何としてもやっぱり買ったものは払わないかん、払わないか

んものは払わないかんと、こういうやっぱり考え方にならないと、これをそのまま置いた

んでは、職員の皆さんは浮かばれないと私は思う。だから、何としても払うほうを考えな

いかんので、今、これをずっと言いよったら、こればっかりで終わってしまうから、この

論議はとどめたいと思うんですけれども、今言うたような形で、違う考え方も当然出てく

るんだということを、これは考えた場合に、やっぱり専門家、労働法の仕事せんでも、専

門です、確かに。だから、また違った形で見てくる人もいる。そういう人たちの意見も聞

きながら、活路を見いだしていくという、やっぱり事をするべきではないかなと。 

 私、前の町長もそうでしたけれども、今度の町長も何としても払いたいという気持ちと

いうのはあると思うんです。職員に対するものだからね。これ、任命権者であり、給与支

払い権者ですから。だから、給与支払い権者が支払いたいという意思を示すためには、や

っぱり何としても法律の根拠を見つけ出して対応していかないかんというふうに私は思い

ます。 

 だから、この件は前にも言うたけれども、このままいくと、やっぱり病院の職員の皆さ

んが訴訟を起こさないと解決せんという問題になってくる。そういうふうな形で、町と職

員が裁判になるようなことにならんように、何とかいい方法を考えなければいかんという

ことで、私もこれからもまた、この問題については研さんを重ねてまいりますけれども、
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町の執行部についても、なお一層勉強していただいて、これに対する回答を一日も早く出

せるような努力をお願いしたいというふうに思います。よろしいですかね、この件はそれ

で終わります。 

 次、昨年、町が提起をいたしました新築資金に係る訴訟の件、これは既に請求書が渡さ

れて、その請求書どおり償還がなされたと聞いています。年度内の償還という意味ですけ

れども、１年間。ところが、訴訟を取り下げたという話はまだ全然聞いていない。という

ことは、まだそのまま提訴されたままあるというふうになっていると思うんですが、これ

はどう考えてもおかしい。 

 同僚議員も昨日の質問でしていましたけれども、結局、提訴するために出す議案が専決

処分になってなされたと。そうしたら、その専決処分の承認を求めた場合に、全会一致で

不承認であったと、承認されなかったと、こういうこと、本来はだから否決されたと一緒

のことなんですよ、否決されたと。それをなおかつ専決処分は承認をされなくても効力が

あるんだという形でやり抜いたという形で、ここまで来ているんですよ。 

 だから、これはやっぱり一回原点に返って私はやるべきじゃないかなと。というのは、

後から頂いた弁護士の訴訟の進行についてという文章があるんですよ、担当弁護士の。そ

の担当弁護士のあれによると、主債務者、借主ということね、は、判断能力を失っている

状態にあると考えられることに加えて、コロナで施設に入居されているんで、面会禁止措

置のため、債務承認を得ることができない状態であることから、訴訟に踏み切ったと、こ

う書いてあるんです。これ、判断能力を失っている状態であると考えられるということは、

推量なんです、推量。かもしれないなんです。何々であるという断定じゃないです。だか

ら、推量でもって、こういうやっぱり人を提訴するということについては、私は問題があ

ると前から言っている。 

 支払うときの状況を、実は当事者に聞いてみました。そのときは、父親は、はっきりし

とった。借っちゅうものは払わないかんき、払ちゅうけれども、払いに行っちょってくれ

と、こういう言葉で、払うように息子はしたと、こういうことです、実は。だから、それ

であと聞いたら、弁護士から言われたのは、本人が払うてないから払ったことにならんと

いうことを、繰り返し、町のほうは話されたと。 

 だから、矛盾なんですね、おかしいでしょう、それ。振込とかなんとかいう方法でやっ

ても、直接払いでも、それはもう本人の名前で来ちゅう請求書を本人が払ったら、本人払

ったことになるというのが、社会通念上の常識やないですか、これ。それが常識として通

っていないというところに、私は今回の問題点があったというように思うんですが、町長、

いかがお考えでしょうか。これ、もう提訴、まだ訴訟、一回も行われていないと思います

んで、取り上げる用意があるのなら、早めに取り下げたほうがいいのではないかというふ

うに思うんですが、そこらのご判断はいかがでしょうか、お聞きしておきたいと思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 町長。 
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○町長（澤田和廣君）お答えします。 

 いわゆる本山町私債権の管理に関する条例に基づいて、債権と抵当権の確保のために提

訴に至ったということで、客観的な手続も踏んで、そういうふうに債権と抵当権の確保を

するという手続が必要であったという判断をしておりますので、現状で、今、提訴を取り

下げる手続には入っておりません。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）だから、手続に入っていないけれども、金は既に支払われておる、

支払う意思がある、時効の援用はしない。それで何で裁判をせないかん理由があるんです

か。時効の援用をしないということは、その債権を認めているということなんですよ。ず

っと払っていきますよということなんですよ。だから、時効はもう関係ないですもの、そ

うなったら。時効も何も関係なかったら、抵当権も当然、そのまま継続するのによね。こ

れからまだ裁判するのに、弁護料払わないかんということになってしまう。そこがやっぱ

り、問題があるんじゃないかなということを指摘しているわけです。もう一度答弁を求め

ます。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）この件に関わりまして、昨年来、議員からのご質問もあり、お答

えもこの場でしてきたところでありますけれども、これまでの議会のやり取りの中で、連

帯保証人の方が、時効完成後に納付をされたという事実があります。ご指摘の内容での代

理納付のことでありますけれども、代理納付の形式を取ったといたしましても、主債務者

の意思に基づくことなくお支払いをされたということで、今回に至っております。 

 本人の意思に基づかない納付はできないと判断した理由といたしましては、平成２３年

５月１９日以降、１０年間納付をいただけていなかったことと、催告書を送付しても連絡

がなかったこと、また、この時効前に親族の方から複数回話合いを持ちまして、この対応

について協議をしました。その際にも、ご本人様の納付についての判断については、確認

ができないということで、ご親族の方から証言があった事実があります。そういうことも

ありまして、訴訟にせざるを得なかったというところになります。 

 訴訟を取り下げるということになりますと、本件の訴えの提起を取り下げることで、町

が持っております抵当権を失うということになりまして、支払いの約束を継続させるため

の担保、いわゆる抵当権を自ら失うということになり、支払いが滞った場合に債務確保が

できなくなりますので、現在のところ、町有財産を守るという町の立場から、取り下げる

ことはできないという状況にあります。 

 なお、現在の進捗状況ですけれども、３月３日に第１回の口頭弁論がありまして、お話

合いが持たれております。この後、手続を経て、この取扱いについては、３月の下旬に判

断が出るということの連絡をいただいておるところであります。 

 以上です。 
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○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）では、一回、口頭弁論行われたと、こういうことであります。 

 先ほど総務課長は、連帯保証人が支払ったから代務支払いになるという話だったんです

けれども、息子さんが連帯保証人になっているんですけれども、これ、非常に難しいです

よね、そこらの判断が。親から息子さんが払うといてということで払ったのというふうに

思っているものが、町の考え方はそうでないと、連帯保証人が代わりに払うたんだと、こ

ういうふうに解釈していらっしゃる。ちょっとそこにも無理があるんですね、実は。親子

関係から考えたら。結局、訴訟に持ち込む一つの方法として、私、ここへ弁護士が書いた

のを持ってきていますが、本当に無理のある書き方していますよ、これ。 

 問題は、債務の承認がなされたら、文句ないんですよ、債務の承認。確かに借りていま

すと、だから少しでも払っていきますということであれば、時効が既に更新されていると

考えるべきなんです。時効が更新されているのに、まだ訴えて、これでもかこれでもかと

いう形でやろうとする、やっぱり形というのは、私は、性格的なものもあるんですけれど

も、好まない、そういうやり方は。やはり住民のことを考えた場合には、ちょっと非常に

胸が痛みます、それは。全然払っていなかったら、これ、別に払う意思ないやけん、それ

やったら裁判でやりなはれ。ところが、払っている、３月の末まで、納付書を持ってきた

ものを払っているという立証がされているわけですから。 

 これは３月何日かにまたあるということなんで、それを受けて、また６月のときに、ま

た話でもいいし、何かの形でまた質問をしたいと思うけれども、やはりそこらあたり、さ

っきの給料の話じゃないけれども、法的にがちがちにやることも、それは大事なときもあ

りますよ。だけれども、町長の言う情ということも、そこには存在していないと。法にか

ない、理にかない、情にかなう。人間生きていく上に、情が非常に重要なの。そういうこ

となしの行政というのは、やっぱり冷たいなという印象を受けてしまう場合がありますの

で、支払うという意思が確認できれば、それでいいんじゃないかということが、私は一番

いいのではないかと思います。あまり時間ありませんので、次、進みます。 

 次は、年金が非常に減少しちょる、０．４％程度、年金が減少しているということで、

高齢者の生活がますます苦しくなっている。ここへもってきて、こないだからロシアの侵

略によって、物価がだんだかだんだか上がる。燃料は上がるわ、費用でも、灯油もつけら

れないというくらい、灯油も上がっている。それから、大豆から小麦も、輸入品がぼんぼ

ん上がって、これは物すごい苦しみを高齢者に与えるような現象になりつつある。こう考

えた場合に、まさに物価の高騰、保険料等の負担増で、高齢者貧困時代を迎えるんじゃな

いかなという心配さえしているわけであります。このような状況で、さらに団塊の世代が

どっと高齢者になってきます。７５歳を超えてまいります。大変な時期になってまいりま

す。 

 そこで、本町の高齢者対策として、今後、私は高齢化率が今、４５％というふうに把握

をしておりますけれども、社協と連携して、何としてでも高齢者のために安心して暮らせ



－75－ 

る、本山で安心して暮らせる体制をつくっていかないかんというふうに思います。そのた

めには、特に独り暮らし、独居高齢者が今、４００世帯を超えているようですね、独りが。

大変です。 

 見守り装置をつけているのが７８人というふうに聞いていますけれども、本当、見守り

されている人は７８人しかおらん、４００人のうち。それから、食事サービス。食事もな

かなか９０を超えたりした独り暮らしの方がいらっしゃるようなんで、食事も守らないと

いう状況。それから、連絡を取るのにもスマホが使えない、携帯電話がなかなか使えない

とか、いろいろそういう。だから、今、高齢者に対するスマホ教室というのを積極的に町

が取り組んでいる例があります。 

 こういうことも一つの高齢者対策としてやるべきだと思いますし、今言った高齢者への

食事のサービス、私はこれのセンターをつくってもいいんじゃないかなと思うんですよ。

高齢者用の配食センター、どこかの施設、今、空いている四季菜館でもいいですよ、ああ

いうところを使って、高齢者のためのお弁当を作って、そして配達してあげるということ

を、このこともやはり大きな、高齢者にとっては喜びになってくる、そう思いますが、そ

ういう施策。 

 それから、現在、福祉サービスということで、福祉タクシーというのをやっていますね。

この福祉タクシー、聞いてみると、料金は立て替えて、後払いになっているそうですね。

これ、高齢者、つらいと言っていますよ。後払いは、後でもらうのは。自分が払っとかな

いかんから。だから、何とかチケット、タクシーのチケットとかいうような形で対応でき

て、高齢者がそのまま使えるような方法でできないかなというような声も聞いています。

まとめてなんですけれども、高齢者対策としてどのようにお考えか、町の考え方をお伺い

したいと思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）１０番、岩本誠生議員の質問に対しまして補足答弁をいたし

ます。 

 議員ご指摘のとおり、燃料費や物価の高騰、医療費等の負担増に伴いまして、高齢者の

生活は今後ますます厳しくなると思われます。また、団塊の世代が後期高齢者となる２０

２５年問題も目前となっておりまして、本町における高齢者対策をどのように進めていく

かというのが、大きな課題となっております。 

 その対策の考え方の一つとして、社協との連携強化のご提言をいただきましたが、まさ

にそのとおりであると考えております。保健センター内にあります地域包括支援センター

と社協においては、多くの福祉専門職が働いておりますが、現在でも相互に連携を図りな

がら、要配慮者、高齢者の情報共有や研修会等を通じた自己研鑽に取り組んでおります。 

 今後は、貴重な福祉人材が力を合わせて、より効率的で効果的な取組を進めていくこと

を検討しておりまして、国のほうでも推進しております重層的支援体制整備事業の活用に



－76－ 

よりまして、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備、その構

築を目指しております。将来的には、そのような体制が構築されることによりまして、生

活困窮等の課題を抱える高齢者に寄り添って、課題解決を試みる活動がより進んでいくと

考えておりますので、まずは体制づくり、そして先ほど事例を挙げていただきました点に

ついては、そういうサービス向上に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）その必要性ということについては、ご認識をいただいているとよ

く分かりました。具体的にどうするかというと、これからいろいろ検討していくというこ

となんですけれども、早速に福祉タクシーの後払い制度というのは、規定か何かあるんで

したら変えるなりして、高齢者に負担がかからないような対応を考えていただけませんか。

これはそんなに難しい問題じゃない。制度的にちょっとやれば変わるものですから、それ

をぜひ後払い制をチケット制にするとかいうふうなことで、対応をしていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それから、町長、町長のところへまだ伝わっていないかもしれんけれども、今の配食サ

ービスというのは、非常に今、独り暮らしの高齢者が大変、やっぱり食事を自分で作った

りいろいろ３食全部作らないかんですから、例えば夕食だけとか、昼ご飯だけとかいう形

で、中には社協がちょっとやっている例もあるようです。それから、ミニデイとかいう形

で来ていただいて、昼間は一緒に食べている例もあるようでありますけれども、何とか配

食サービスを、これ、雇用の場にもなるんで、社協とともに対応していただきたい。 

 今、社協がちょうど人を募集しているんで見てみたら、いろいろ配食だとかなんとかや

るのに、１名しか募集していないんです、１名しか。１名で果たして何できるかなと思う

んです。もうちょっとやっぱり充実した形でやろうとすれば、何人かでぽんと、センター

をつくるから何人かというような形で、ぜひとも高齢者の福祉がより向上するような形で

お願いをしたいと思います。 

 まさに人口の問題が今日も出ていましたけれども、若い人たちもどんどん、赤ちゃんも

育ってもらわないかんけれども、どうしても高齢者の人が長生きしちゅうから、高齢者で

本山町は、よその言葉ですけれども、もっているということになります。先ほど９番議員

が、本町の２月２８日現在の人口が３，３１４人と、これ、登録人口なんですね、登録人

口。登録人口というのは、実は住民基本台帳に載っている人数のことでしょう。高知県が

発表しているのが、推計人口を発表していますね。それによると、２月１日現在で３，１

５２人なんですよ、３，１５２人。大豊も３、１００ぐらい。土佐町が３，４００か３０

０かです。本山町、だから住民基本台帳でやる登録人口と推計人口の乖離、幅が約２００

人ほどある、２００人。ということは、実際は、ひょっとしたら、この２００人は名前だ

けで人がいないんじゃないかというふうに推定されるわけです。そうでしょう。推計人口

というのは国調を５年ごとにやった、その国調の人口に当然これは追わないと思います。
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それで、あと住民票の移動の加減をプラスマイナスしもって、推計していた人口のことな

んですから、大体、ほぼ現実に近い人口が、この推計人口で出ていると。言うならば、３，

１００という数字は、もう３，０００割れを目前だと。実は推計人口です。非常に危機感

を感じるわけです。 

 あと二十数年したら、２０４５年の推計人口を見たら、１，９８５人なんですよね、本

山町は。土佐町がそれでも２，３００何ぼおりますね。２，３００。それから、大豊が１，

１９５人、大川が１４３人というような形で、非常に人口が各町村とも落ち込んでくる、

嶺北も。だから、人口対策、過疎対策としきりに言っているわけですけれども、この中に、

先ほど申し上げた高齢者がたくさん含まれている。その人たちの福祉をこれから考えてい

かなければいけないと。当然、若い人たちの将来に向かっての対応も、これは絶対必要で

すよ。子育て、様々なことが必要です。 

 しかし、高齢者がこれから１００年時代を迎えるに当たって、どのような形で人生を、

残りの人生を楽しんでいくか、私も後期高齢者のど真ん中にいる人間ですけれども、人生

をどうやって本山町で楽しく暮らしていけるかということは、やはり政治の根幹にかかっ

てくると言わざるを得ないと思います。ぜひとも高齢者対策については、本腰取り組んで

いただきたいと思います。町長の考え方をお伺いしておきたいと思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 町長、澤田和廣君。 

○町長（澤田和廣君）ご指摘の、まず福祉タクシーの関係、これ、タクシー業者との連携

もありますので、ただ制度を改善できないかということは、検討したいと思います。それ

から、配食のサービス、私も実は２月でしたか、民生委員・児童委員定例会というのがあ

りまして、それに出ていましたら、やはり配食の件が民生委員さんの中からも出ておりま

した。その中で、やっぱりコンビニのお弁当を購入されたりということで、野菜不足とか、

そういうことも心配されるんだということを民生委員さんから話を聞いて、ああそういう

ことかというふうに思いました。配食についても、検討させていただきたいと思います。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）それでは、次へ進みます。 

 次は、前に、これはお願いしました安全・安心のまちづくりのための再犯防止推進計画

の策定であります。これは県からの指導もあって、地域の福祉計画に取り入れていくとい

うことで、作業が進んでいるんではないかと思うんですが、平成３０年度中に取り組むと

いうことでありました。当然、罪を犯した人たちが立ち直るための就労支援、それから就

業の機会の確保、住居の確保、福祉サービス、こういうものの提供を、地方公共団体とし

て支援をしていくということです。 

 ２０年前は２００万件の刑法犯罪がありました、２００万件。現在は何と５６万件に減

っています。４分の１、刑法犯が。それだけ再犯防止とか防犯意識が強くなったというこ

となのかも分かりません。それから、景気も、経済状況も影響すると思うんですが、非常
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に少なくなっている。一気にここでやはり犯罪のない明るい社会をつくるための方策を考

えなけりゃいけない。 

 そのためには、県を中心として、県下の市町村が再犯防止推進計画を地域福祉計画の中

に取り入れています。本山町はまだだと思うんですがね。大豊町がすぐやるようになって

います。県下的には大豊は早いほうです。本山も負けんようにと思って、私、早うにして

早う出せって、この前から言いよったんですが、ちょっと遅れているようでありますが、

ぜひとも近いうちに取り組んでいただきたいと思いますが、町長でも担当でもいいですが、

答弁を求めます。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 健康福祉課長、田岡明君。 

○健康福祉課長（田岡明君）１０番、岩本議員の質問に対しまして答弁をさせていただき

ます。 

 再犯防止法に基づく県の再犯防止計画が平成３１年３月に作成されて以降、各市町村の

ほうにも、計画策定が努力義務化されたところでありますが、先ほど議員のほうがおっし

ゃったとおり、高知県下につきましては、令和３年１１月１日現在で３市町の策定済みと

いうことで、取組が遅れております。 

 本町におきましても、国の示します七つの重点施策への対応に向けた検討や議論が十分

進んでおりませんで、現在、計画の策定には至っておりません。なお、現在、資料収集を

進めながら、計画の素案づくりのほうには着手をしております。その中で、計画の内容が、

就労や就労機会の確保、住宅の確保、学校との連携等、他部局にも幅広く及ぶということ

になっておりますので、今後は、実効性のある計画としていくため、素案の作成を進めな

がら、また各課の連携、調整に入っていきたいと思っております。 

 なお、国の策定しました再犯防止推進計画が、令和４年度が最終年度ということになり

ますので、令和４年度中の策定を目指して、現在、取り組んでいきたいと考えております。

また、議員におきましても、またご支援、ご助言をいただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）ぜひともそういうことで、令和４年の策定を目指して頑張ってい

ただきたい。ちょうど私、県の再犯防止推進協議会の今、委員をやっておりまして、県の

動きとか、それから他の町村の動きもよく分かっているつもりでありますので、また何か

参考になることがあったら、申し出ていただいたら、お話をさせていただきたいと思いま

す。 

 次、大項目の教育関係に移ります。 

 嶺北中学校の体育館なんですけれども、これ、令和５年度をめどにというご答弁をいた

だいておりますので、そういうことで既に計画等のことも考えていると思うんですが、ま

ずは財源、それから用地、そのような具体的なことについてどのようにお考えなのかとい
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うことを、ちょっと聞かせていただいたらと思いますが。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）１０番、岩本誠生議員の質問に対し、答弁を申し上げます。 

 嶺北中学校の体育館整備についてでございますが、中学校においては専用の体育館がな

い中、生徒や教職員には、急な教育活動の変更による体育館の使用や生徒集会、部活動に

おいて不便をかけています。令和４年度、中学校の体育館整備の計画を進めていくという

ふうにしております。 

 まず、財源確保に向けて、国等の補助金について県と協議を進めていきます。体育館と

して整備するに当たりまして、整備資格面積、補助対象面積の確認をするとともに、整備

する場所により、工法や一定面積なども関係してくると思いますので、場所についても早

期に協議を進めていく必要があると考えております。 

 整備場所につきましては、嶺北高校の敷地内で整備ができればと考えておりまして、高

校のほうの学校長には事前に協議をさせていただいておりますが、場所の選定、あるいは

手続につきましては、所管する県担当課と協議になりますので、早い段階からそちらとも

協議を行っていきたいというふうに考えております。 

 なお、国等への協議は、令和４年度に入りまして早い段階で始まると聞いておりますの

で、学校等の関係各所と連携をして進めたいと考えております。 

 以上、答弁とします。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）よく分かりました。 

 その計画で精力的に進めていただきたいというふうに思います。 

 次、大原文学館の件については、先ほど同僚議員が検討委員会等の問題についても話を

されておりましたけれども、大原先生のご遺志を生かして、すばらしいものができるよう

にしなければいけませんし、そういう検討委員会で様々な意見を集約した上で、やはり建

てる前にはやっぱり実行委員会方式が、私はいいんじゃないかなと思うんですよ、建てる

ものについては。検討委員会はいろいろな角度から意見を聞いて、大まかなことを計画し、

そして、建てる段階は、細かいことを詰めていく実行委員会方式というものがいいんでは

ないかと。それがよりよいものを造り出す一つの方式じゃないかなと思いますけ、ぜひと

もこれは参考までに。この件については、答弁は要りません。 

 次、早明浦ダムの建設による遊泳対策として設置された町民プール、第一プールは既に

使用不能という状況でお聞きしています。第二プールは現存をいたしておりますが、その

第二プールもかなり古くなっておりまして、いろいろ修繕を加えておりますけれども、聞

いてみますと、これ、タイルと書いていますけれども、タイルじゃないようです。プール

の底面は厚い塗装になっているようです。塗装、それが剝げているということなんで、こ

れは、今度泳ぎ始める頃までには、何とか応急的にも対応しておいていただきたい。結構、
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利用者が多いんで、１日１５人以上は泳ぎに来ているということもありますので、プール

の点検、補修については、ぜひともご配慮いただきたいというふうに思います。これもお

願いでありますので、答弁は要りません。 

 ４番目、高校魅力化プロジェクトの取組について、関係町村に温度差があるのではない

かと、これは私の疑問なんです。本山町、土佐町、それから大川、大豊、やはり学校のあ

る本山町と土佐町が主体になって、今、高校の魅力をやっておりますけれども、この両町

でも温度差があるんですよね。温度差がある、実は。 

 前の町長のときも言いましたけれども、管外からの受入れのあれについても、本町は１

０名以上超えても、宿舎を提供してでも、また世話させていただいても、とにかく１０名

以上も受入れはいいよということ言うんだけれども、土佐町ではなかなかそうは言わない。

１０名だと。あとは別に関知しないというような言い方をされているようなんで、本町と

しては、やはり私は１０人にこだわる必要はないというふうに思います。もっとたくさん

取っていただいて、下宿なり、いろいろ世話させていただいて、より嶺北高の充実を図っ

ていくということが必要かと思う。 

 今回、それで、嶺北高には３２名の地元の人と、１２名のよそから、管外から来られる

方がいて、４４名、一応入試を受けられたと聞いています。これが１４日でしたか、合格

発表があるようでありますけれども。ところが、進学率、連携校からの進学率の問題なん

ですよね。これ、６５％程度のようですね。この間、梼原の学校でいったら、８４％ぐら

いいるということなんです。この違いって一体何だろうかというふうに思います。少なく

とも７５％ぐらいは、何とか地元の中学から地元の高校へ行っていただけるような状況を、

みんなでつくり出していったらいいんじゃないか、そのためにはやはり嶺北高校の魅力化

ということが重要だと、私はそう思います。 

 そこで、前から言うように、野球部の復活をということで、野球部をこの４月から何と

か復活できればいいねというようなことを前にも言っていたんですが、野球部のある土佐

町からは２人、梼原へ行って、それからあと別の２人は市内の野球部へ行ったということ

で、嶺北高には来ないということで、なかなか嶺北高の野球部の復活というのはちょっと

難しいんじゃないかなと、まだ同好会置いとかないかんのじゃないかなというようなこと

も心配をされている状況です。 

 どうか教育委員会のほうでも、何とか地元に残れる子どもたちをたくさんつくっていた

だいて、そして嶺北高を盛り上げていくということで、何とか今言った６５％を７０％か

ら７５％に上げていくぐらいの努力を、先生方にも、また保護者の皆さんにもお願いをし

ていくような方向を期待をいたしたいと思うんですが、本町の考え方をお聞きしておきた

いと思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 教育長、大西千之君。 

○教育長（大西千之君）自席でお答えします。 
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 魅力化につきましては、岩本議員が言われたとおりでございますので、嶺北高校の魅力

化の取組につきましては、本山町としてもさらに高めながら、嶺北高校への進学率を高め

ていきたいというふうに考えております。 

 なお、本山町がたしか今年、１９名試験を受けたということで聞いておりますので、７

０％超えているということで、本山町としてはなかなかいい形で進んでいるんじゃないか

と。ただ、連携ですので、隣町とも、今後とも進学率につきましては、また魅力化の一つ

の目標としておりますので、高校と連携をして、それぞれ中学校への嶺北高校での取組の

紹介、こういったものを続けていきまして、進学率も上げていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 野球部につきましては、現在、３年生が卒業しますので、部員としては６名でございま

すので、この４月以降の入部によりどういった人数になるのか、そこに注視をしていると

ころでございますし、中学校におきましても、今後、クラブ活動、先生等の体制の問題も

ございますが、協議を進めていきながら、子どもたちが伸び伸びと活動できるような体制、

環境づくりを進めていきたいというふうに考えております。 

 答弁とします。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）嶺北中学から７０ということで、非常にありがたいことです。土

佐中のほうからももっと来られるように、またお互いの調整をお願いしたいと思います。 

 野球部が６人ということで、もし、これがあと四、五人入っていただいて、１チーム分

つくれるということになれば、この前話したように嶺北高野球部復活と、５５年ぶり野球

部復活という特番も組んでくれるというお話をこの前したんですよね。特番っていうのは

テレビ放送で。そこまでの話が進んでいるんですけれども、もし足らなかったらオジャン

になってしまうということで、何とか野球部が復活できるように、今後、我々も頑張って

まいりたいというふうに思っているところです。 

 それでは、次、防災・減災対策に進ませていただきます。 

 南海トラフの大地震、今日も町長言っていましたけれども、７０から８０、もう既に８

０だということで、みんな認識を持っているようである、そういうふうに新聞では報じら

れておりますが、来るぞ来るぞというて言うけれども来んから、なかなか危機感がないと。

狼少年みたいなもので、来るぞ来るぞいうてもなかなか来んから、いつ来るやら分からん

うちに、突然来るというようなことになってしまうわけですが、危機感がなかなか高まっ

ていないというふうに言われていますけれども、これは常に、いつ起こるかも分からない

という危機感を持って対応していかなければいけない。そのためには、本町にあっても、

１００％組織されている自主防災組織の積極的な強化を図っていかないかんし、必ず備え

が必要であるというふうに私は思います。 

 そこで、以前にも取り上げたんですが、感電ブレーカー、感震ブレーカーとも言うけれ

ども、地震が来たときにブレーカーが自動的に落ちると。これは火災を防ぐということで
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は、有効な手段。阪神淡路は内陸型の地震でしたから、ほとんど火災でやられているんで

すね。崩壊した家もありますけれども、火災。地震が起こった後、ガスが通ったりいろい

ろしたときに爆発する、それから火災によって、長田町辺りがべったり消滅してしまった

ということもあります。 

 ですから、このブレーカーを高知市が全戸に配っているんですよね。高知市がブレーカ

ー。これ、３，０００円程度なんですよ。それで、やっぱり防災対策として、ある程度こ

ういうことも含めて、各戸へ配ることによって、より関心を増す。もし震災になったとき

に、自動的にブレーカーが落ちますよと。だから、もし帰ってきても、火災になっていな

いということなんで、避難をしても。また、後、電源入っても心配ないというような状況

で、これやるために、ブレーカーが下りるようにしとかないかん。 

 これ、ぜひとも、県の補助金もあるという話ですから、ぜひ調べていただいて、各戸に

配布できるようにしていただいたらと。もう全額補助でいいと思うんですね、３，０００

円ぐらいやったら。そういうこともひとつ検討していただきたいというふうに思いますが、

まずは防災担当のほうから所見を聞いておきたいと思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）１０番、岩本議員のご質問にお答えをいたします。 

 県では、高知県住宅耐震化促進事業費補助金の要綱を見直しする中で、家具等の安全対

策支援事業、この補助対象経費の中に、議員がおっしゃいました感震ブレーカーの設置に

要する経費を盛り込むということが検討されております。 

 議員のほうからもありましたとおり、このブレーカーはいろいろタイプがありまして、

地震の揺れを感知して遮断する、あるいは、おもりの落下によってブレーカーを落とすと

いうことで、火災の防止に役立つというものだそうであります。国・県の補助が得られる

事業であります。全戸に配布する等々も含めまして、県の要綱が制定されましたら、速や

かに制度設計をしていきたいと考えております。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）非常に明快な答弁で、ありがとうございます。そう言うてもらっ

たら、気持ちええですね。検討します、何とかじゃなしに、すぐ取りかかりますぐらい言

うていただいたら、質問のしがいがあります。ありがとうございます。 

 そこで、次に、この前、本山町のお計らいで、地区防災計画の策定に関する講習会を、

日本防災士会のコーチ、私の仲間でしたけれども、その人たちが来て、プラチナで研修会

を行いました。非常に各自主防災会のほうでも参考になったということで、話が出ており

ましたが、今度、自主防災会単位で、何とか町のほうからの音頭を取っていただいて、地

区防災計画を各戸それぞれ特徴のある、条件が違うわけですから、そこで地区防災計画が

自主防災会単位で備わっているということは、非常に重要なことだと思いますので、そう

いう啓蒙もぜひともしていただきたいし、この間講習を受けた人たちは、もうやり方等に
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ついても分かっているでしょうし、それからまた、それに対するテキスト等もありますの

で、ぜひとも地区防災計画の策定について積極的に取り組んでいただくように対応してい

ただきたいと思いますが、ご所見をお伺いいたします。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 総務課長、田岡学君。 

○総務課長（田岡学君）お答え申し上げます。 

 地区防災計画の必要性は、私も認識をしております。やり方といたしましては、まず、

モデル地区を設定をして、なかなか一遍に全部をということは困難だと思いますので、モ

デル地区を設定して広げていきたいと考えております。その際には、防災士会の方のご協

力も得ながら、令和４年度には取り組んでいきたいと考えております。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）ありがとうございます。 

 それでは、防災・減災対策については以上とさせていただいて、最後の質問であります

産業振興と観光対策についてお伺いをいたしたいと思います。 

 私、町長の施政方針が出る前に、これちょっとつくっておりましたもので、町長がもう、

ここの１番の回答は施政方針で言うてもろたというふうなことになっていますけれども、

一応質問をしておりますので、内容はこうだったということを言いたいと思うんですが、

ご案内のとおり、いろいろな条件で畜産なんかの飼料の高騰、それからコロナ禍の影響に

よって、畜産業が非常に経営的に苦しい状態になっておると、これはもうご案内のとおり

であります。 

 そこで、隣町、隣町いうたら土佐町か大豊ですけれども、土佐町です。土佐町ではそう

いう救済措置として、町独自で助成金、支援金を支給することを検討しておるといいます

んで、もう議会では検討されているんだと思いますが、この助成金というのは飼料、餌で

すね、飼料に対する助成だと聞いています。 

 町長は、この飼料を現物支給するということを、施政方針で述べていらっしゃる。現物

支給というのは、畜産農家にとって一体どうなんだろうかと。現物支給でいいのだろうか、

それとも支援金でいいのだろうか、そこら辺、ちょっと私も分からないわけでありますけ

れども、現物支給になってくると、何かビーフジェットとかモリモリとかいう名前がある

ようですね、何種類か種類があって、どれをどういうふうにするのかというのは、現物支

給ですからもらわにゃ分からんと、こういうことになるわけですが、なかなか畜産農家で

は飼い方が難しいと、与え方が難しい。普通は粗飼料というて、草とか、サイロで密閉し

て発酵させた飼料とか、干し草なんかを与える、これが主なものであるようですけれども、

今回のは濃厚飼料というらしいですね。濃厚飼料。子牛が成長するために必要な栄養素、

すなわち炭水化物やたんぱく質等を多く含んだ栄養価の高い飼料であると。それを子牛に

食べさして太らすということのようであります。 

 そこで、現物支給という考え方、これはやっぱり畜産農家の人たちの希望でそういうふ
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うにされたのでしょうか。そこらあたり、ちょっと。それから、やるとすれば、２５０万

ぐらいの予算を今度計上されていると思うんですが、どういうふうな支給の仕方をしてい

くのか、ちょっとその辺教えていただきたいというふうに思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）１０番、岩本誠生議員のご質問に対してお答えをい

たします。 

 今回の予算でご提案をさせていただいております畜産の件でございますが、令和２年度

以降、本町では、コロナ交付金を活用した畜産農家支援といたしまして、取引価格の下落

等の影響のあった農家に対しましては支援金を交付しており、引き続き、４年度も同様の

対策を講じる予定でございます。 

 さらに、今年度は、新たな繁殖農家支援策として新たな事業を創設する予定でございま

す。具体的に申し上げますと、町内の肉用牛農家が飼育する繁殖雌牛、過去３年間の平均

が１３８頭でありますが、同じく年間の平均出産頭数は９１頭で、年間に子どもが産まれ

る生産率は６６％となっておるようです。本来、牛は１年１産できる家畜であり、子ども

の産まれる産子生産率というようでございますが、産子生産率を向上させることが経営の

安定につながると考えられます。 

 そのため、町内肉用牛の農家の産子生産率を向上させるための支援を今回行い、畜産専

業農家の経営指標である８５％を目指すために、今回、繁殖雌牛を対象にした濃厚飼料の

給付事業を実施するものでございます。 

 具体的には、母牛出産後の３か月間に濃厚飼料を与えることによって、子牛の繁殖率が

向上するというデータ結果に基づきまして、対象農家に対して飼料の給付を行う、新たに

実施するものでございます。 

 先ほど岩本議員ご質問の中で、現物給付にというお話がございましたが、そういったこ

とで担当課としては考えております。特に畜産農家のご意見をお聞きした上でのことでは

ないんですけれども、濃厚飼料が母牛に与える飼料ということで、ある一定、限定をされ

るのではないかというようなこともあって、３か月間、飼料を農協を通じて給付する。給

付の仕方につきましては、農協さんにお願いして、産まれた畜産農家へ直接配送していた

だくとかいうような形で実施できればなというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）そこがちょっと分からんのですよね。畜産農家の意見を聞いて現

物支給にしているのかというふうに思ったら、そうじゃなしに、こちらから現物支給とい

うふうに決めたと、こういう。現物支給というのは非常に難しいんですよ、実は。牛の体

に合わない濃厚飼料があると。実はこれを質問する前に、私ちょっと獣医さんにレクチャ

ー受けに行ったんですよ。何回も聞くから、もう聞くなというて向こうが言うくらい聞い
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たんです、何回も聞いた。やっと頭に入ったのが、今言った濃厚飼料というのはこういう

んだということが分かった。 

 しかし、これを、もし現物支給をして、牛が病気になったりいろいろしたときの問題は

どうなるんだろうかということも、実はちょっと頭よぎった。むしろ、畜農家さんが使い

ゆう飼料を買ってやるのを補助金のほうが、むしろ町としては安全策やないかなと思った

りもするんですけれども、現物支給にこだわるということについては、ちょっと問題かな

と思ったりするんですけれども、そこらあたりどうなんでしょうかね。これは、私、牛を

飼うてないものですから、詳しいことは分かりませんけれども、そういう経験のある方は、

いや、現物支給のほうが何ぼうれしいや分からんというのか、いや、うちの与えよる濃厚

飼料にその支援金をいただいたほうがずっといいという意見を持っているかもしれないし、

そこら辺はどうなんでしょうか。そういう検討はなされたらいかがかなと思いますけれど

も、どうでしょうか。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）なお、畜産農家等とも協議をさせていただきます。

不必要な飼料をお配りしてはいけませんので、それはもうなお一層の検討をさせていただ

きます。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）分かりました。 

 不必要なものは、これはとんでもない話になるけれども、とにかくそういう問題が起こ

らないように、畜産農家の皆さんが、あ、これはありがたい対策だと、対応だと思ってい

ただけるようなことをやっぱりするためには、意見を聞いて、支援金にするのか、それと

も現物にするのかいうことを、またお考えをいただきたいと。取りあえずそうやって支援

をしていくという姿勢は、私は高く評価したいというふうに思っております。 

 次、いきます。もっと牛のことは習うてきとんじゃけれども、あんまり言いよったら時

間ないから。 

 次、いきます。 

 次は、昨日、ちょっと同僚議員の方から出ておりました本山城、展望台を私は前から、

本山城は山城やったと、山城ログハウスみたいなんで造って、展望台を造って、本山城を

復元というような形でちょっと売り出したら、観光面でもええんじゃないかよということ

を言ってきました。そうしたら、前の教育長は、とにかく中に何が埋まっちゅうやら分か

らんけ、とにかく調べてみにゃいかんと、とにかく掘ってみないかん、掘ってみないかん

と、ホヤンと掘ったようでありますけれども、その後、掘った後、どうしたらええのか、

どういうふうにするのか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 教育長、大西千之君。 
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○教育長（大西千之君）自席でお答えします。 

 山城を活用するに当たりましては、城跡の残存状況、あるいは山城として機能した時期

をつかみ、文化財として後世に伝えていくために試掘調査が必要ということで、令和２年

度におきまして、高知県の専門家に指導を受けまして、町のほうで第１次試掘調査を実施

しました。試掘では、並んだ石の列や江戸時代の瓦片が出てきています。出土の瓦から、

江戸時代に何らかの施設に転用された施設があったのではないかというふうな想定がされ

るところです。 

 これからの取組でございますが、この試掘調査で十分城跡の調査ができているのかどう

か、ここが重要なところでございまして、周辺の試掘が必要かどうか、専門家に来ていた

だいて、現地で協議をしたいというふうに考えております。その結果、試掘が必要であれ

ば、また町のほうで試掘という準備もするように考えていきたいと思いますので、専門家

との協議ということで、令和４年度に入りまして、早期に進めていきたいというふうに考

えております。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）また掘りますか。かなり掘ったと思うんですけれどもね。いつま

でたっても、山城の構想が先に進まない。確かに文化財、それから歴史を知る上において、

何が埋まっとるかということを研究することは非常に大事なことなんです。しかし、いつ

までもそればっかり続けておると、もうそれで終わってしまう。 

 今、みんなが本山城の復元を、山城を観光に使ったらどうという機運が上がっていると

ころで、やっぱりタイミングよくやるということも一つの大きな方法かなと思いますんで、

もし専門家がやっぱり掘ると言ったら、いやいや、もうあんまり掘らんといてくださいと

いうぐらいのことを言うて、何とか山城を観光面でも生かす方法を考えていっていただき

たいと。それは後の協議を待つとしますけれども、教育委員会としても、前向きにそうい

うことで進んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

 次、進みます。 

 次は観光面でありますけれども、土佐町が森林公園をキャンプ場にしたいとかいうよう

な形、それから、カヌーということで早明浦ダムを大いに活用して観光に生かそうとして

おります。これは隣町が栄えるということは、うちも栄えることだと、これは喜ばしいこ

とでありますけれども、うちも栄えにゃいかん、やっぱり。うちも栄えるためには、何ら

かの手を打たなければいけない。当然、アウトドアビレッジがありますんで、そこを中心

にして様々な形が今後展開されてくると思うんですけれども。 

 この間からずっと見ています、住民の方からもご連絡をいただいて、見に行ったりいろ

いろしたんですけれども、寺家の三つの河川が合流するところに、カヌー庫がありますね。

カヌー艇庫があります。あそこの周辺がキャンプ地として非常にいいんじゃないかと、キ

ャンプ、いうことで見てくると、非常にいいんですね。それから、炭窯を造ろうかといっ

た私有地も、あそこら辺りも借り上げたりしてやれば、かなり川から離れていますけれど
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も、川と親しめるような雰囲気があるということで、あそこをキャンプ場というような形

で整備をするのはどうかという構想が生まれているわけです。そうすれば、汗見川のあそ

こで泳いだりとかいうこともできるし、様々なものができる。 

 そこで、キャンプ場の可能性は、何とか近いうちに対応していただけんやろうかという

ことと、それから吉野小学校下の遊泳場、あそこも前から、去年もどっさりいてました。

だから、これは更衣室とかトイレとか造れとか言いませんけれども、恒久的なものを言っ

ているわけやないんですよ。あそこへ、場所がないのに更衣室を造ったり、だから例えば、

トイレはあそこの吉野運動公園のトイレを使用してくださいとかいうような看板を立てる

とかいう形で案内板を作る。それから、もし日陰がないんだったら、日陰やるようなパラ

ソルを立てて日陰をつくってやるとかいうような、お迎えする、おもてなしの気持ちとい

うのも、多少はあそこら辺もしておく必要がある。そうしたら、私たちを歓迎してくれよ

るんだなという気持ちがあって、よそからどんどん来てくれる。この前、何か有名な人が

来て汗見川でやったんで非常に有名、高知市内で知っていますよ、汗見川。夏、汗見川へ

行きたいという人が大分おります、聞いてみると。 

 だから、ぜひともその機会を通じて売り出さないかん。本山町は売りが下手やと言われ

ていますけれども、どんどんそういうことを捉えて、お客さんを呼び込む。モンベルさん

がどんどん呼んでくださっているんだから、本山町もそれに付随して、使えるものは使っ

て、お客さんにどんどん来ていただく、本山町に訪れていただくということも、観光とし

て大きな私は手だてじゃないかと思います。これについての対応をお聞きしておきたいと

思います。 

○副議長（澤田康雄君）執行部、答弁。 

 まちづくり推進課長、川村勝彦君。 

○まちづくり推進課長（川村勝彦君）岩本議員のご質問にお答えをいたします。 

 私も、この質問を受けまして、現地へ行って確認もしてまいりました。現状では、カヌ

ー艇庫から河川敷にかけては、町が購入し、町立となっておるということでございます。

先週でしたか、見に行ったときにも、もう既に草もきれいに刈って、そのままでも十分キ

ャンプ地として活用できるんではないかというような、新たに手を加えなくても、そうい

うような判断で帰ってきました。 

 それと、これは確認しますと、トイレも常に開放しておると、お水もずっと蛇口もあっ

て、キャンプには特に川の水を使わなくても、支障のないような状況になっておりますの

で、特に新たに手を加えなくても、あの広場を、現状では帰全山公園と冬瀬のキャンプ場

があるわけですので、それと一緒に何らかの形で広報するとかいうような形でＰＲしてい

けたらというふうに考えておりますし、ただ、ちょっとした流し台みたいなものが設置で

きれば、そういったものをちょっと置くだけでも、また利便性が向上するのではないかと

いうふうに思って帰ってきたところです。 

 それと、吉野小学校周辺の河川の件でございますが、これにつきましては、従来から、
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遊泳場とすぐ近くに吉野運動公園のトイレもございますし、そういった形で、今、岩本議

員がおっしゃられたように、おもてなしの気持ちも込めて、誘導する何らかのトイレなり

の看板表示なんかは、夏のシーズンに向けて検討したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（澤田康雄君）１０番、岩本誠生君。 

○１０番（岩本誠生君）ありがとうございます。 

 早速に現地を見た、行っていただいたということでありますけれども、ちょうど近くに

民家もございます。だから、やはりあそこの環境を整備するということは、民家の人たち

にも喜んでいただけるということもありますので、あそこを整備して、夏はたくさんの人

たちが来ていただけるということも、大きな意味があるというふうに思います。 

 ということで、走り走りでありましたけれども、通告をしてありました質問は全て終わ

りました。澤田町長におかれましては、初めての一般質問ということで、大変お疲れにな

ったことだろうと思います。私はまだ疲れておりませんので、時間があれば何ぼでもやり

ますけれども、時間が来ましたので、これで終わりたいと思いますけれども、そういうこ

とで、初めての一般質問、皆さんの意見を十分聞いていただいて、今後の町政に生かして

いただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。終わります。 

○副議長（澤田康雄君）これをもって、１０番、岩本誠生君の一般質問を終わります。 

 これをもって、一般質問を終わります。 

 議長交代のため、暫時休憩します。 

 

休憩  １６：４９ 

再開  １６：５０ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生君）以上をもちまして、通告を受けておりました一般質問は全て終わり

ました。 

 これで本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

午後 ４時５０分  散会 


